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は じ め に 

 

 

本ガイドラインでは、以下の３つの柱を掲げ、改善に向けた取り

組みを推進している。 

 

■改善に向けた取り組みの３本柱 

１．品質確保と担い手の育成・確保 

２．技術力が十分に発揮できる競争環境の確保 

３．事務手続きの効率化 

 

３本柱の取り組みを、より効率的に進めるため、働き方改革の促

進と生産性の向上を踏まえた、必要な改善、本ガイドラインへの反

映を行っていくものである。 

 
※本ガイドラインは、関東地方整備局における建設コンサルタント業務等の入札契

約手続きの手順と評価項目等についての基本的事項を定め、建設コンサルタント業

務等における入札契約手続きの適切な運用を図ることを目的として作成したもので

ある。 

法令改正や、様々な環境変化に応じ、適宜改訂を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



背 景 

 

 公共投資の削減に伴い、不適確業者によるダンピング受注が発生

し、公共工事等の品質や、担い手である企業・人への影響が懸念さ

れ、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』が平成 17 年 4 月

より施行。 

平成 17 年 8 月 26 日には、本法律を踏まえて閣議決定された、

『公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するため

の基本的な方針（基本方針）』において、公共工事に係る調査・設

計の品質の確保に関しても価格と品質が総合的に優れた内容の契約

とすることが必要とされた。 

 

平成 19 年度から総合評価落札方式が試行を開始。翌平成 20 年 5

月に財務省との包括協議が整い、建設コンサルタント業務等におい

ても総合評価落札方式が本格的に導入。 

 

平成 21 年 3 月に国土交通本省は、「設計コンサルタント業務等

成果の向上に関する懇談会」（座長：小澤一雅東京大学大学院工学

系研究科教授）において、「建設コンサルタント業務等におけるプ

ロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」を策

定。 

その後の実施状況や品確法の改正等を踏まえ、適宜、改定がなさ

れている。 

 

平成 23 年度に関東地方整備局においても、関東地方整備局総合

評価審査委員会の意見を踏まえ、「関東地方整備局建設コンサルタ

ント業務等における入札契約手続き運用ガイドライン」をとりまと

めた。 

 

 

平成 25 年以降、プロポーザル方式、総合評価落札方式を全面的

に展開し、技術力の高い企業を適切に評価すると共に、低入札価格

調査、履行確実性調査を厳格に執行することで、近年では低入札に

よる契約は、ほぼ解消し、平均業務成績評定点も上昇傾向にある。 

この状況を保ちつつ、受・発注者双方の働き方改革を推進するこ

とが求められている。 



 

 

平成 31 年 4 月 1 日に労働基準法、人事院規則の改正により、時

間外勤務の上限規制がなされ、受・発注者共に業務の更なる効率化

が求められることとなった。 

令和元年 6 月 1 日に、「公共工事の品質確保の促進に関する法律

の一部を改正する法律（令和元年法律第三十五号）」が、令和元年

6 月 14 日に公布・施行され、『品確法』に公共工事に関する調査等

（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設

計）について広く本法律の対象とした。 

 同法改正の背景・必要性として、 

『全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復

興のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務である』、 

『「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間

労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務である』、

『建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促

進と併せ、生産性の向上が急務である』、 

『公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で

重要な役割である』が挙げられている。 

同法は、その理念、責務を記し、受注者、発注者が、ともに品質

確保、業務環境改善等を進めていくことを求めている。 

さらに、令和６年６月１２日に、インフラ整備や地域づくりを支

える建設業等がその役割を果たし続けられるよう、担い手の確保、

地域建設業等の維持、生産性向上、発注体制の強化に係る規定を整

備するため、 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を

改正する法律により、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の

一部改正が行われ、同月 1 9 日に公布・施行された。 
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◆適用時期 

 

   本ガイドラインは、令和 6 年 8 月 1 日以降に公示する建設コンサルタント業務等に適

用するものとする。  

 

１ 入札契約方式の概要 

１－１ 定 義 

（１）プロポーザル方式 

プロポーザル（技術提案書）の提出を求め、技術的に最適な者を特定する手続き

（プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続について（平成 6 年 6 月）

より）である。 

 

（２）総合評価落札方式 

経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮して、価格及び品質が総合的

に優れた内容の契約（平成 17 年 3 月 31 日（令和 6 年 6 月改正）公共工事の品質

確保の促進に関する法律第 3 条第 2 項）であり、会計法上は、第 29 条の 6 第 2 項

に基づく競争（一般競争入札又は指名競争入札）に付する場合において、価格及び

その他の条件が、国にとって最も有利なものをもって、申し込みをした者を選定し、契

約の相手方とする落札者決定方式である。 

 

（３）価格競争入札方式 

一定の資格要件を満たす者の中から、価格が最も有利なものをもって申し込みをし

た者を選定し、契約の相手方とする落札者決定方式である。 

１－２ 平準化 

業務における履行期限の平準化については、法令遵守の上、取組むものである。  

（１）労働基準法 改正・施行（平成 31 年 4 月） 

労働基準法に基づき、平成 31 年４月１日より罰則付きの時間外労働規制が適用

（月 45 時間、年 360 時間） 

 

（２）公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 

 一部改正公布・施行（令和 6 年 6 月） 

公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）
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及び設計）について広く本法律の対象として位置付け 

 

（３）発注関係事務の運用に関する指針（運用指針） 改正（令和 2 年 1 月） 

「繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒しなどの取組により履行期

限の平準化に取り組む」ことが、必ず実施すべき事項となった。 

 

 ■履行期限の平準化 

○対象業務は、測量業務、地質調査業務、土木関係建設コンサルタント業務（ただ 

し、発注者支援業務等及び環境調査など 1 年間を通じて実施する業務について    

は対象外）とする。 

○年度末に集中している業務の履行期限について、働き方改革や品質確保の観点 

から平準化を進める。 

○中長期的には、当該年度に履行期限を迎える業務件数の比率が上半期 50%、 

下半期 50%を目指すこととし、令和 6 年度以降の履行期限については、当面の 

目標として以下の数値を四半期毎に履行期限を迎える業務件数の比率の目安と 

した上で、以下の目標を設定し、達成に努めるものとする。 

なお、真に必要な業務を除き履行期限が３月とならないように配慮する。 

第 1 四半期 15%以上 

第 2 四半期 25%以上 

第 3 四半期 25%以上 

第 4 四半期 35%以下 

第 1～4 四半期については令和６年度内に完了する業務を対象とする。 

また、翌債・国債・平準化国債等については、令和６年度に契約する件数に対す 

る割合が、25%以上となることを目標とする。 

○業務履行中に関係機関協議等により、年度内に適正な履行期間を確保できなく 

 なった場合は、適切に繰越手続きを行う。 

 

１－３ 発注方式の選定の考え方 

調査・設計の発注に当たっては、調査・設計の内容に照らして技術的な工夫の余

地が小さい場合を除き、プロポーザル方式、総合評価落札方式（標準型又は簡易型）

のいずれかの方式を選定することを基本とする。図１の各方式を選定する際の基本的

な考え方（選定フロー）及び図２の発注方式選定表を事例として示す。 

 

 （１）プロポーザル方式 

当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であ

って、提出された技術提案に基づいて、仕様を作成する方が最も優れた成果を期待
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できる場合は、プロポーザル方式を選定する。なお、協議調整、地元説明、厳しい施

工条件での設計等、業務の特性を考慮の上、プロポーザル方式の選定も検討する。 

また、建築関係建設コンサルタント業務においては、国等における温室効果ガス等

の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第５条に規定する基本方針に基

づき契約する設計業務のほか、象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求め

られる場合（いわゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。）にもプロポーザル方式

を選定する。 

プロポーザル方式においては、重要な業務項目における検討プロセス等について提

案を求める「特定テーマ」を提示（基本 1 テーマ）し、特定テーマに関する技術提案と

当該業務の実施方針の提出を求めるとともに、予定管理技術者へのヒアリングを実施

するものとする。 

なお、「簡易公募型に準じた方式」で発注する業務のうち、特殊な業務や、技術的

難易度が非常に高度な業務等、幅広く技術提案を求めたい業務においては、技術提

案者の絞り込みを行わず、参加者全員より提案書を受ける「拡大型プロポーザル方式」

を試行的に実施できるものとする。 

また、「拡大型プロポーザル方式」において「同種・類似業務実績」に代えて、評価

テーマの技術提案の内容を裏付ける「技術的経験」を求める業務実施要件の緩和を

試行的に実施できるものとする。 

 

（２）総合評価落札方式（標準型、簡易型） 

事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、調達価格の

差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる場合は、総

合評価落札方式を選定する。総合評価落札方式には標準型及び簡易型を定める。 

総合評価落札方式を選定した場合において、当該業務の実施方針以外に、業務

内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を求めるテーマ「評価テーマ」を示し、評

価テーマに関する技術提案を求めることによって、品質向上を期待できる業務の場合

は標準型を選定し、実施方針のみで品質向上を期待できる業務の場合は簡易型を

選定する。 

■標準型 

標準型においては、重要な業務項目における留意点等について提案を求める

「評価テーマ」を提示（基本 1 テーマ）し、評価テーマに関する技術提案と当該業務

の実施方針の提出を求めるとともに、予定管理技術者へのヒアリングを実施するも

のとする。価格と技術の評価に関する配点の比率は１：３を基本（発注者支援業務

等については１：２）とする。 

なお、業務特性に応じ、評価テーマを設定せずとも、成果の品質が大きく変わら

ないと判断される場合においては、評価テーマ及びヒアリングを省略した「技術者評

価を重視した選定」を試行的に実施できるものとする。 
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■簡易型 

簡易型においては、当該業務の実施方針の提出を求めるのみとし、ヒアリングは

原則実施しないものとする。価格と技術の評価に関する配点の比率は１：１とする。 

なお、「簡易公募型に準じた方式」で発注する業務のうち、業務特性に応じ、企

業及び技術者の実績があれば、成果の品質が大きく変わらないと判断される場合

においては、実施計画書の提出を求め、可・不可の判断を行い、企業及び技術者

の評価を加え技術評価を行う「実施能力評価型」を試行的に実施できるものとする。 

また、企業・技術者の実績評価を緩和し技術的課題を評価する「実施能力評価

拡大型」を試行的に実施できるものとする。 

 

 （３）価格競争入札方式 

上記（１）、（２）の方式によらない場合においては、入札参加要件として一定の資格・

成績等を付すことにより品質を確保できる業務は価格競争入札方式を選定する。また、

災害時の緊急対応や、応急・本復旧のための業務等については、随意契約や価格競争

（指名競争）を採用し、迅速な体制確保を図るものとする。 

 

 

図１ 建設コンサルタント業務等における発注方式を選定する際の基本的な考え方 

 

 

②総合評価落札方式（標準型）

価格点：技術点の比率
（１：２～１：３）

実施方針＋評価テーマ

③総合評価落札方式（簡易型）

価格点：技術点の比率
（１：１）

実施方針のみ

④価格競争方式
（選定段階で）資格、実績、成績

※総合評価（簡易型）で運用

（関東地整独自の取り組み）

※災害復旧関連業務に随意契約、通常指名

競争を積極的に活用

選定フロー 発注方式

高度または専門的な技術が要求され、入札者の技術提
案に基づき仕様を作成する方が優れた成果を期待でき
る業務

事前に仕様の確定が可能であるが、入札者の提示
する技術等によって、調達価格の差異と比較し、
成果の差異が相当程度生ずることが期待される業務

実施方針のみで品質向上が期待できる業務

実施方針と併せ、評価テーマに関する技術提案を求
めることにより、品質向上が期待できる業務

入札参加条件として、一定の資格・実績・成績を
付すことにより、品質確保できる業務

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等

①プロポーザル方式

総合評価型：実施方針＋特定テーマ
技術者評価型：実施方針のみ

※現在、技術者評価型は適用していない
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図２ 標準的な業務内容に応じた発注方式事例 

発注方式の選定にあたっては、本ガイドラインの「１－３ 発注方式の選定の考え方」

に基づき選定することとし、本発注方式事例は目安として活用すること。 

本発注方式事例は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、業務規

模を示したものではない。 

 

■河川事業 

 

 

※海岸事業・砂防事業は、本表に準じて選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知

識

構想力 ・ 応用力

施設点検調査②
【標準的な調査】

耐震性能照査③
【簡易式による判定を行う業務】

河川台帳作成

河川景観設計②
【以下を含まないもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

洪水予測システム検討

治水経済調査②
【統計データを用いた集計】

環境管理基本計画

環境アセスメント②
【追加調査及び取りまとめ】

事業評価
河川整備基本方針

河川整備計画
河道計画検討

施設健全度調査②
【標準的な調査】

自然再生計画検討

特殊構造物 予備・詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等以外）

氾濫解析②
【既存の解析モデルによる再現又は予測計算】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

水文データ照査検討①
【高度な観測データを含むもの】

河川水辺の国勢調査

河川構造物 詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等）

河川構造物 予備設計②
（樋門・樋管・排水機場等）
（標準積算基準対象施設）

氾濫解析①
【解析モデルの構築又は既存の解析モデルの改良、高度化】

治水経済調査①
【基準の見直し、新基準の検討】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

危機管理時の体制・対応等の検討
（危機管理演習を含む）

河川景観設計①
【以下のいずれかを含むもの】

・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水質観測②
【水質調査（採水・水質分析のみ）（プランクトン同定を除く）】

水質観測①
【微量化学物質調査等の精度管理を行うもの、
水質調査（その他、プランクトン同定を含む）】

耐震性能照査②
【静的解析・動的解析を含むもの

（大規模構造物等以外）】

総合土砂管理計画の検討

河川環境情報図の作成

総合治水に関する検討

水循環に関する検討

生態学的な検討

維持管理計画検討

その他技術的に高度な業務

耐震性能照査①
【静的解析・動的解析を含むもの（大規模構造物等）】

堤防・護岸設計③
【現地条件変更による修正設計、

小構造物設計図集に掲載の
構造物の数量、図面作成】

水文観測①
【ADCP計測、
画像解析等
を用い解析
を含むもの】

堤防・護岸設計②
【標準的な設計（浸透流解析等の検討を含む）】

堤防・護岸設計①

【高度な軟弱地盤対策や調査・解析等の検討を含むもの】

施設点検調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を用いるもの】

施設健全度調査①
【大規模構造物等、

高度な技術を要するもの】

河川構造物 予備設計①
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

プロポーザル方式

水文データ照査検討②
【高度な観測データを含まないもの】

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

総合評価落札方式（簡易型）
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■道路事業 

 

 

■都市事業 

 

知

識

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式

定期点検結果の診断

道路予備設計（用地幅決定）

構造物詳細・補修設計（大型含む一般）

道路予備設計 （中心線決定）

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも

の、委員会運営伴う
もの】

環境調査②【補足・継続調査】
交通安全・渋滞
対策等検討
【事故分析、渋滞分析、
委員会運営】

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】

道路・橋梁等構造物景観設計

道路網整備計画検討

定期点検、緊急点検

交差点設計（一般）

道路詳細設計（修正）②【一般】

環境調査③【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他

（一般的な水文
調査含む）

構造物予備設計（一般）

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

構造物予備設計（大型・特殊）

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

構造物詳細・補修設計（特殊）

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

環境調査①
【企画立案から実施するもの、

貴重種を含むもの】

交差点設計（大規模立体）

交通需要予測検討

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、
委員会を運営を伴うもの】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

水文調査① 【広域的な影響等の分析を含む】

防災対策設計
【詳細設計のみ】

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

交差点設計（立体）

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

道路詳細設計（一般）
【新規に実施するもの

構造物を含むもの】

ＰＩプロセス 社会実験実施

水文調査②【一般的な分析を含む】

道路詳細設計（修正）①【調査・分析等を含む】

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）総合評価落札方式（簡易型）

※２ 都市交通に関するマスタープラン・戦略、市街地整備に関する戦略（大街区化等） 、都市の観光・環境（低炭素都市づくり等）・防災等に関する基本的な計画 等
※１ 都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン、都市再開発方針、緑の基本計画、都市再生整備計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維持向上計画、 景観計画 等

知

識

構想力・応用力

総合評価落札方式（簡易型）

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

プロポーザル方式

総括図等図面作成

都市計画基礎調査

ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ調査（実査）

都市計画事業等の施設設計
（造成設計、小規模なもの）

パンフレット作成

都市計画事業等の施設設計
（標準的なもの）

換地設計

土地区画整理事業調査
市街地再開発等調査

都市公園（基本構想・基本計画）

個別都市施設に関する
都市計画案策定

線引き・用途地域・地区計画等の
土地利用に関する計画

環境アセスメント

コーディネート

まちづくり等に関する
指針・ガイドライン類策定

社会実験・ビジュアル
シミュレーション

都市計画事業等の施設設計
（景観検討、大規模施設等、

標準的な設計により難いもの）

まちづくり等に関する総合的な計画※２

マスタープラン・基本計画等の法定計画※１

都市公園（基本設計・実施設計）

都市計画GIS

事業評価
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■測量調査 

 

 

■地質調査 

 

 

知

識

構想力 ・ 応用力

土地区画整理測量

数値図化（デジタルマッピング）

画像解析／計測／判読②
【計測を主とするもの】

データ共有／総合GIS

深浅測量①
【高い精度を求めるなど技術的に高度なもの】

空中写真測量

航空レーザ測量

GIS/CADデータ化

写真地図作成（デジタルオルソ）

航空レーザ測量（応用解析含む）②
【応用解析を含むもの】

都市計画図

基盤地図情報作成

地図編集（特殊ケース）

その他の応用測量②
（主題図データファイル作成）

【計測を主とするもの】

移動計測車両による測量②
【計測を主とするもの】

航空レーザ測量（応用解析含む）①
【応用解析を含んだ上で使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

画像解析／計測／判読①
【判読を主とするもの。また、使用目的に
後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

その他の応用測量①
（主題図データファイル作成）

【解析のための判読を主とするもの】

修正測量

各種台帳作成①
【地形測量と調書を主とするもの以外】

移動計測車両による測量①
【応用解析を主とするもの。また、使用目的に

後工程（GIS、3次元地形等）があるもの】

地籍測量①
【国土調査法第10条2項による作業】

水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの

（ADCP計測による観測（解析を含まないもの）等）】

水文観測①
【ADCP計測、画像解析等
を用い解析を含むもの】

プロポーザル方式

三次元点群測量（UAV写真測量、地上
レーザ測量、UAVレーザ測量）

総合評価落札
方式（簡易型）

総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

基準点測量※

現地測量（地形測量） ※

水準測量※

定期縦横断測量※

地図編集

既成図数値化

深浅測量②
【標準的なもの】

一筆調査（E工程）

各種台帳作成②
【地形測量を主とするもの】

用地測量※

路線測量※
復旧測量※

河川測量※

地籍測量②
【国土調査法第10条2項による作業を除く】

水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】

※印の工種は、現地等の条件が通常

の仕様で実施できない場合、及び三
次元点群測量の場合は、総合評

価落札方式を選定すること。

知

識

構想力 ・ 応用力

総合評価落札方式（簡易型）
総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

プロポーザル方式

トンネル変状調査・解析

地盤環境調査（とりまとめ）※

ボーリング調査
（支持層確認、
改良チック等）

ボーリング調査
（設計、解析用）

耐震調査

計器設置及び観測作業（設置・観測のみ）

計器設置及び観測（計画～解析）

地下水調査（観測）

地盤環境調査（採取、分析）

軟弱地盤調査・検討（安定・沈下・液状化等）

地すべり対策工検討設計（地質解析を含む）

地表地質踏査及び資料収集

地質リスク調査検討

動的応答解析
防災点検

防災点検（総合診断）

地質調査計画策定

施工時計測管理地質総合解析

地盤環境調査（解析、対策検討）

土構造物等の点検

ボーリング調査（高度安全
管理、高品質コア等）

地下水調査（とりまとめ） ※

物理（弾性波等）探査

地すべり対策工検討設計（地質解析を含まない）

地下水調査・解析（浸透流、広域地下水、渇水影響等）地下水調査（解析・検討）

※印の地下水調査（とりまとめ）、地盤環境調査（とりまとめ）については
、以下のような場合などで、価格競争方式でも妥当である内容も含まれ
るため、弾力的な運用を行うこと。
・地下水調査：既存の井戸等を利用した標準的な観測等では、とりまとめ
作業は価格競争でも十分な成果が得られる。

・地盤環境調査：有害物質（六価クロム）の試料採取・分析と観測値とり
まとめ（基準値内かどうかの判定）等の標準的な作業は価格競争でも
十分な成果が得られる。

総合評価落札方式 

(簡易型) 
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■建  築 

 
 

■電気通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １－４ 入札・契約手続き方式 

知

識

構想力・応用力

総合評価落札方式（簡易型）
総合評価落札方式
（簡易型・標準型）

プロポーザル方式

大規模改修実施設計等 ※2

PFI事業に係る整備検討
(財務・法務、建築計画)

新築、増築、改築に関する設計※1

工事監理

小規模改修実施設計等 ※3

敷地調査 ※3

積算

耐震診断

※１ 建築士法第3条又は第３条の２に規定する設計
※２ 耐震改修実施設計、建築士法第３条又は第３条の２に規定する改修設計等で、提案を反映して仕様を確定する必要がある設計
※３ ※２以外の実施設計
※４ 設計競技方式については上図によらないものとする

総合評価落札方式(簡易型) 
総合評価落札方式 

(簡易型・標準型) 
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１－４ 入札・契約手続き方式 

表２及び図３に入札・契約の方式の一覧と区分を示す。 

なお、一般競争入札方式は、発注者支援等業務、工事監理業務（建築）等の政府

協定対象外の業務で限定的に実施するものとする。 

また、通常の指名方式（標準プロポーザル方式を含む）の運用は、原則禁止すると

ともに、一般及び指名競争入札方式における価格競争方式についても、やむを得ない

場合を除き、基本的に選定しないものとする。 

 

表２ 入札・契約手続き方式一覧 

 

■令和６年度適用 

※１ 発注者支援業務、工事監理業務（建築）等の政府協定対象外の業務で限定的に実施。 

※２ 特殊な技術、設備等が不可欠な業務で、それらの条件を明示し、他の参加者の有無を確認する必要がある業務。 

 ※３ 特殊な技術、設備等が不可欠な業務で、真にやむを得ない場合に適用可能。 

契 約 方 式 
業 務 規 模 

政府調達協定対象 政府調達協定対象外 

一般競争契約※１   

 
価格競争方式 

適用なし 
発注者支援業務等において限

定的に実施 総合評価落札方式 

指名競争契約   

 価格競争方式 
公募型 8,100 万円以上 

適用なし 
 総合評価落札方式 

 価格競争方式 
簡易公募型 

8,100 万円未満 
4,000 万円以上 

 総合評価落札方式 

 価格競争方式 
簡易公募型に準ずる 4,000 万円未満 対象業務すべて 

 総合評価落札方式 

 上記以外の競争入札方式（通常指名） 
関東地整は H18 より原則禁止 
※災害など緊急を要する場合には、適用可能 

随意契約   

 

プロポーザル方式 

公募型 8,100 万円以上 

適用なし 
 簡易公募型 

8,100 万円未満 

5,000 万円以上 

 簡易公募型に準ずる 5,000 万円未満 対象業務すべて 

 標準（通常指名） 関東地整は H18 より原則禁止 

 

参加者の有無を確認し 
公募手続を行う契約方式※２ 

公募型 8,100 万円以上 

適用なし 
 簡易公募型 

8,100 万円未満 
5,000 万円以上 

 簡易公募型に準ずる 5,000 万円未満 対象業務すべて 

 随意契約方式（緊急・特命）※３ 適用なし 対象業務すべて 
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図３ 建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きの区分 

 

■政府調達に関する協定（Agreement on Government Procurement：GPA）の概要 

○国外企業の政府調達への参入を容易にするために結ばれた多国間の協定 

○世界貿易機構（World Trade Organization：WTO）加盟国１６４の国・地域のうち２２

の国・地域が参加 

〇土木工事又は建築物の工事の実施を目的とする業務が対象 

○一部のサービス※１を除き、一定額※２を超える規模の調達にあたっては、国内企業

と国外企業の待遇に差※３を設けてはならない 

※１ ・事業化前の計画・検討業務（整備効果検討等） 

・工事に直結する設計業務（詳細・実施設計） 

・維持管理のための業務（耐震補強設計、点検業務等） 

・発注者支援等業務   等 

※２  令和６年度：8,100 万円 （2 箇年毎に見直し） 

※３  発注情報の官報告示、入札説明書等の英訳記載、 

 入札参加要件、手続き期間 等  

 

※１ ： 基本は「通常指名」であるが、H18年度より「簡易公募型に準じた方式」で運用（関東地整独自）
※２ ： 基本は「標準プロポ」であるが、H18年度より「簡易公募型に準じた方式」で運用（関東地整独自）

政府調達協定

100

4,000

5,000

8,100

業務規模
（万円）

簡 易
公募型

簡 易
公募型

簡 易
公募型

公募型 公募型 公募型

■特命随契
特殊な技術、設備等

が不可欠な業務で、
真にやむを得ない場

合に適用

■緊急随契

災害等の緊急を要す
る場合に限定で適用

特殊な技術、設備等
が不可欠な業務で、

それらの条件を明示
し、他の参加者の有

無を確認する必要が

ある業務

： 官報告示

対 象 対象外 対 象 対象外対 象 対象外 対 象 対象外

一 般 競 争 指 名 競 争 随 意 契 約

総 合 評 価

価 格 競 争

総 合 評 価

価 格 競 争

特命随意契約参加者の有無を
確認する公募手

続を行う契約方式
プロポーザル

緊急随意契約

簡易公募型
に準じた方式

簡易公募型
に準じた方式

簡易公募型
に準じた方式

簡易公募型
に準じた方式

※１
※２

発注者支援、
営繕業務（一部）

調査・設計業務 特殊な技術、緊急等を要する業務

発注者支援は
WTO対象外

※災害関連の本復
旧に関する業務に

通常指名競争を積
極的に活用
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１－５ 適切な業種区分の設定の考え方 

発注にあたっては、業務内容を勘案し、以下の５業種（競争参加資格の業種区分）

から適切な業種を選定し、資格要件として設定するものとする。 

○土木関係建設コンサルタント 

○測量 

○地質調査 

○建築関係建設コンサルタント 

○補償関係コンサルタント 

なお、設定に当たっては、以下に留意するものとする。 

○一つの業務において、異なる業種が混在しないよう、原則、業種区分毎に分

離して発注するものとする。 

○業務の性質上、分離が困難な場合は、異なる業種の有資格業者を構成員と

する設計共同体（異業種ＪＶ）の参加を認める等の資格要件の拡大を図るも

のとする。 

○また、業種区分による資格要件は、一業務一業種となることから、主たる業務

内容が業務区分となるよう、適切に設定するものとする。 

 

１－６ 設計共同体に関する競争参加要件等 

プロポーザル方式又は総合評価落札方式により調達手続きを行う場合は、業務

内容等を勘案し、単体企業に加え、設計共同体の参加を認めるものとする。ただし、

設計共同体の参加により、業務が必要以上に細分化され非効率となる場合等につ

いては、この限りではない。  

また、設計共同体の参加を認める業務については、業務規模等の基準を設けな

いものとする。 

（構成員の組合せ） 

設計共同体の構成員の組合せは、当該発注に係る業務内容に対応する業種区

分の有資格業者の組合せとするものとする。なお、異なる業種が混在する業務の場

合は、前述の「１－５ 適切な業種区分の設定の考え方」に準じるものとする。 

（構成員が指名停止措置を受けた場合） 

参加表明書及び技術提案書の提出期限から開札までの期間に、指名停止措置

を受けた構成員が参加する設計共同体については、同様に指名停止措置が講じら

れることになる。その場合の取扱いについては下記のとおりとする。 

①   被指名停止会社以外の構成員については、公示文等に定める期限にか
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かわらず、被指名停止会社に代わる構成員を補充した上で、新たに設計

共同企業体を結成し、認定の申請を行うことができるものとする。 

②  ①にかかわらず、残余の構成員が２社の場合、当該２社にて新たに設

計共同体を結成することにより、認定及び確認の申請を行うことができ

る。 

③   ①及び②にかかわらず、残余の構成員は、被指名停止会社に代わる構成員

を補充せず、単独で確認の申請を行うことができる。 

④  ①から③までの申請が、一部の構成員の指名停止以外の理由による認定も

しくは確認であった場合、却下するものとする。 

⑤  ①から③を適用する場合は、入札説明書に記載している「入札参加者を指名

するための基準」における評価が、同等以上のものとする。 

⑥  ①及び②の認定及び確認の申請があることを持って公示文等に定める技術

提案書の提出期限、入札及び開札の日時の変更は行わない。 

 

 １－７ 同種・類似業務の基本的な考え方 

同種・類似業務については、発注する業務において、求める成果の品質確保に必

要とされる技術力に応じて設定するものとする。 

○同種業務 ： 業務を実施するための諸条件や業務実施内容等が、発注する業  

務と概ね同様な業務。 

○類似業務 ： 発注する業務に求める成果を概ね得られることが類推される業務。 

同種・類似業務の設定にあたっては、十分な競争性が確保できるよう留意しつつ、

構造､規模､工法等の条件を付すことができるものとする。 

条件の妥当性については、参加可能者数の確認を行い判断するものとする。  

同種・類似業務の評価は、発注機関が国、都道府県、政令市、市町村、高速道路

会社等の業務実績を基に実施するものとする。 

ただし、建築関係建設コンサルタント業務においては、この限りではない。 

技術者の「同種業務」又は「類似業務」の実績は、海外インフラプロジェクト技術者

認定・表彰制度により認定された実績についても評価する。 

（企業の「同種業務」又は「類似業務」の実績は、参加者が海外インフラプロジェクト

技術者認定・表彰制度により認定された実績での評価を申請する場合は、国内の業

務の実績と同様に評価できることとする。） 
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１－８ 評価（特定）テーマの設定の考え方 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式（標準型）における評価テーマについて

は業務全体の目的を達成するために相応しい技術提案がなされるよう設定し、品質

の確保に努めなければならない。 

プロポーザル方式では、技術提案に基づき業務の仕様を作成することから、検討手

法や実施方法等について、そのプロセスを具体的に求め、仕様が確定できるテーマを

設定する。 

総合評価落札方式（標準型）では、業務の仕様の範囲内において、技術的な工

夫、留意点等を求めることを念頭においたテーマを設定する。 

 

１－９ 参考見積の取り扱い 

総合評価落札方式及び価格競争方式において、参考見積を徴収する場合は、入

札公示又は入札説明書において、その旨を明記するとともに、当該見積に関する部

分の歩掛を「入札説明書等ダウンロードシステム」等によって、できる限り早期に開示

することにより、参加予定者が入札価格を算定するための期間を十分確保するように

努めるものとする。 

ただし、建築関係建設コンサルタント業務については、平成 21 年国土交通省告示

第 15 号において「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求できる報酬の基

準」が定められているので、参考見積は、特別な理由がない限り徴収しないこととする。 

 

１－１０ 予定技術者の変更 

参加表明書提出期限以降において、参加表明書に記載した管理（主任）技術者及び

照査技術者は、原則として変更できない。 

ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により予定技術

者の変更を行う場合は、以下によるものとする。 

【選定・指名前】 

変更した配置予定技術者の技術点に基づき再度選定・指名を行う。 

【選定・指名後】 

変更した配置予定技術者の技術点が変更前の配置予定技術者の技術点を下回った

場合、提出された技術提案書を無効とする。また、変更した配置予定技術者の技術点

が変更前の配置予定技術者の技術点を上回っていても、総合評価時の審査については

変更前の配置予定技術者の技術点に基づき行う。 
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１－１１ 簡易参加表明書の提出 

参加表明者（企業）、管理（主任）技術者の経験及び能力を確認する資料を基に、各

項目において想定される評価ウエイトを記載した資料（簡易参加表明書）を提出すること。

なお、参加表明者（企業）、管理（主任）技術者の経験及び能力を確認する資料と簡易

参加表明書の評価結果が異なる場合、簡易参加表明書の評価点を上限とし、発注者

による審査の結果をもって評価点とする。また、簡易参加表明書が未提出の場合には参

加表明書を無効とする。ただし、拡大型プロポーザル方式の場合は、簡易参加表明書を

評価の際の参考資料として使用するため、未提出及び記載の不備があっても無効となる

など不利益が生じることはない。 
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２ 入札契約手続きの実施手順 

 

２－１ 【随意契約】プロポーザル方式の実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 【随意契約】プロポーザル方式の実施手順 

参加表明数 選定数 

10 者以上 5～7 者 

10 者未満 3～5 者 

3 者以下 全て 

10 日 
以内 

7 日 

10 日 
以内 

※1 ※2 7 日 

10 日 10 日 

10 日 
程度  

10 日 
程度 

15 日 
以上 

40 日 
以上 

20 日 
以内 

20 日 
以内 

※1 

総合評価審査小委員会・分科会 
（評価方法の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（参加資格要件の審査） 

入札・契約手続運営委員会 
（参加資格要件の決定） 

手続き開始の公示 
（説明書の交付開始） 

参加表明書の提出期限 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書提出者の選定） 

ヒアリングの実施 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書の評価） 

入札・契約手続運営委員会 
（技術提案書の評価決定） 

総合評価審査小委員会・分科会 
（技術提案書の評価の審議） 

技術提案書の特定・通知 

見 積 依 頼 

見 積 合 わ せ 

契 約 の 締 結 

競争参加資格に関する公示 
（設計共同体公示） 

設計共同体資格認定申請期限 

設計共同体認定 

設計共同体認定の通知 

公 

募 

型 

簡
易
公
募 
型 

※1 簡易公募型の場合は 5 日 

 

※2 行政機関の休日に関する法律（昭和 61 年方第 91 号） 

  第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

技術提案書の提出期限 

※2 

選定通知・技術提案書要請書の送付 

非選定者へ理由を通知 

非選定理由の説明要求 

説明要求に係る回答 

《技術提案書提出者の選定数》 

非特定理由の説明要求 

理由の説明要求に係る回答 
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２－２ 【随意契約】拡大型プロポーザル方式《試行》の実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 【随意契約】拡大型プロポーザル方式《試行》の実施手順 

 

 

5 日 
以内 

5 日 

5 日 
程度 

15 日 
程度 

総合評価審査小委員会・分科会 
（評価方法の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（参加資格要件の審査） 

入札・契約手続運営委員会 
（参加資格要件の決定） 

手続き開始の公示 
（説明書の交付開始） 

参加表明書・技術提案書の提出期限

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書提出者の選定） 

説明要求に係る回答 

ヒアリングの実施 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書の評価） 

入札・契約手続運営委員会 
（技術提案書の評価決定） 

総合評価審査小委員会・分科会 
（技術提案書の評価の審議） 

技術提案書の特定・通知 

見 積 依 頼 

見 積 合 わ せ 

契 約 の 締 結 

競争参加資格に関する公示 
（設計共同体公示） 

設計共同体資格認定申請期限 

設計共同体認定 

設計共同体認定の通知 選定通知・ヒアリング通知 

20 日 
程度 

15 日 

非選定理由の説明要求 

非選定者へ理由を通知 

参加要件を満たしていれば選定 

（絞り込みは行わない） 

非特定理由の説明要求 

理由の説明要求に係る回答 

7 日 

10 日 
以内 

※1 

※1 行政機関の休日に関する法律（昭和 61 年方第 91 号） 

  第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

※1 

■対象業務 

 ・「簡易公募型に準じた方式」の発注 

・新たな視点で技術提案を求める業務 

 ・特殊な業務 

 ・技術的難易度が非常に高度な業務 



２ 入札契約手続きの実施手順 

2-3 

 

２－３ 【指名競争】総合評価落札方式（標準型・簡易型）の実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 【指名競争】総合評価落札方式（標準型・簡易型）の実施手順 

参加表明数 指名数 

10 者以上 10 者程度 

10 者未満 全て 

5 日 ※4 

2 日以内 ※4 

10 日 

※ 

総合評価審査小委員会・分科会 
（評価方法の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（参加資格要件の審査） 

入札・契約手続運営委員会※1 
（参加資格要件の決定） 

手続き開始の公示 
（説明書の交付開始） 

参加表明書の提出期限 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書提出者の選定） 

指 名 通 知 

5 日※4 

5 日 
以内 

技術提案書の提出期限 

ヒアリングの実施※2 

総合評価審査小委員会・分科会 
（技術提案書の評価の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書の評価） 

入札・契約手続運営委員会※1 
（技術提案書の評価決定） 

開    札 

履行確実性評価資料提出要請 

履行確実性評価資料提出期限 

ヒアリングの実施 

競争参加資格に関する公示 
（設計共同体公示） 

設計共同体資格認定申請期限 

設計共同体認定 

10 日 

10 日 
程度  

10 日 
程度 

設計共同体認定の通知 

40 日 
以上 

15 日 
以上 

20 日 
以内 

20 日 
以内 

公 

募 

型 

簡
易
公
募 
型 

※1 予定価格が 1,000 万円を超える場合に開催。 

※2 簡易型、標準型（技術者評価を重視した選定）の場

合は、実施しない。 

※3 入札開始日の前日までに通知する。技術提案書が無

効となる参加者が無い場合は省略。 

※4 行政機関の休日に関する法律（昭和 61 年方第 91

号）第 1条に規定する行政機関の休日を含まない。 

※5 落札予定者が変わらない場合は省略可。 

非選定者へ理由を通知 

《技術提案書提出者の指名数》 

非指名理由の説明要求 

説明要求に係る回答 

入札・契約手続運営委員会※1 
（技術提案書提出者の決定） 

技術提案書の無効通知※3 

入    札 

3 日 ※4 

履行確実性評価により 

技術評価点が変わる場合に開催※5 

総合評価審査小委員会・分科会 
（履行確実性の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（履行確実性の評価） 

入札・契約手続運営委員会 
（履行確実性度の決定） 

落 札 者 決 定 通 知 

契 約 の 締 結 

2 日以内※3,4 

翌日 

7 日以内 

※4 

※4 
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２－４ 【指名競争】総合評価落札方式（実施能力評価（拡大）型）《試行》の実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 【指名競争】総合評価落札方式（実施能力評価（拡大）型）の実施手順 

参加表明数 指名数 

10 者以上 10 者程度 

10 者未満 全て 

※ 

5 日 
以内 

5 日※2 

建設コンサルタント選定委員会 
（参加資格要件の審査） 

入札・契約手続運営委員会※1 
（参加資格要件の決定） 

手続き開始の公示 
（説明書の交付開始） 

参加表明書・技術提案書の提出期限 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術提案書の評価） 

指 名 通 知 

総合評価審査小委員会・分科会 
（技術提案書の評価の審議） 

入    札 

開    札 

履行確実性評価資料提出要請 

履行確実性評価資料提出期限 

入札・契約手続運営委員会 
（履行確実性度の決定） 

落 札 者 決 定 通 知 

競争参加資格に関する公示 
（設計共同体公示） 

設計共同体資格認定申請期限 

設計共同体認定 

設計共同体認定の通知 

10 日以上 

※2 

10 日程度 

※2  

10 日以上 

2 日以内 

3 日 

5 日 

※1 予定価格が 1,000 万円を超える場合に開催。 

※2 行政機関の休日に関する法律（昭和 61 年方第 91 号） 

   第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

※3 落札予定者が変わらない場合は省略可。 

※2 

※2 

※2 

《入札者の指名数》 

非選定者へ理由を通知 

非指名理由の説明要求 

説明要求に係る回答 

入札・契約手続運営委員会※1 
（技術提案書の評価決定） 

総合評価審査小委員会・分科会 
（評価方法の審議） 

ヒアリングの実施 

総合評価審査小委員会・分科会 
（履行確実性の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（履行確実性の評価） 

契 約 の 締 結 

履行確実性評価により 

技術評価点が変わる場合に開催※3 
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２－５ 【一般競争】総合評価落札方式（標準型・簡易型）の実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 【一般競争】総合評価落札方式の実施手順 

6 日 

総合評価審査小委員会・分科会 
（評価方法の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（競争参加資格要件の審査） 

入札・契約手続運営委員会※4 
（競争参加資格要件の決定） 

手続き開始の公示 
（説明書の交付開始） 

ヒアリングの実施 

建設コンサルタント選定委員会 
（技術資料の評価） 

入札・契約手続運営委員会※4 
（技術資料の評価決定） 

総合評価審査小委員会・分科会 
（技術資料の評価の審議） 

入    札 

履行確実性評価資料提出要請 

履行確実性評価資料提出期限 

ヒアリングの実施 

総合評価審査小委員会・分科会 
（履行確実性の審議） 

建設コンサルタント選定委員会 
（履行確実性の評価） 

入札・契約手続運営委員会 
（履行確実性度の決定） 

落 札 者 決 定 通 知 

競争参加資格に関する公示 
（設計共同体公示） 

設計共同体資格認定申請期限 

設計共同体認定 

10～30 日 

20 日以内 

2 日以内 

3 日 

5 日 

※1 行政機関の休日に関する法律（昭和 61 年方第 91 号） 

  第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

※2 欠格理由の説明要求がなかった場合の日数であり、 

説明要求等があった場合には、必要日数を確保して 

延長するものとする。 

※3 落札予定者が変わらない場合は省略可 

 

※4 予定価格が 1,000 万円を超える場合に開催。 

※1 

※1 

※1 

設計共同体認定の通知 

※1 ※2  

申請書・技術資料の提出期限 

開    札 

契 約 の 締 結 

競争参加資格確認結果の通知 

■対象業務（WTO 対象外） 

 ・発注者支援業務等（標準型 1:2） 

 ・その他 

   行政事務補助  （簡易型 1:1） 

   施工体制調査等（標準型 1:2） 

簡易型（1:1）の場合、 

原則実施しない 

※1 

5 日 
以内 

5 日 
欠格理由の説明要求 

説明要求に係る回答 

履行確実性評価により 

技術評価点が変わる場合に開催※3 
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２－６ 【一般競争・指名競争】価格競争入札方式の実施手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 【一般競争・指名競争】価格競争方式の実施手順 

10 日 

7 日 

 

10 日 

※ 

7 日 

10 日 
以内 

建設コンサルタント選定委員会 
（参加資格要件の審査） 

入札・契約手続運営委員会※4 
（参加資格要件の決定） 

手続き開始の公示 
（説明書の交付開始） 

参加表明書の提出期限 

建設コンサルタント選定委員会 
（参加表明書の審査） 

入    札 

落 札 者 決 定 通 知 

契 約 の 締 結 

競争参加資格に関する公示 
（設計共同体公示） 

設計共同体資格認定申請期限 

設計共同体認定 

設計共同体認定の通知 

10 日 
程度  

10～ 

20 日 

40 日 
以上 

公 

募 

型 

簡
易
公
募 
型 

非指名者へ理由を通知 

入札・契約手続運営委員会※4 
（参加者の決定） 

入札参加資格の申請

（公募型の場合のみ） 

参加表明書の提出期限 

入 札 公 示 

参加表明書の審査 

指 名 通 知 

非指名理由の説明要求 

説明要求に係る回答 

競争参加資格確認結果の通知 
指 名 通 知 

※1 

※2  

※1 

※2  

※1 

※1 簡易公募型の場合は 5 日。 

※2 行政機関の休日に関する法律（昭和 61 年方第 91 号） 

  第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。 

※3 簡易公募型に準じた方式の場合は 5 日程度まで短縮可能。 

※4 予定価格が 1,000 万円を超える場合に開催。 

11～ 

40 日 ※2 

※3 
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３－１ 審査・評価に関する基本的な考え方 

（１）配点の基本的考え方 

○参加表明者（以下「企業」という。）や予定技術者の「資格・実績」よりも「成績・表

彰」を重視し、配点割合を高く設定する。 

○また、予定技術者については、「資格・実績」「成績・表彰」よりも「技術提案（実施

方針、特定・評価テーマ）」を重視し、配点割合を高く設定する。 

（２）技術提案書提出者の選定、入札参加者を指名する段階における配点 

○企業及び予定技術者の「資格・実績」「成績・表彰」に関する評価ウェイトは、以下

の通りとする。  

○評価点は 100 点満点とし各評価項目の配点は評価ウェイトに応じた点数とする。 

評価項目 
企  業 予定技術者 

資格・実績 成績・表彰 資格・実績 成績・表彰 

評価の 

ウェイト 

50％ 50％ 

15％ 

（15） 

35％ 

（35） 

15％ 

（15） 

35％ 

（35） 

（   ）：配点 

 

  （試行①：地域要件の設定） 

○災害対応を含む、地域における社会資本を支える担い手確保・育成等の観点か

ら、一定地域内における企業の「本店、支店又は営業所」の有無を参加要件とす

る「地域要件の設定」を試行的に実施する。 

○地域要件は、業務特性・内容等を勘案するとともに、競争性（競争参加可能者数）

が充分確保されるよう設定しなければならない。 

○一定地域内に「本店」を有することを参加要件とする、いわゆる「本店しばり」は、

充分な競争性の確保、業務特性・内容、業務規模等を勘案のうえ、適用可能と

するが、測量業務については、総合評価落札方式（簡易型）で発注する、現地作

業を含む業務には原則として適用する。 
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○プロポーザル方式で発注する業務については、原則、地域要件を設定しない。 

○各地方整備局に共通する業務を、代表する地方整備局が発注する場合は、発

注方式に関わらず、地域要件は設定しない。 

 

  （試行②：若手技術者の活用） 

○業務成果における品質確保の担い手育成、確保のため、総合評価落札方式（簡

易型）で発注する業務において、若手技術者を管理（主任）技術者として配置す

る場合に評価する試行を実施する。 

○若手技術者は、公示日現在の年齢が 40 歳以下の設定を標準とし、業務規模、

技術的難易度が比較的低い業務については、対象年齢を 35 歳以下でも可とす

る。 

     ※当該試行は、下記「（４）技術提案書の特定、技術点算出段階における配点」 

においても適用される 

 

（試行③：災害協定および災害協定等に基づく活動実績の評価） 

○迅速な災害対応体制の確保（災害時の地域担い手確保・育成）のため、総合評

価落札方式（標準型・簡易型）で発注する業務で災害協定および災害協定等に

基づく活動実績を評価（選択項目）する試行を実施する。 

○関東地方整備局管内の事務所等との災害協定締結の有無および過去 5 年間の

指定エリア内における、「災害活動を証明する資料」の交付を受けた災害活動実

績を「入札参加者を指名するための基準」の「地域制」-「地域貢献度」において

評価する。 
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○評価対象機関 

 災害協定：関東地方整備局の事務所等、国の機関、地方公共団体、特殊法人

等 

  ※企業単体との協定を対象とし、協会等の団体との災害協定は含まない。 

 災害活動実績：関東地方整備局（本局及び事務所等）、国の機関、地方公共団

体、特殊法人等 

○災害協定を証明する資料 

 関東地方整備局の場合：災害協定書の写し、年度更新における通知文及び依頼

文の写し（関東地方整備局の事務所等が発効したもの） 

 国の機関、地方公共団体、特殊法人等の場合：災害協定書の写し、年度更新に

おける通知文及び依頼文の写し（国（関東地方整備局以外）の機関、地方公共団

体、特殊法人等が発効したもの） 

○災害活動を証明する資料 

 関東地方整備局の実績の場合：災害活動証明書（関東地方整備局の本局、事

務所等が発効したもの） 

 国の機関、地方公共団体、特殊法人等の場合：災害活動実績時の災害協定の

写し及び当該災害協定に基づき実施されたことが確認できる契約書等の写しを必

ず添付する。 

注意）個別業務の依頼文のみの添付では、当該業務内容が災害協定等にもとづく

ものであるのか明確に判断出来ない場合があることから、協定書及び契約書又

は災害活動実績に係る証明書の写し（協定名、災害名、活動実施場所、完了

日が証明できるもの）を必ず添付する。 

災害関連の表彰及び感謝状の類は除くものとする。 

評価項目 
評価ウェイト 

地理的条件なし 地理的条件あり 

資格要件 １．５％（３） １．５％（３） 

業務経験 ３％（６） ３％（６） 

地理的条件 ― １．５％（３） 

地域貢献度 ３％（６） １．５％（３） 

※（   ）：配点 

※土木関係建設コンサルタント業務、又は地質調査業務において地域貢献度を評価する場

合の評価ウェイト 

（３）発注方式別の選定・指名業者数 

○プロポーザル方式、総合評価落札方式及び価格競争入札方式における選定・指

名者数については、下記のとおりとする。 
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参加表明者数 プロポーザル 総合評価 価格競争 

10 者未満 3～5 者程度 全て 

10 者以上 5～7 者程度 10 者程度 

※プロポーザル方式において選定基準を満たす者が３者以下の場合は全て選定 

※プロポーザル方式において選定基準を満たす者が１０者未満の場合は、以下の選定の考え

方を基本とする。（競争性の確保の観点から最大数を選定するが、例示と違う場合、本局に相談） 

（例）10 者未満の選定者数 

 適格者数６～９者で同点がいない場合 → 選定者数は５者 

 適格者数５者で同点がいない場合    → 選定者数は５者 

 適格者数４者で同点がいない場合    → 選定者数は４者 

※選定・指名の対象となる最下位順位で同点の者が複数存在する場合は、上記の業者数を超

えて選定・指名することを基本とする。 

 

（４）技術提案書の特定、技術点算出段階における配点 

■プロポーザル方式 

○予定技術者の「資格・実績」「成績・表彰」及び技術提案の「実施方針」「特定 テ

ーマ」に対する評価のウェイトは、以下の通りとする。 

○なお、評価点は 200 点満点とし、各評価項目の配点は、評価ウェイトに応じた点

数とする。 

評価項目 
予定技術者 技術提案 

資格・実績 成績・表彰 実施方針 特定テーマ 

評価の 

ウェイト 

25％ 75％ 

10％（20） 15％（30） 25％（50） 50％（100） 

※（   ）：配点 

■【指名競争】総合評価落札方式 

○予定技術者の評価の「資格・実績等」「成績・表彰」及び技術提案の「実施方針」

「評価テーマ」に対する評価のウェイトは、以下の通りとする。 

〇実施能力評価型については企業の「資格・実績」、「成績・表彰」を加えて評価する。 

評価項目 

企業 予定技術者 技術提案 

資格 

実績 

成績 

表彰 

資格 

実績 

成績 

表彰 

実施 

方針 

評価 

テーマ 

評

価

の 

ウ

ェ

標準型 

（1：3） 

－ 25％ 75％ 

0％ 0％ 10％ 

（20） 

15％ 

（30） 

25％ 

（50） 

50％ 

（100） 

【試行】 

技術者 

－ 50％ 50％ 

0％ 0％ 10％ 40％ 50％ － 
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イ

ト 

評価重視 （20） （80） （100） 

簡易型 

（1：1） 

－ 50％ 50％ 

0％ 0％ 20％ 

（20） 

30％ 

（30） 

50％ 

（50） 
－ 

【試行】 

実施能力 

評価型 

25％ 25％ 50％ 

7.5％ 

（15） 

17.5％ 

（35） 
7.5％ 

（15） 

17.5％ 

（35） 

50％ 

（100） 
 

○なお、評価点は標準型、簡易型：実施能力評価型が 200 満点、簡易型、簡易

型：実施能力評価拡大型が 100 点満点、各評価項目の配点は、評価ウェイトに

応じた点数とする。 
※（  ） ： 配点 
※標準型（1：2）で発注する発注者支援業務等における配点は、４－１審査・評価に関する基本的な

考え方（２）Ｐ4-1 に掲載 

○技術評価における評価項目及び配点ウェイトを表３－１～７に示す。 

  ※（５）～（１１）を考慮 

（試行①：拡大型プロポーザル方式の実績要件緩和） 

○拡大型プロポーザル方式において、先進的な内容などの実績が少ない業務にお

いて、同種・類似業務実績を求めることで参加者を過度に制限し、より高い技術

力を有する企業を排除する可能性がある場合などに適用。 

○従来の同種・類似業務実績に変わり、特定テーマの実現性確認の参考となる事

例（技術的経験）を求める。 

○技術的経験は、役務契約や自治体実績、又は研究による実績でも可。 

○業務実績が無い場合でも、技術的経験が評価されれば業務成績の評価区分を

３－１－（８）の③として評価する。 

 評 価 区 分 評価の 

ウェイト 土木コンサル 測量 地質調査 

③ 
78 点以上 

79 点未満 

78 点以上 

79 点未満 

78 点以上 

79 点未満 
60% 

○技術的経験とは、以下の通りとする。 

・企業の技術的経験 

技術提案書の提出者が、特定テーマに関する技術提案内容の実現に必要

な技術を、国・特殊法人・地方公共団体等（①）発注の業務・役務で活用した

実績、②の研究機関との研究において活用した実績。 

・配置予定技術者（管理技術者）の技術的経験 

配置予定技術者が、特定テーマに関する技術提案内容の実現に必要な技

術を、国・特殊法人・地方公共団体等（①）発注の業務・役務で活用した実

績、②の研究機関との研究において活用した実績、②の研究機関で研究を行

った実績。 
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（試行②：技術者評価重視型） 

○標準型（１：３）において、予定技術者の評価（資格・実績、成績・表彰）を重視し、

評価テーマを設定せずに実施方針のみで評価を行う（ヒアリングも実施しない）試

行を実施するものとする。 

○ただし、評価テーマを設定し、ヒアリングを行った方が成果の品質が向上すると考

えられる業務については、通常の標準型を適用するものとする。 

※通常の標準型の適用例 

・設計業務 ： 特殊な現場条件の場合（軟弱地盤、地すべり、急傾斜地 等） 

                 シビアな工程管理が要求される場合（協議・調整が輻輳 等） 

・解析業務 ： 現況再現等の精度確保に経験、技術を要する場合 

 

（試行③：実施能力評価型） 

○簡易型（１：１）において、企業及び予定技術者の評価（資格・実績、成績・表彰）

を重視し、評価テーマを設定せずに実施方針（実施計画書）を求め、評価を行う

試行を実施するものとする。 

〇ヒアリングは実施しない。 

〇実施計画書で求める内容は 2 項目とし、各業務の特性に応じて設定する。 

〇実施計画書は可・不可の評価とし、可の場合は満点の評価を与えるが、「仕様と

一部合わない」や「仕様を超える内容」の場合には可としても、加点を行わない場

合がある。不可となった場合は実施計画書を「無効」とし、指名の対象としない。 

〇不可の評価基準は以下のとおりとする。 

 ・件名が異なる。 

 ・必要項目のいずれかもしくは両方の記載が無い。 

 ・Ａ４判１枚を超える記載である。 

 ・記載内容が仕様と異なる（他の業務と見受けられる）。 

 ・明らかな法令違反となる記載である。 

 ・未提出である。 

 

（試行④：実施能力評価拡大型） 

    ○総合評価落札方式（簡易型１：１）で発注する業務のうち、発注方式選定表青部

記載の業務の種類において、本試行を選択することができる。 

〇ヒアリングは実施しない。 

○評価基準は、現行の総合評価（簡易型）（実施能力評価）を基に、評価項目  

① 国・特殊法人・地方公共団体等 

   国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）、 

   又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注５) 

② 研究機関 

   一 大学、高等専門学校等の研究機関 

   二 国又は地方公共団体における研究機関 

   三 研究を目的に持つ独立行政法人、高速道路株式会社、日本下水道事業団 

   四 研究を目的に持つ特例社団・財団法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人 

   五 民間研究機関（研究業務を行っている機関） 
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「成績・表彰」を省略する。 

    ○業務経験、地域性－地理的条件の評価項目を優位に評価する。 

○参加表明書と技術提案書を同時に提出する方式とし、入札手続き期間の短縮と

資料作成の省力化を図る。 

 

（試行⑤：国土交通省登録資格との組合せ評価） 

    ○令和５年度に契約する総合評価落札方式で発注する橋梁点検（診断）業務のう

ち、担当技術者の資格要件に組合せ評価（例：技術士と国土交通省登録資格

（ＲＣＣＭ、土木学会認定技術者以外）の組合せ）を試行することができる。 

 

（５）技術者資格の設定 

○予定技術者の評価にあたっては、発注する業務内容に応じて、必要な技術者資

格を設定する 

○土木コンサルタント・地質調査業務における技術者資格の評価順位は、下記のと

おりとする。（測量業務における技術者資格は、「測量士」に限定） 

 土木コンサル・地質調査 備  考 

① 技術士 業務内容に応じ、技術部門を選定 

博士 研究業務等の高度な技術検討や学術

的知見を要する業務の場合に設定 

② 国土交通省登録技術者資格 業務内容に応じ、施設分野、業務区分

が該当する場合に設定 

③ 国土交通省登録技術者資格に

登録されていないＲＣＣＭ、土木

学会認定土木技術者資格 

  

○公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程

（平成 26 年国土交通省告示 1107 号）に基づく民間資格の登録制度「国土交

通省登録技術者資格」が創設されたことを踏まえ、当該規程第 5 条第 2 項に規

定する「技術者資格登録簿」における「資格が対象とする区分」の「施設分野等」、

「業務」及び「知識・技術を求める者」の区分に応じて、技術者資格の対象資格と

するものとする。 

（外国資格に基づく有資格者認定の申請があった場合） 

○「土木に関する外国の建設コンサルタント等において資格を有する者の建設大臣

認定について」（平成 6 年 12 月 27 日付建設省経振発第 100 号）に定めるとこ

ろにより、あらかじめ技術士又はＲＣＣＭに相当する旧建設大臣又は国土交通大

臣による認定を受けている必要がある。 

○なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合も参加表明

書の提出は可能であるが、この場合、当該認定の申請書の写しを参加表明書に

添付し提出するものとし、選定通知の日までに認定を受け、認定書の写しを提出

しなければならない。 
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（６）継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等が有り、各団体が推

奨する単位を満たしている場合に評価する。 

（下記団体以外は評価しない） 

土木コンサルタント業務 建設系ＣＰＤ協議会の構成団体 

地質調査業務 建設系ＣＰＤ協議会の構成団体 

測量業務 建設系ＣＰＤ協議会の構成団体、測量系ＣＰＤ協議会 

 測量業務の場合は、測量系 CPD 協議会が発行する「測量 CPD 学習履歴証明

書」についても評価の対象とする。 

 

○ＣＰＤ単位取得の証明は、公示日から過去１年以内または、公示日以降に発行

されたものとし、公示日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれているもの

とする。なお、「公示日から過去１年以内」は公示日の１年前の日を含まず、公示

日を含む。 

○評価は年単位で評価することとし、証明期間に端数がある場合は、切り上げるも

のとする。 

例） 推奨単位 ： 50 単位／年 

証明期間 ： １年 3 ヶ月 ⇒ 「2 年」に切り上げ 

登録単位 ： 80 単位／２年 ＝ ４0 単位／年 

        上記の場合、推奨単位に満たないため、評価しない。 

 ※証明期間とは、証明書に記載されている「取得期間」「証明期間」であり、受講し

た日付により算出するものではない。 
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（７）同種・類似業務、地域貢献度、及び業務成績・優良表彰の評価対象期間 

○企業における地域貢献度、企業及び予定技術者における同種・類似業務、業務

成績・優良表彰の評価対象期間は、下記のとおりとする。 

■地域貢献度（災害協定の評価）の評価対象期間 

区 分 評価対象期間 備  考 

企  業 

参加表明書の提出期限

において災害協定の有効

期間内であること 

災害協定を証明する資料

の有効期間を確認 

■地域貢献度（災害活動実績の評価）の評価対象期間 

区 分 評価対象期間 備  考 

企  業 
５箇年度＋参加表明書の

提出まで 

災害活動を証明する資料

の発行日で評価 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

          

 

 

■同種・類似業務の評価対象期間 

区 分 評価対象期間 備  考 

企  業 
１０箇年度＋公示日まで 

１件以上の実績を有して 

いなければならない 予定技術者 

 

H26 ～ R5 R6 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

■業務成績・優良表彰の評価対象期間 

区 分 評価対象期間 備  考 

企  業 ２箇年度 公示日により評価対象年度

が変わるため注意 予定技術者 ４箇年度 

    

評価対象期間 ◎公示日 

評価対象期間 ◎公示日 

◎参加表明書提出 
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 （公示日が 4～７月の場合） 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 

     

 

   

 

  

    （公示日が 8 月以降の場合） 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

 

 

     

 

   

 

   

 

 

 

 

 

（ワークライフバランスを考慮した評価対象期間の延長） 

○予定技術者が、評価対象期間内において、出産前・後、育児等の長期休業を取 

得している場合、その期間を遡り、評価対象期間を延長する。 

○対象とする休業は、「労働基準法」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護 

を行う労働者の福祉に関する法律」で規定する以下の休業とする。 

対象とする休業 ： 「産前・産後休業」、「育児休業」、「介護休業」 

   ○休業の取得期間は、評価対象期間において取得した累積日数とし、年単位で切 

り上げて評価対象期間を遡り延長するものとする。 

    例）評価対象期間内に 2 回にわたって 400 日取得した場合 

    ■業務成績・優良表彰（公示日が 8 月以降の場合） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休業取得期間 ２６１日 200 日 200 日 

◎公示日 
評価対象期間 

◎公示日 対象外 

評価対象期間 

400 日 

２箇年延長 

： 企  業 

： 予定技術者 

凡 例 

◎公示日 評価対象期間 

61 日 
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（８）業務成績の評価区分 

   〇業種区分による業務成績の評価区分については、下記のとおりとする。 

 評 価 区 分 評価の 

ウェイト 
土木コンサル 測量 地質調査 

① 80 点以上 80 点以上 80 点以上 100％ 

② 79 点以上 80 点未満 79 点以上 80 点未満 79 点以上 80 点未満 80% 

③ 78 点以上 79 点未満 78 点以上 79 点未満 78 点以上 79 点未満 60% 

④ 77 点以上 78 点未満 77 点以上 78 点未満 77 点以上 78 点未満 40% 

⑤ 76 点以上 77 点未満 76 点以上 77 点未満 76 点以上 77 点未満 20% 

⑥ 60 点以上 76 点未満 60 点以上 76 点未満 60 点以上 76 点未満 0% 

⑦ 60 点未満 60 点未満 60 点未満 欠格 

 

（９）業務成績の評価 

    企業及び予定技術者の業務成績の評価については、下記のとおりとする。 

○企業の場合、発注業務と同様の業種区分における国交省等発注業務（テクリス

登録済）での業務評定点（100 万円を超える業務。）の平均を用いて評価を行

う。なお、業務評定点の平均とは、小数点第一位（小数点第二位を切り捨て）ま

でとする。 

【対象機関：「国交省等」について】 

各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、国土技術政策総合研究所、内

閣府沖縄総合事務局開発建設部（いずれも農業、漁港、港湾空港関係を除く）

とする。 

〇予定技術者の場合、土木コンサル、測量、地質調査の３業種区分における国交

省等発注業務（テクリス登録済）での技術者評定点（100 万円を超える業務。）

の平均を用いて評価を行う。なお、技術者評定点の平均とは、小数点第一位

（小数点第二位を切り捨て）までとする。 

○評価期間については、３－１－（７）による。 

○評価区分については、３－１－（８）による。 

 

（試行：業務成績の自治体実績評価） 

○国交省等発注業務において業務成績評定がない場合は、「地方自治体等」の業

務実績を用いる評価を、試行的に実施する。 
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【対象となる自治体等】 

・関東地整管内の地方自治体（都県、政令市） 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、 

さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市 

・関東地整管内の特殊法人、地方公社※1 及び大規模な工事を行う公益民間企業※2 

※１ ： 地方道路公社法に基づく「道路公社」 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都県が設置した「土地開発公社」 

地方住宅供給公社法に基づき都県が設立した「住宅供給公社」 

※2 ： 鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、 

電気通信会社、特殊法人・地方公社・大規模な工事を行う公益民間企業が 

設置した研究機関 

○当該試行は、【指名競争】総合評価落札方式（簡易型）で発注する業務に限定し

適用する。 

○当該試行を適用する企業は、関東地方整備局管内における同一の地方自治体

等より、当該発注業務で求める同種・類似業務（テクリスでの確認可能なもの）の

実績を２件以上有していなければならない。 

○予定技術者が当該試行を適用する場合、予定技術者は上記企業に所属し、か

つ上記で確認した業務と同一自治体より、当該発注業務で求める同種・類似業

務（テクリスでの確認可能なもの）の実績を 1 件以上有していなければならない。 

〇企業が国交省等発注業務の実績を有している場合には、予定技術者は当該試

行を適用する事はできない。 

○評価対象期間は、企業及び予定技術者とも過去４箇年度（８月更新）とする。 

○業務実績が確認できた場合は、業務成績の評価区分を３－１－（８）の③として

評価するものとする。 

 

 評 価 区 分 評価の 

ウェイト 土木コンサル 測量 地質調査 

③ 
78 点以上 

79 点未満 

78 点以上 

79 点未満 

78 点以上 

79 点未満 
60% 

 

（１０）優良表彰の評価 

■優良業務表彰等の場合 

   企業及び予定技術者の優良表彰の評価については、下記のとおりとする。 

○発注業務と同様の業種区分における発注業務（100 万円を超える業務。ただ

し、空港港湾関係の業務を除く）において、優良表彰等の表彰を受けた経験が

ある場合に評価する。 

○災害関連の表彰及び感謝状の類は除くものとする。 

○プロポーザル方式は「全国実績」で評価し、総合評価方式は「関東地整実績」

で評価するものとする。 
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○評価期間については、３－１－（７）による。 

○なお、優良表彰該当業務の技術者として、テクリスでの確認ができない場合は、

表彰実績として認めない。 

■インフラ分野のＤＸに係る取組の場合 

公共工事等の品質確保や生産性向上等、建設生産プロセスの高度化に関する取

組を表彰された企業の評価については、下記のとおりとする。 

○インフラＤＸ大賞（工事・業務分野における国土交通大臣賞、優秀賞）または関東

インフラＤＸ大賞（局長表彰、事務所長表彰）を受けた経験がある企業を評価す

る。 

○評価期間については、３－１－（７）による。 

○「優良業務表彰」、「インフラＤＸ大賞」、「関東インフラＤＸ大賞」で複数の受賞実

績がある企業は、最も評価が高くなる１つの実績で評価する。 

○「インフラＤＸ大賞」、「関東インフラＤＸ大賞」の受賞実績については、発注する業

務の業種区分に関わらず評価する。 

■海外インフラプロジェクト実績認定・表彰制度の場合 

○海外インフラプロジェクト実績認定・表彰制度における、海外インフラプロジェクト優

秀技術者表彰を受けた技術者を配置予定の管理（主任）技術者とする場合に評

価を行う。 

なお、評価対象業務の業種区分は発注業務と同一の業種区分に限る。 

■企業及び予定技術者の優良表彰の評価順位は、以下のとおりとする。 
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発注

方式 

評価

区分 
企  業 予定技術者 

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式 

① 

国交省等発注業務にお

ける優良業務（局長）表

彰の経験 

国交省等発注業務における優良業

務、優秀技術者（局長）表彰の経験 

海外インフラプロジェクト優秀技術者 

国土交通大臣賞を受けた経験 

② 

 

国交省等発注業務にお

ける優良業務（部長・事

務所長）表彰の経験 

国交省等発注業務における優良業

務、優秀技術者（部長・事務所長）

表彰の経験 

海外インフラプロジェクト優秀技術者 

国土交通大臣奨励賞を受けた経験 

事業促進ＰＰＰ業務を管理技術者又

は主任技術者の立場で従事した経

験がある者。（業務成績の規定あり） 

インフラＤＸ大賞（工事・業

務部門における国土交通大

臣賞、優秀賞） 

ー 
③ 

関東インフラＤＸ大賞 
（局長表彰） 

④ 
関東インフラＤＸ大賞 
（事務所長表彰） 

総
合
評
価
方
式 

① 

関東地方整備局発注業

務における優良業務（局

長）表彰を受けた経験 

関東地方整備局発注業務における

優良業務、優秀技術者（局長）表彰

の経験 

海外インフラプロジェクト優秀技術者 

国土交通大臣賞を受けた経験 

② 

 

関東地方整備局発注業

務における優良業務（部

長・事務所長）表彰の経

験 

 

関東地方整備局発注業務における

優良業務、優秀技術者（部長・事務

所長）表彰の経験 

海外インフラプロジェクト優秀技術者 

国土交通大臣奨励賞を受けた経験 

インフラＤＸ大賞（工事・業

務部門における国土交通大

臣賞、優秀賞） 

ー 
③ 

関東インフラＤＸ大賞 
（局長表彰） 

④ 
関東インフラＤＸ大賞 
（事務所長表彰） 
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（１１）設計共同体に対する審査・評価 

○プロポーザル方式又は【指名競争】総合評価落札方式において設計共同体によ

る競争参加を受けた場合には、技術力を結集して業務を実施することによる利点

を適切に評価できるよう配慮する。 

（ヒアリング） 

○設計共同体へ実施するヒアリングについては、原則、予定管理技術者に行うもの

とする。 

○ただし、業務内容によっては、予定管理技術者に加え、設計共同体の構成員と

なっている他社の予定担当技術者（分担業務の責任者）も、ヒアリングに参加でき

るものとする。 

〇一部の業務においては、説明者の他に 40 歳以下の技術者の同席を 1 名まで認

めることとする。 

（地域貢献度・業務成績・優良表彰の評価） 

○設計共同体における災害活動実績、業務成績、及び優良表彰の評価にあたって

は、原則、全ての構成員の評価点を個別に算出し、その平均点を評価点とする。 

  例）２者からなる設計共同体の場合 

 
評 価 点 

Ａ者 Ｂ者 設計共同体 

地域貢献度

（災害協定・

災害活動 

実績） 

3 点 2 点 2.5 点 

業務成績 18 点 6 点 12 点 

優良表彰 5 点 0 点 2.5 点 
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３－２ 資格要件について 

（１）入札参加者（技術提案書の提出者）に対する資格要件 

○基本的要件 

①単体企業 

１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第９８条において準用する予決

令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

２） 入札（業務）説明書（個別）に記載の業種区分による関東地方整備局（港湾空

港関係を除く）における令和５・６年度○○※に係る一般競争（指名競争）参加資

格の認定を受けていること。 （会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき

更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開

始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指名

競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

３） 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長

から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 

４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

る者でないこと。 

５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（上記２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。   

 

②設計共同体 

１） 単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であっ

て、「競争参加者の資格に関する公示」（令和○年○月○日付け関東地方整備

局長）に示すところにより、関東地方整備局長から○○○○業務に係る設計共

同体として競争参加者の資格の認定を受けている者であること。 

 

※ ： 業種区分に応じ「土木関係建設コンサルタント業務」「測量」「地質調査業務」のいずれ

かを選択する。 
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○測量業務における技術部門登録 

①測量業者登録がある機関 

 

○資本関係又は人的関係 

①技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係※がないこと。 

※ ： 資本関係又は人的関係とは以下のものをいう。 

○資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会

社をいう。ｂ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等を

いう。ｂ）において同じ）の関係にある場合 

ｂ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

○人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但しａ）については、会社等（会社法施行

規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以

下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する

再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

ａ）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のう

ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている

場合 

i. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

1 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社に

おける監査等委員である取締役 

2 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社にお

ける取締役 

3 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

4 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場

合により業務を遂行しないこととされている取締役 

ii. 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

iii. 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社

又は合同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定

款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている

社員を除く。） 

iv. 組合の理事 

v. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ず

る者 
ｂ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社

更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」とい

う。）を現に兼ねている場合 

c）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 
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○その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その

他上記の資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認め

られる場合。 

○業務実績等に関する資格要件 

①「国、特殊法人、地方公共団体等」※１から受注した、平成○年度※２から当該発注

業務の公示日までに完了した「同種または類似業務」について、１件以上の実績※３

を有すること。 

②「本店、支店又は営業所」※４が○○地域※５に所在すること。 

③令和○年度から令和○年度※６の間における国から受注した業務の平均業務評定

点※７が６０点以上であること※８。 

※１ ： 「国、特殊法人、地方公共団体等」とは、国（注１）、特殊法人（注２）、地方公共団体（注３）、 

地方公社（注４）、公益法人（注５）、大規模な土木工事を行う公益民間企業（注６）をいう。 

（注１） ：「国」とは、以下のものをいう。 

・関東地方整備局 

・関東地整を除く国土交通省（国土地理院、国土技術政策総合研究所等を含む） 

・内閣府沖縄総合事務局開発建設部 

（注２） ： 「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施令第

一条に示す以下のものをいう。 

・国際空港(株) ： 新関西、成田 

・高速道路(株) ： 東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神 

・中間貯蔵・環境安全事業(株) 

・沖縄科学技術大学院大学学園 

・日本中央競馬会 

・国立研究開発法人 

宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、 

日本原子力研究開発機構、森林研究・整備機構 

・独立行政法人 

空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、国際協力機構、 

国立科学博物館、国立高等専門学校機構、国立女性教育会館、 

国立青少年教育振興機構、国立美術館、国立文化財機構、 

自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、 

日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、 

日本スポーツ振興センター、水資源機構及び労働者健康安全機構 

（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第２条 

及び第３条に示す独立行政法人を含む） 

・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人 

・地方共同法人日本下水道事業団 

・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等 

（注３） ： 「地方公共団体」とは、・地方自治法第１条の３に規定する以下のものをいう。 

・普通地方公共団体 
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都道府県、市町村 

・特別地方公共団体 

特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団 

（注４） ： 「地方公社」とは、以下のものをいう。 

・地方道路公社法に基づく道路公社 

・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」 

・地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」 

（注５） ： 「公益法人」とは、以下のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立

された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財

団法人。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平

成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をし

ていない法人（特例社団法人又は特例財団法人）。 

（注６） ： 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。 

鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、 

電気通信会社、注１～注４及び上記公益民間企業が設置した研究機関 

※２ ： ３－１（７）同種・類似業務、業務成績・優良表彰の評価対象期間を参照。 

※３ ： 実績として挙げた業務が、テクリス若しくは、書類等により受注実績及び同種又は類似

業務であることが確認できた場合に実績と見なす。ただし、以下の業務は認めない。 

ａ） 再委託による業務 

ｂ） 国土交通省発注業務のうち国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）におけ 

る「役務の提供等」に認定されていることを競争参加資格とした業務 

（ただし、国土交通省大臣官房技術調査課、都市局、水管理・国土保全局又は道

路局発注業務でテクリス登録されている業務若しくは土木関係建設コンサルタント

業務と同等と認められる業務は除く。） 

また、実績として挙げた業務が国発注の場合、業務評定点が 60 点以上（注１）な

ければ実績として認めない（60 点未満の場合は欠格） 

（注１） ： 関東地方整備局発注業務において平成 20 年 6 月 16 日以降公示した業務で低

入札価格調査を経て契約を行った業務については 65 点以上であること。 

また、平成 21 年 2 月 16 日以降公示した予定価格が 100 万円を超えて 1,000

万円以下の業務のうち、その落札価格が予定価格に１０分の７を乗じて得た額又は平

成 25 年 10 月 1 日以降公示した予定価格が 100 万円を超えて 1,000 万円以下の

業務のうち、その落札価格が予定価格に品質確保基準価格を下回る価格で契約を

行った業務については 65 点以上であること。 

ただし、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成 20 年 9 月 26 日付け国官

技第 126 号）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成 23 年 3 月 28 日付

け国官技第 360 号）、及び「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成３０年１月

４日付け国官技第１８７号）に基づく業務成績評定以外の業務は、この限りではない。 

※４ ： 十分な競争性が確保できる場合には、「本店、支店又は営業所」を「本店」のみに設

定できることとする。 

※５ ： 十分な競争性が確保できるよう、施工箇所から○km 圏内、事務所管内区域から

○km 圏内、施工箇所の都県・隣接県など、適切に設定する。 
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※６ ： ３－１（７）同種・類似業務、業務成績・優良表彰の評価対象期間を参照。 

※７ ： 「業務評定点」とは、上記※３（注１）でいう「地方整備局委託業務等成績評定要領」

により付与される業務成績評定のうち、「業務評定点」をいう。 

また、「業務成績評定」とは、「業務評定点」と「技術者評定点」を総称したものをいう。 

※８ ： 当該発注業務と同様の業種区分で、１００万円を超える業務。 

（100 万円を超える業務がない場合は、この限りではない。） 
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（２）予定技術者に対する資格要件 

○予定技術者の資格要件 

①下記のいずれかの資格を有すること。 

（測量） 

○測量士 

（土木関係コンサルタント、地質） 

○技術士※１ 

○博士※２ 

○国土交通省登録技術者資格 

○国土交通省登録技術者資格に登録がないＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者

資格 

②下記のいずれかの実績を有すること。 

○「国、特殊法人、地方公共団体等」※３から受注した、平成○年度※４から当該発

注業務の公示日までに完了した同種又は類似業務について、管理（主任）技術

者又は担当技術者として１件以上の実績※５又は、マネジメントした実務経験※６を

有すること。 

○過去に「○○」に関する研究実績※７を有すること。 

③公示日時点における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」※８であること。 

④令和○年度から令和○年度※９の間における国から受注した業務の平均技術者評

定点※１０が６０点以上であること。 

※１ ： 業務内容に応じ、適切な技術部門を選定する。 

※２ ： 研究業務等高等な技術検討や学術的知見を要する業務の場合に設定する。 

設定に当たっては、業務内容に応じ、適切な専攻分野を選定する。 

（地質調査業務の場合：博士（理学）、博士（学術）） 

※３ ： 上記（１）業務実績等に関する資格要件②の「国、特殊法人、地方公共団体等」と同

様。 

※４ ： ３－１（７）同種・類似業務、業務成績・優良表彰の評価対象期間を参照。 

※５ ： 実績として挙げた業務において、テクリス若しくは、書類等により管理（主任）又は担当

技術者として従事した実績及び、同種又は類似業務であることが確認できた場合に実

績と見なす。ただし、以下の業務は認めない。 

ａ） 再委託による業務 

ｂ） 国土交通省発注業務のうち国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）におけ

る「役務の提供等」に認定されていることを競争参加資格とした業務 

（ただし、国土交通省大臣官房技術調査課、都市局、水管理・国土保全局又は道

路局発注業務でテクリス登録されている業務若しくは土木関係建設コンサルタント

業務と同等と認められる業務は除く。） 

また、実績として挙げた業務が国発注の場合、技術者評定点が 60 点以上（注１）

なければ実績として認めない（60 点未満の場合は欠格） 

（注１） ： 「上記（１）業務実績等に関する資格要件②の※３の注１」と同様 
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※６ ： 実務経験として挙げた業務において、書類等により、受注者若しくは発注者における

以下の者としてマネジメント行った実績及び同種又は類事業務であることが確認できた

場合に実務経験と見なす。また、上記※５と同様に※５のａ）ｂ）の業務は認めない。 

ａ） 建設コンサルタント登録規程（S52.4.25 付け建設省告示第 717 号）第 3 条の一

に該当する登録部門における技術管理者 

ｂ） 地質調査業者登録規程（S52.4.25 付け建設省告示第 718 号）３条の１に該当す

る管理技術者 

c） 地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領（H11.4.1 付け建設省厚契

第 31 号）第 6 に該当する主任調査員相当以上の者 

※７ ： 技術者資格として「博士」を設定した場合、書面等により研究実績が確認できた場合

に実績と見なす。 

※８ ： 手持ち業務量の制限は、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額５００万

円以上の業務を対象とし、「５億円未満かつ１０件未満」を標準とする。 

（複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の

履行月数を乗じた金額とする。） 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管（注１）に係る建設コンサルタント業務等において、

調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約

金額を５億円から２．５億円に、件数を１０件から５件にするものとする。 

（注１） ： 「国土交通省所管」とは、以下のものをいう。 

国土交通省各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、 

国土総合技術政策総合研究所、内閣府沖縄総合事務局開発建設部 

※９ ： ３－１（７）同種・類似業務、業務成績・優良表彰の評価対象期間を参照。 

※10 ： １００万円を超える業務。（100 万円を超える業務がない場合は、この限りではない。） 
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３－３ プロポーザル方式における具体的な審査・評価について 

（１）業務説明書における明示すべき事項 

１．業務の概要 

１） 業務の目的 

２） 業務内容 

３） 業務の打ち合わせ 

４） 主たる部分 

５） 再委託 

６） 成果品 

７） 履行期間 

８） 電子入札システム対象業務 

９） その他 

２．提案書の提出者に要求される資格要件 

１） 技術提案書の提出者 

２） 予定技術者 

３．技術提案書の提出者を選定するための基準 

１） 参加表明書の評価項目、判断基準、ならびに評価ウェイト 

４．参加表明書の留意事項 

１） 作成方法 

２） 関連資料 

３） 提出期限、提出場所及び提出方法 

４） 選定・非選定通知 

５．技術提案書を特定するための基準 

１） 技術提案書の評価項目、判断基準、ならびに評価ウェイト 

６．技術提案書の留意事項 

１） 基本的事項 

２） 作成方法 

３） 提出期限、提出場所及び提出方法 

４） 既存資料の閲覧 

５） ヒアリング 

６） 特定・非特定通知 

７．説明書の内容についての質問の受付及び回答 

１） 質問 

２） 電子入札システムによる質問書の提出 
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３） 質問に対する回答 

８．支払条件 

９．その他留意事項 

１０．苦情申し立てに関する事項 
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（２）技術提案書の提出者を選定するための基準 

■評価項目について 

○評価項目は原則「必須」項目のみとする。 

○但し、「個々の業務内容を勘案」し「選択」項目等も設定可能。 

※表中の「評価の着目点、判断基準」の欄が「◎」は必須項目、「○」は選択項目。 

■評価ウェイト 

○満点は１００点とする。 

○選択項目を追加する場合は、評価項目の重みと満点を変えないように設定する。 

 
評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

参加表明者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術部門登録 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】 

本業務に関する部門（○○部門）の建設コンサルタント登録がある機関、公益社団法人、公益財団法人、独

立行政法人、学校教育法に基づく大学。 

 

【地質調査業務の場合】 

本業務に関する部門（○○部門）の建設コンサルタント登録がある機関、地質調査業者登録がある機関、公

益社団法人、公益財団法人、独立行政法人、学校教育法に基づく大学。 

 

【測量の場合】 

測量業者登録がある機関。 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務実績を評価する。 

○同種業務実績がある。 

○類似業務実績がある。 

 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和４年度以降令和５年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）のうち国交省等発注

業務の平均業務評定点を以下の順位で評価する。 

なお、評価対象業務の業種区分は２．（１）１）に記載したものに限る。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

 

１）国交省等発注業務の実績 

なお、上記１）の実績がない場合は加点しない。 

 

※業務説明書（個別）２．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち

当該業務の業種区分が記載される。 

 

優良表彰 【◎】 

 国交省等発注業務で、令和４年度以降令和５年度末までに完了した業務のうち、優良業務表彰等の表彰を

受けた経験がある者を以下の順位で評価する。 

なお、優良業務表彰における評価対象業務の業種区分は 2．（1）1）に記載したものに限る。 

① 国交省等発注業務で、優良業務表彰（局長）を受けた経験がある者。 

② 国交省等発注業務で、優良業務表彰（部長、事務所長）を受けた経験がある者。 

③ インフラ DX 大賞（工事・業務分野における国土交通大臣賞、優秀賞）を受けた経験がある者。 
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④ 関東インフラ DX 大賞（局長）を受けた経験がある者。 

⑤ 関東インフラ DX 大賞（事務所長）を受けた経験がある者。     

※業務説明書（個別）２．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち

当該業務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 

 

管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ

協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 

 

【測量の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書

等が有り、かつ建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしてい

る者。 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○同種業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

○類似業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○「○○」に関する研究実績を有する者。 

【技術者資格に博士を設定した場合に記載、「○○」には求める研究実績を記載する】 

 

【測量の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 
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○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和２年度以降令和５年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除

く）の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録されている

業務成績評定による。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加し

ようとした場合は加点しない。 

また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。  

 

【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

１）国交省等発注の実績 

２）マネジメントした実務経験 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点し

ない。 

 

【測量の場合】 

１）国交省等発注の実績 

なお、上記１）の実績がない場合は加点しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

※業務説明書（共通事項）より 

 平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算

出する。 

 

令和５年度に完了した業務について、担当した国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償

関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の技術者評定点に６０点未満がある場合は評価点を減ず

る。 

なお、職務上従事した立場は、管理（主任）技術者又は担当技術者とする。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、

その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

 

優良表彰 【◎】 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、

令和２年度以降令和５年度末までに完了した業務のうち、優秀技術者表彰又は優良業務表彰等の実績があ

る者を以下の順位で評価する。 

なお、評価対象業務の業種区分は 2．（1）1）に限る。 

①・国交省等発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰を局長より受けた経験がある者。 

・海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞を受けた経験がある者。 

②・国交省等発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰の表彰を部長又は事務所長より受けた経験が

ある者。但し、照査技術者として従事した業務は除く。 

・海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励賞を受けた経験がある者。 

・事業促進ＰＰＰ業務を管理技術者又は主任技術者の立場で従事した経験がある者。ただし、当該実績の

業務評定点が業務成績の評価区分で①から③に該当するものであること。 

 

※業務説明書（個別）２．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち

当該業務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 
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専任性 

 手持ち業務量 【◎】 

 手持ち業務量が、業務説明書（共通事項）による契約金額以上又は契約件数以上となる者は選定しない。 

 

※業務説明書（共通事項）に以下のとおり記載。 

手持ち業務量の制限は、管理（主任）技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団

体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定

通知を受けているが未契約のものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が５億円未満かつ契約件数の

合計が１０件未満であることを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る

金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数の合計を

５件に読み替えるものとする。 

複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務

金額を算出するものとする。 

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた

金額とする。 

・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担した業務の

金額）とする。 

 

照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

業務経験 

 業務実績 【○】 

 同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための

申請を行うことができる。 

専門技術力 

 業務成績 【○】 

 令和２年度以降令和５年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除

く）の平均技術者評定点が６０点未満である場合は選定しない。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、

その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

※業務説明書（共通事項）より 

 平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算

出する。 

業務実施体制 

 業務実施体制の妥当性 【◎】 

 以下のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 

○主たる部分を再委託する場合。 

○業務の分担構成が、以下の１）から３）などで不明確又は不自然な場合。  

１）分担業務の記載が無い  

２）業務内容と無関係な分担業務 

３）分担業務の内容に対して過大又は過小な人員を配置 
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○管理（担当）技術者について複数名記載した場合。 

○担当技術者について８名を超えて記載した場合。（設計共同体の場合でも全体で８名までの記載とす

る。構成員毎に８名ではない。） 

○設計共同体による場合に、業務の分担構成が細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構

成員が実施することとしている場合。 

 

 

【拡大型】※以下の要件を満たす全ての者を選定する。 
評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

参加表明者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術部門登録 【◎】 

 【測量の場合】 

測量業者登録がある機関。 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 平成 26 年度以降公示日までに完了した業務実績を有すること。 

○業務実績がある。 

 

管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○同種業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

○類似業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○「○○」に関する研究実績を有する者。 

【技術者資格に博士を設定した場合に記載、「○○」には求める研究実績を記載する】 
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【測量の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

専任性 

 手持ち業務量 【◎】 

 手持ち業務量が、業務説明書（共通事項）による契約金額以上又は契約件数以上となる者は選定しない。 

 

※業務説明書（共通事項）に以下のとおり記載。 

手持ち業務量の制限は、管理（主任）技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団

体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定

通知を受けているが未契約のものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が５億円未満かつ契約件数の

合計が１０件未満であることを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る

金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数の合計を

５件に読み替えるものとする。 

複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務

金額を算出するものとする。 

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し当該年度の履行月数を乗じた金額と

する。 

・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担した業務の金

額）とする。 

照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

業務経験 

 業務実績 【○】 

 同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

業務実施体制 

 業務実施体制の妥当性 【◎】 

 以下のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 

○主たる部分を再委託する場合。 

○業務の分担構成が、以下の１）から３）などで不明確又は不自然な場合。  

１）分担業務の記載が無い 

２）業務内容と無関係な分担業務 

３）分担業務の内容に対して過大又は過小な人員を配置 

○管理（担当）技術者について複数名記載した場合。 

○担当技術者について８名を超えて記載した場合。（設計共同体の場合でも全体で８名までの記載とする。

構成員毎に８名ではない。） 

○設計共同体による場合に、業務の分担構成が細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構成

員が実施することとしている場合。 
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【拡大型・実施要件緩和（試行）】※以下の要件を満たす全ての者を選定する。 
評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

参加表明者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術部門登録 【◎】 

 【測量の場合】 

測量業者登録がある機関。 

 

業務経験 

 技術的経験 【◎】 

 平成 26 年度以降公示日までに完了した技術的経験を評価する。 

○特定テーマの技術提案を裏付ける技術的経験がある。 

 

管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

 

業務経験 

 技術的経験 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、測量の場合】 

平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○特定テーマの技術提案を裏付ける技術的経験がある。 

○上記以外 

 

専任性 

 手持ち業務量 【◎】 

 手持ち業務量が、業務説明書（共通事項）による契約金額以上又は契約件数以上となる者は選定しない。 

 

※業務説明書（共通事項）に以下のとおり記載。 

手持ち業務量の制限は、管理（主任）技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団

体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定

通知を受けているが未契約のものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が 5 億円未満かつ契約件数の
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合計が１０件未満であることを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る

金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数の合計を

５件に読み替えるものとする。 

複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務

金額を算出するものとする。 

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し当該年度の履行月数を乗じた金額と

する。 

・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担した業務の金

額）とする。 

 

照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

業務経験 

 技術的経験 【○】 

 平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○特定テーマの技術提案を裏付ける技術的経験がある。 

○上記以外 

 

業務実施体制 

 業務実施体制の妥当性 【◎】 

 以下のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 

○主たる部分を再委託する場合。 

○業務の分担構成が、以下の１）から３）などで不明確又は不自然な場合。  

１）分担業務の記載が無い 

２）業務内容と無関係な分担業務 

３）分担業務の内容に対して過大又は過小な人員を配置 

○管理（担当）技術者について複数名記載した場合。 

○担当技術者について８名を超えて記載した場合。（設計共同体の場合でも全体で８名までの記載とする。

構成員毎に８名ではない。） 

○設計共同体による場合に、業務の分担構成が細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構成

員が実施することとしている場合。 
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（３）技術提案書を特定するための基準（「拡大型」も含む） 

■評価項目について 

○評価項目は原則「必須」項目のみとする。 

○但し、「個々の業務内容を勘案」し「選択」項目等も設定可能。 

※表中の「評価の着目点、判断基準」の欄が「◎」は必須項目、「○」は選択項目。 

■評価ウェイト 

○満点は２００点とする。 

○選択項目を追加する場合は、評価項目の重みと満点を変えないように設定する。 

 
評価項目 

 評価の着目点 

 判断基準 

管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ

協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 

【測量の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書

等が有り、かつ建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の各構成団体 が推奨する単位を満たして

いる者。 
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業務経験 

 業務実績 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○同種業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

○類似業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○「○○」に関する研究実績を有する者。 

【技術者資格に博士を設定した場合に記載、「○○」には求める研究実績を記載する】 

 

【測量の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和２年度以降令和５年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除

く）の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録されている

業務成績評定による。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加し

ようとした場合は加点しない。 

また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。 

 

【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

１）国交省等発注の実績 

２）マネジメントした実務経験 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点し

ない。 

 

【測量の場合】 

１）国交省等発注の実績 

なお、上記の実績がない場合は加点しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

※業務説明書（共通事項）より 

 平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算

出する。 

 

 

令和 4 年度に完了した業務について、担当した国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補

償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の技術者評定点に６０点未満がある場合は評価点を減ず

る。 

なお、職務上従事した立場は、管理（主任）技術者又は担当技術者とする。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、

その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 
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優良表彰 【◎】 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、

令和２年度以降令和５年度末までに完了した業務のうち、優秀技術者表彰又は優良業務表彰等の実績があ

る者を以下の順位で評価する。 

なお、評価対象業務の業種区分は２．（１）１）（当該業務の業種区分）に限る。 

①・国交省等発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰を局長より受けた経験がある者。 

・海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞を受けた経験がある者。 

②・国交省等発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰の表彰を部長又は事務所長より受けた経

験がある者。但し、照査技術者として従事した業務は除く。 

・海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励賞を受けた経験がある者。 

・事業促進ＰＰＰ業務を管理技術者又は主任技術者の立場で従事した経験がある者。ただし、当該実績の

業務成績（技術者成績ではない）が業務成績の評価区分で①から③に該当するものであること。 

 

※業務説明書（個別）２．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち

当該業務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 

 

担当技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【登録資格の対象業務で担当技術者の位置づけがある場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。" 

○国土交通省登録技術者資格（以下の施設分野及び業務に該当する資格） 

担当１：（施設分野：橋梁（鋼橋）、業務：点検） 

担当２：（施設分野：橋梁（コンクリート橋）、業務：点検） 

担当３：（施設分野：トンネル、業務：点検） 

なお、当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

上記の担当１から担当３については、技術者を各１名ずつ配置すること。（同一技術者による重複配置

は認めない。） 評価にあたっては、担当１から担当３の評価の平均をもって評価する。 

 

※上記は、「施設分野：橋梁（鋼橋）、業務：点検」、「施設分野：橋梁（コンクリート）、業務：点検」、 「施設分

野：トンネル、業務：点検」を設定した場合の記載。 

 

照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【○】 

 ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ

協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 

 

業務経験 

 業務実績 【○】 

 同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 
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専門技術力 

 業務成績 【○】 

  令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除

く）の平均業務評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均業務評定点はテクリスに登録されている業務

成績評定による。 

 評価対象の優先順位は以下のとおりとする。 

 

１）国交省等発注の実績 

なお、上記の実績がない場合は加点しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

※業務説明書（共通事項）より 

 平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算

出する。 

 

実施方針・実施フロー・工程計画・その他 

 

【◎】 

業務理解度 

 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

実施手順 

 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

工程計画 

 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

その他 

 「有益な代替案の提案」、「重要事項の指摘」がある場合に優位に評価する。 

【◎】 

なお、業務の目的の理解がされておらず、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合は、特定しな

い。 

また、参考見積の対象外の技術提案については、評価対象外とする。 

特定テーマに関する技術提案 

 全体 

 特定テーマ間の整合性 

 複数の特定テーマ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は特

定しない。 

特定テーマ１ 

 的確性 

 
【◎】 地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 
着眼点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するにあた

って有効性が高い場合に優位に評価する。 

【○】 事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 

【○】 事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 

【◎】 
業務の的確性に著しく欠ける場合は特定しない。 

また、参考見積の対象外の技術提案については、加点しない。 
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実現性 

 
【◎】 提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 

【◎】 提案内容を裏付ける類似実績が明示されている場合に優位に評価する。 

【○】 利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。 

【○】 提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。 

【◎】 
業務の実現性に著しく欠ける場合は特定しない。 

また、参考見積の対象外の技術提案については、加点しない。 

独創性 

 
【○】 工学的知見に基づく前例のない提案がある場合に優位に評価する。 

【○】 
周辺分野、異分野技術を援用した、高度の検討・解析手法の提案がある場合に優位に評価す

る。 

【○】 複数の既存技術を統合化する提案がある場合に優位に評価する。 

【○】 新工法採用の提案がある場合に優位に評価する。 

参考見積 

 参考見積りの妥当性【◎】 

 ・提示した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内容に対して見積りが不適切な場合には特定

しない。 

・なお、積算の参考とするため、特定者には再度見積りを依頼する場合がある。 
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【拡大型・実施要件緩和（試行）】 

評価項目 

評価の着目点 

 判断基準 

管理（主任）技術者の経験及び能力 

資格要件 

技術者資格 【◎】 

【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

業務経験 

技術的経験 【◎】 

平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○特定テーマの技術提案を裏付ける技術的経験がある。 

○上記以外 

専門技術力 

業務成績 【◎】 

令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当し

た関東地方整備局発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港

関係を除く）の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録さ

れている業務成績評定による。 

評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加し

ようとした場合は加点しない。 

また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。 

 

【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

１）関東地方整備局発注の実績 

２）業務成績評価における全国評価の試行 

３）マネジメントした実務経験 

なお、上記３）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）から３）の実績がない場合は加点し

ない。 
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【測量の場合】 

１）関東地方整備局発注の実績 

２）業務成績評価における全国評価の試行 

なお、上記１）、２）の実績がない場合は加点しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための

申請を行うことができる。 

※業務説明書（共通事項）より 

 平均業務技術者評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対

象に算出する。 

令和 5 年度に完了した業務について、担当した関東地方整備局発注業務（建築関係建設コンサルタント

業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の技術者評定点に６０点未満がある場合は

評価点を減ずる。 

なお、職務上従事した立場は、管理（主任）技術者又は担当技術者とする。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合

は、その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

照査技術者の経験及び能力 

資格要件 

技術者資格 【○】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

業務経験 

技術的経験 【○】 

平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○特定テーマの技術提案を裏付ける技術的経験がある。 

○上記以外 

専門技術力 

業務成績 【○】 

 令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当し

た関東地方整備局発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空

港関係を除く）の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに

登録されている業務成績評定による。 

 評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加

しようとした場合は加点しない。 

 また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。 

 

１）関東地方整備局発注の実績 

２）業務成績評価における全国評価の試行 

なお、上記１）、２）の実績がない場合は加点しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための

申請を行うことができる。 

 

※業務説明書（共通事項）より 

 平均業務技術者評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対

象に算出する。 
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実施方針・実施フロー・工程計画・その他 

【◎】 

業務理解度 

目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 
実施手順 

業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

工程計画 

業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

その他 

「有益な代替案の提案」、「重要事項の指摘」がある場合に優位に評価する。 

【◎】 

なお、業務の目的の理解がされておらず、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合は、特定しな

い。 

また、参考見積の対象外の技術提案については、評価対象外とする。 

特定テーマに関する技術提案 

全体 

 特定テーマ間の整合性 

複数の特定テーマ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は

特定しない。 

特定テーマ１ 

 的確性 

【◎】 地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 
着眼点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するにあた

って有効性が高い場合に優位に評価する。 

【○】 事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 

【○】 事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 

【◎】 
業務の的確性に著しく欠ける場合は特定しない。 

また、参考見積の対象外の技術提案については、加点しない。 

実現性 

【◎】 提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 

【◎】 提案内容の実現性を裏付ける技術的経験が明示されている場合に優位に評価する。 

【◎】 
業務の実現性に著しく欠ける場合は特定しない。 

また、参考見積の対象外の技術提案については、加点しない。 

参考見積 

参考見積りの妥当性【◎】 

 ・提示した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内容に対して見積りが不適切な場合には特定し

ない。 

・なお、積算の参考とするため、特定者には再度見積りを依頼する場合がある。 
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３－４ 【指名競争】総合評価落札方式における具体的な審査・評価について 

（１）入札説明書において明示すべき事項 

１．手続開始の公示日 

２．契約担当官等 

３．業務の概要 

１） 業務名 

２） 業務の目的 

３） 業務内容 

４） 主たる部分 

５） 再委託 

６） 成果品 

７） 履行期間 

８） 電子入札 

９） その他 

４．指名されるために必要な要件 

１） 入札参加者に要求される資格 

２） 参加表明書に関する要件 

３） 入札参加者を指名するための基準 

５．参加表明書の提出等 

１） 作成方法 

２） 関連資料 

３） 提出期限、提出場所及び提出方法 

６．非指名理由について 

７．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

８．総合評価に関する事項 

１） 落札者の決定方法 

２） 総合評価の方法 

３） 技術点を算出するための基準 

４） 評価内容の担保 

９．技術提案書の提出等 

１） 作成方法 

２） 技術提案書の無効 

３） 実施方針・業務フロー・工程計画その他 

４） 評価テーマ 

５） 提出期限、提出場所及び提出方法 

６） 既存資料の閲覧 

７） 実施方針及び評価テーマに関するヒアリング 

８） 履行確実性に関するヒアリング 

１０．入札及び開札の日時及び場所 

１１．入札方法等 

１２．入札保証金及び契約保証金 

１３．開札 

１４．入札の無効 

１５．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置 
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１６．手続きにおける交渉の有無 

１７．契約書作成の要否 

１８．支払条件 

１９．火災保険付保の要否 

２０．関連情報を入手するための照会窓口 

２１．その他の留意事項 

２２．苦情申し立てに関する事項 
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（２）入札参加者を指名するための基準 

■評価項目について 

○評価項目は原則「必須」項目のみとする。 

○但し、「個々の業務内容を勘案」し「選択」項目等も設定可能。 

※表中の「評価の着目点、判断基準」の欄が「◎」は必須項目、「○」は選択項目。 

■評価ウェイト 

○満点は１００点とする。 

○選択項目を追加する場合は、評価項目の重みと満点を変えないように設定する。 

 

【標準型、簡易型】 

評価項目 

 評価の着目点 

 判断基準 

参加表明者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術部門登録 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】 

本業務に関する部門（○○部門）の建設コンサルタント登録がある機関、公益社団法人、公益財団法人、独

立行政法人、学校教育法に基づく大学。 

 

【地質調査業務の場合】 

本業務に関する部門（○○部門）の建設コンサルタント登録がある機関、地質調査業者登録がある機関、公

益社団法人、公益財団法人、独立行政法人、学校教育法に基づく大学。 

 

【測量の場合】 

測量業者登録がある機関。 

 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務実績を評価する。 

○同種業務実績がある。 

○類似業務実績がある。 

 

地域性 

 地理的条件 【○】 
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 【「地質調査業務」及び「測量」のうち現場作業がある場合】 

【「土木関係建設コンサルタント業務」のうち現場作業（現地踏査等は除く）がある場合】 

本店、支店又は営業所の所在地を以下により評価する。 

① ○○○に本店がある。 

② ○○○に支店又は営業所がある。 

③ 上記以外は指名しない 

 

【「地質調査業務」及び「測量」のうち現場作業がない場合】 

【「土木関係建設コンサルタント業務」のうち現場作業（現地踏査等は除く）がない場合】 

本店、支店又は営業所の所在地を以下により評価する。 

① ○○○地域に本店がある。 

② ○○○に支店又は営業所がある。 

③ 上記以外 

 

【業務内容に応じ①以外を指名しないとする場合がある】 

本店の所在地を以下により評価する。 

① ○○○に本店がある。 

上記以外は指名しない 

 

地域貢献度 【○】 

 国・特殊法人・地方公共団体等発注業務（設計共同体としての業務を含む）において、令和元年度以降参

加表明書提出までに、以下の災害活動実績がある者及び参加表明書提出日に以下の災害協定締結のある

者を評価する。 

【災害活動実績】 

①発注事務所における災害活動実績がある。 

②発注事務所管内を含む都県内に所在地がある関東地方整備局の本局・事務所等における災害活動実

績がある。 

③関東地方整備局管内における災害活動実績がある。 

④関東地方整備局管外における災害活動実績がある。 

（関東地整管外における災害活動実績については、関東地方整備局長からの要請を受け災害活動を行

った場合に限る） 

⑤上記以外 

②の場合は、③を満たすこと。 

なお、上記の「事務所等」には、出張所は含まない。また、②及び③の発注機関は国（関東地整以外）の機

関、地方公共団体、特殊法人等を含む。 

【災害協定】 

①発注事務所との災害協定締結がある。 

②発注事務所管内を含む都県内に所在地がある関東地方整備局の事務所等との災害協定締結がある。 

③上記以外 

なお、上記の「事務所等」には、出張所は含まない。また、②の発注機関は国（関東地整以外）の機関、地方

公共団体、特殊法人等を含む。 
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専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和 4 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）のうち、国交省等

発注業務(港湾空港関係を除く)の平均業務評定点を以下の順位で評価する。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

なお、評価対象業務の業種区分は入札説明書（個別）4．（1）1）ア）に記載したものに限る。 

 評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加しよ

うとした場合は加点しない。 

 また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。 

 

【標準型、標準型：技術者評価重視型の場合】 

１）国交省等発注業務の実績 

なお、上記１）の実績がない場合は加点しない。 

 

【簡易型の場合】 

１）国交省等発注業務の実績 

２）地方自治体等の受注実績を評価する試行 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③として加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点しな

い。 

 

※入札説明書（個別）４．（１）１）ア）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、 

「測量」等のうち当該業務の業種区分が記載される。 

 

優良表彰 【◎】 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、

令和 4 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務のうち、優良業務表彰等の表彰を受けた経験がある者を

以下の順位で評価する。 

なお、優良業務表彰における評価対象業務の業種区分は入札説明書（個別）4．（1）1）に記載したものに限

る。 

①関東地方整備局発注業務で、優良業務表彰（局長）を受けた経験がある者。  

②関東地方整備局発注業務で、優良業務表彰（部長、事務所長）を受けた経験がある者。 

③インフラ DX 大賞（工事・業務分野における国土交通大臣賞、優秀賞）を受けた経験がある者。 

④関東インフラ DX 大賞（局長）を受けた経験がある者。 

⑤関東インフラ DX 大賞（事務所長）を受けた経験がある者。 

       

※入札説明書（個別）４．（１）１）ア）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のう

ち当該業務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 
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管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ

協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 

 

【測量の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書

等が有り、かつ建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の各構成団体 が推奨する単位を満たしてい

る者。  
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業務経験 

 業務実績 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○同種業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

○類似業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○「○○」に関する研究実績を有する者。 

【技術者資格に博士を設定した場合に記載、「○○」には求める研究実績を記載する】 

 

【測量の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

若手技術者 【○】 

 【若手技術者評価の対象の場合】 

若手技術者の活用について以下の項目で評価する。 

○管理技術者に若手技術者を配置する場合。 

○上記以外 

 

※入札説明書（共通事項）より 

若手技術者とは本業務の公示日現在の年齢が対象年齢以下のものとする。 

なお、生年月日を証明する書類（運転免許証、健康保険証）を参加表明書に添付し提出する必要があ

り、証明する書類の添付がない場合は加点を行わないものとする。 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除

く）の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録されている

業務成績評定による。 

評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加し

ようとした場合は加点しない。 
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①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。     

 

【標準型、標準型：技術者評価重視型の場合】かつ【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場

合】 

１）国交省等発注の実績 

２）マネジメントした実務経験 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点

しない。 

 

【標準型、標準型：技術者評価重視型の場合】かつ【測量の場合】 

１）国交省等発注の実績 

なお、上記の実績がない場合は加点しない。 

 

【簡易型の場合】かつ【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

１）国交省等発注の実績 

２）マネジメントした実務経験 又は 地方自治体等の受注実績を評価する試行 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点

しない。 

 

【簡易型の場合】かつ【測量の場合】 

１）国交省等発注の実績 

２）地方自治体等の受注実績を評価する試行 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点

しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

※入札説明書（共通事項）より 

平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算

出する。 

令和 5 年度に完了した業務について、担当した関東地方整備局発注業務（建築関係建設コンサルタント業

務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の技術者評定点に６０点未満がある場合は評価点

を減ずる。 

なお、職務上従事した立場は、管理（主任）技術者又は担当技術者とする。 
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※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、

その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

 

優良表彰 【◎】 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、

令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務のうち、優秀技術者表彰又は優良業務表彰等の実績が

ある者を以下の順位で評価する。 

なお、評価対象業務の業種区分は入札説明書 4．（1）1）ア）（当該業務の業種区分）に限る。 

○関東地方整備局発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰を局長より受けた経験がある者。 

○関東地方整備局以外の発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰の表彰を部長又は事務所長

より受けた経験がある者。但し、照査技術者として従事した業務は除く。 

 

 但し、照査技術者として従事した業務は除く。 

※入札説明書（個別）４．（１）１）ア）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、 

「測量」等のうち当該業務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 

 

専任性 

 手持ち業務量 【◎】 

 手持ち業務量が、入札説明書（共通事項）による契約金額以上又は契約件数以上となる者は選定しない。 

 

※入札説明書（共通事項）に以下のとおり記載。 

手持ち業務量の制限は、管理（主任）技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団

体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定

通知を受けているが未契約のものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が５億円未満かつ契約件数の

合計が１０件未満であることを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る

金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数の合計を

５件に読み替えるものとする。 

複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務

金額を算出するものとする。 

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し当該年度の履行月数を乗じた金額と

する。 

・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担した業務の金

額）とする。 
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照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

業務経験 

 業務実績 【○】 

 同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

専門技術力 

 業務成績 【○】 

 令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除

く）の平均技術者評定点が６０点未満である場合は選定しない。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、

その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

 

※入札説明書（共通事項）より 

平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算出

する。 

 

業務実施体制 

 業務実施体制の妥当性 【◎】 

 以下のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 

○主たる部分を再委託する場合。 
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○業務の分担構成が、以下の１）から３）などで不明確又は不自然な場合。 

１）分担業務の記載が無い 

２）業務内容と無関係な分担業務 

３）分担業務の内容に対して過大又は過小な人員を配置 

○管理（担当）技術者について複数名記載した場合。 

○担当技術者について８名を超えて記載した場合。（設計共同体の場合でも全体で８名までの記載とす

る。構成員毎に８名ではない。） 

○設計共同体による場合に、業務の分担構成が細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構

成員が実施することとしている場合。 
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（３）技術点を算出するための基準 

■評価項目について 

○評価項目は原則「必須」項目のみとする。 

○但し、「個々の業務内容を勘案」し「選択」項目等も設定可能。 

※表中の「評価の着目点、判断基準」の欄が「◎」は必須項目、「○」は選択項目。 

■評価ウェイト 

○満点は２００点とする。 

【標準型、簡易型：実施能力評価型の場合】 

○満点は１００点とする。【簡易型、簡易型：実施能力評価拡大型の場合】 

○選択項目を追加する場合は、評価項目の重みと満点を変えないように設定する。 

①企業の経験及び能力 

【簡易型：実施能力評価型】 

 （２）入札参加者を指名するための基準「参加表明者の経験及び能力」と同じ。 

【簡易型：実施能力評価拡大型】 

 （２）入札参加者を指名するための基準「参加表明者の経験及び能力」から詳細項目 

「成績・表彰」を除く。 

②予定管理技術者の経験及び能力 

【標準型、簡易型】（標準型：技術者評価重視型、簡易型：実施能力評価型を含む） 

【簡易型：実施能力評価拡大型】 

 （３）技術点を算出するための基準「予定技術者の経験及び能力」から詳細項目「成 

績・表彰」を除く。 

評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 
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【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ

協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 

【測量の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書

等が有り、かつ建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の各構成団体 が推奨する単位を満たしてい

る者。 

 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○同種業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

○類似業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○「○○」に関する研究実績を有する者。 

【技術者資格に博士を設定した場合に記載、「○○」には求める研究実績を記載する】 
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【測量の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

若手技術者 【○】 

 【若手技術者評価の対象の場合】 

若手技術者の活用について以下の項目で評価する。 

○管理技術者に若手技術者を配置する場合。 

○上記以外 

 

※入札説明書（共通事項）より 

若手技術者とは本業務の公示日現在の年齢が対象年齢以下のものとする。 

なお、生年月日を証明する書類（運転免許証、健康保険証）を参加表明書に添付し提出する必要があ

り、証明する書類の添付がない場合は加点を行わないものとする。 

 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 ※実施能力評価拡大型は評価しない。 

 令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した

関東地方整備局発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関

係を除く）の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録され

ている業務成績評定による。 

評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加し

ようとした場合は加点しない。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。     

 

【標準型、標準型：技術者評価重視型の場合】かつ【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場

合】 

１）国交省等発注の実績 

２）マネジメントした実務経験 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点し

ない。 
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【標準型、標準型：技術者評価重視型の場合】かつ【測量の場合】 

１）国交省等発注の実績 

なお、上記の実績がない場合は加点しない。 

 

【簡易型の場合】かつ【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

１）関東地方整備局発注の実績 

２）マネジメントした実務経験 又は 地方自治体等の受注実績を評価する試行 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点し

ない。 

【簡易型の場合】かつ【測量の場合】 

１）国交省等発注の実績 

３）地方自治体等の受注実績を評価する試行 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点し

ない。 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

※入札説明書（共通事項）より 

 平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算出

する。 

 

令和 5 年度に完了した業務について、担当した国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補

償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の業務評定点に６０点未満がある場合は評価点を減ず

る。 

なお、職務上従事した立場は、管理（主任）技術者又は担当技術者とする。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、

その内容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

 

優良表彰 【◎】 ※実施能力評価拡大型は評価しない。 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、

令和元年度以降令和 5 年度末までに完了した業務のうち、優秀技術者表彰又は優良業務表彰等の実績が

ある者を以下の順位で評価する。 

なお、評価対象業務の業種区分は 4．（1）1）ア）に限る。 

①・関東地方整備局発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰を局長より受けた経験がある者。 

・海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞を受けた経験がある者。 

②・関東地方整備局発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰の表彰を部長又は事務所長より受
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けた経験がある者。但し、照査技術者として従事した業務は除く。 

・海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励賞を受けた経験がある者。 

※入札説明書（個別）４．（１）１）ア）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のう

ち当該業務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。   

 

担当技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【登録資格の対象業務で担当技術者の位置づけがある場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。" 

○国土交通省登録技術者資格（以下の施設分野及び業務に該当する資格） 

担当１：（施設分野：橋梁（鋼橋）、業務：点検） 

担当２：（施設分野：橋梁（コンクリート橋）、業務：点検） 

担当３：（施設分野：トンネル、業務：点検）  

なお、当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

上記の担当１から担当３については、技術者を各１名ずつ配置すること。（同一技術者による重複配置は

認めない。） 評価にあたっては、担当１から担当３の評価の平均をもって評価する。 

 

※上記は、「施設分野：橋梁（鋼橋）、業務：点検」、「施設分野：橋梁（コンクリート）、業務：点検」、「施設分野：

トンネル、業務：点検」を設定した場合の記載。 

照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【○】 

 ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ協

議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 
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業務経験 

 業務実績 【○】 

 同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

 

専門技術力 

 業務成績 【○】 ※実施能力評価拡大型は評価しない。 

 令和 2 年度以降令 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した国

交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）

の平均技術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録されている業

務成績評定による。 

評価対象の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績がある者が、優先順位の低い実績で参加し

ようとした場合は加点しない。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

また、複数の実績で参加しようとした場合についても加点しない。     

 

【標準型、標準型：技術者評価重視型の場合】 

１）国交省等発注の実績 

なお、上記１）の実績がない場合は加点しない。 

 

【簡易型の場合】 

１）国交省等発注の実績 

２）地方自治体等の受注実績を評価する試行 

なお、上記２）の実績により評価を行う場合は③と評価し加点するが、１）又は２）の実績がない場合は加点し

ない。 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申

請を行うことができる。 

※入札説明書（共通事項）より 

  平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算出

する。 
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③実施方針 

【標準型】 

評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

実施方針・実施フロー・工程計画・その他 

 

【◎】 

業務理解度 

 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

実施手順 

 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

工程計画 

 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 

その他 

 「有益な代替案の提案」、「重要事項の指摘」がある場合に優位に評価する。 

【◎】 

仕様の内容を超えるような記載がある場合は、加点しない。 

 また、以下の場合は技術提案書を無効とする。 

・業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合。 

【標準型：技術者評価重視型、簡易型】 

評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

実施方針・実施フロー・工程計画・その他 

 【◎】 業務理解度（課題、着目理由） 

  業務を履行するうえでの課題及びその理由が適切であり、業務目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に

評価する。 

 なお、課題については、最も重要と考えられるものを１項目記載することとし、２項目以上記載した場合、又は複

数の課題を 1 項目として記載した場合は、加点しない。 

【◎】 対応方針 

  課題、着目理由を踏まえ、適切な対応方針が記載されており、本業務の履行にあたって有効性が高い場合に

優位に評価する。 

【◎】 実施フロー 

 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 工程計画 

 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 
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【◎】 仕様の内容を超えるような記載がある場合は、加点しない。 

また、以下の場合は技術提案書を無効とする。 

・業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程計画の妥当性が著しく劣る場合。 

・３．（４）【技術者評価重視型の場合３．（８）】に示された内容以外の事項を記載した場合 

・様式－８に示された記載様式に適合しない（課題、着目理由、対応方針、実施フロー、工程計画以外の内容を

記載した場合を含む。）技術提案書である場合。 

 

【簡易型：実施能力評価型】 

評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

工程計画・その他 

 【◎】 工程計画 

 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性を確認する。 

 なお、以下の場合は、技術提案書を評価しない。 

・特記仕様書に記載の項目（各条項）が漏れている場合。 

・各項目の実施時期が不明（未記載含む）な場合。 

・特記仕様書記載の業務の履行期間を超過している場合。 

【◎】 「精度管理」、「安全管理」、「成果品の品質を確保するための計画」よりいずれか 1 つ 

  業務の実施能力を確認する。 

【◎】 仕様の内容を超えるような記載がある場合は、加点しない。 

また、以下の場合は技術提案書を無効とする。 

・件名が異なる。 

 ・必要項目のいずれかもしくは両方の記載が無い。 

 ・Ａ４判１枚を超える記載である。 

 ・記載内容が仕様と異なる（他の業務と見受けられる）。 

 ・明らかな法令違反となる記載である。 

 ・未提出である。 

 

 

【簡易型：実施能力評価拡大型】 

評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

工程計画・技術的課題 

 【◎】 工程計画 
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 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性を確認する。 

 なお、以下の場合は、技術提案書を評価しない。 

・特記仕様書に記載の項目（各条項）が漏れている場合。 

・各項目の実施時期が不明（未記載含む）な場合。 

・特記仕様書記載の業務の履行期間を超過している場合。 

【◎】 技術的課題【成果物の品質を確保するための計画、精度管理、安全管理（公示前に左記から１つを選び記載するこ

と。）】 

  業務の実施能力を確認する。 

【◎】 仕様の内容を超えるような記載がある場合は、加点しない。 

また、以下の場合は技術提案書を無効とする。 

・件名が異なる。 

 ・必要項目のいずれかもしくは両方の記載が無い。 

 ・Ａ４判１枚を超える記載である。 

 ・記載内容が仕様と異なる（他の業務と見受けられる）。 

 ・明らかな法令違反となる記載である。 

 ・未提出である。 

 

 

④評価テーマ 

【標準型のみ】（「標準型：技術者評価重視型」の場合は評価テーマを求めない。） 

評価項目 

 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

特定テーマに関する技術提案 

 全体 

 特定テーマ間の整合性 

 複数の特定テーマ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は特定しな

い。 

特定テーマ１ 

 的確性 

 
【◎】 地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 

【◎】 
着眼点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するにあたって有

効性が高い場合に優位に評価する。 

【○】 事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 
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【○】 事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 

【◎】 
業務の的確性に著しく欠ける場合は特定しない。 

なお、仕様の内容を超えるような記載がある場合は加点しない。 

実現性 

 【◎】 提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 

【◎】 提案内容を裏付ける類似実績が明示されている場合に優位に評価する。 

【○】 利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。 

【○】 提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。 

【◎】 
業務の実現性に著しく欠ける場合は特定しない。 

なお、仕様の内容を超えるような記載がある場合は加点しない。 
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（４）履行確実性評価 

低入札業務では、業務成績評定が低くなる傾向があり、技術提案された内容が適正

に履行されないおそれがあることから、総合評価方式においては、技術提案内容の履行

の確実性について、厳格に評価する必要があるため、予定価格が 100 万円を超える業

務については、品質を確保するための基準価格を設定し、「履行確実性」の評価を加え

て技術評価点を算出する。 

 ■品質を確保するための基準価格 

品質確保基準価格 予定価格が 100～1000 万円以下の業務 

調査基準価格 予定価格が 1000 万円以上の業務 

  

 ①調査基準価格の算出 

○各業種における調査基準価格は、下表の①～④の合計額に 1.1 を乗じた額とす

る。 

■R6.8.1 現在 

業種区分 ① ② ③ ④ 

土木コンサ

ル 
直接人件費 直接経費 

その他原価 

×0.9 

一般管理費等 

×0.50 

地質調査 直接調査費 
間接調査費 

×0.9 

解析等調査 

業務費×0.8 

諸 経 費 

×0.50 

測量 直接測量費 測量調査費 
諸 経 費 

×0.50 
 

補償コンサ

ル 
直接人件費 直接経費 

その他原価 

×0.9 

一般管理費等 

×0.50 

建築コンサ

ル 
直接人件費 特別経費 

技術料等経費 

×0.6 

諸 経 費 

×0.6 

 

○ただし、調査基準価格には、以下のとおり上限・下限値を設定する。 

業種区分 上 限 値 下 限 値 

地質調査 予定価格×0.85 予定価格×2/3 

測量 予定価格×0.82 予定価格×0.6 

地質調査、測量以外 予定価格×0.81 予定価格×0.6 

② 履行確実性評価の流れ 

      ○原則として、予定価格以下で入札したすべての応札者に対して、開札後速やか
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にヒアリングを実施する。 

      ○調査基準価格未満で入札した応札者に対しては、ヒアリングの他に追加資料の

提出を求めることとする。 

 

履行確実性評価の流れ 

 

③追加資料 

○入札額が調査基準価格に満たない場合、以下の通り追加資料の提出を求めるも 

のとする。 

様式１ 当該価格で入札した理由 

様式２ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書 

様式２－1 一般管理費等内訳書 

様式３ 当該契約の履行体制 

様式４ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況 

様式４－１ 手持ち業務の人工 
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様式５ 配置予定技術者名簿 

様式５－１ 直接人件費内訳書 

様式６ 手持ち機械等の状況（測量・地質調査に限る） 

様式７ 過去において受注・履行した同種・類似業務の名称及び発注者 

④審査項目 

履行確実性評価は、審査の視点の４項目について実施し、公正、公平な審査を

適切に行う。 

審査項目（視点） 審査内容 

a 
業務内容に対応した費用が計

上されているか 

直接人件費、直接経費、その他原価、 

一般管理費等が必要額を確保しているか 

ｂ 

配置予定技術者に適正な報

酬が支払われることになってい

るか 

配置予定技術者への適正な報酬の支払い 

が確保されているか  

配置予定技術者の人工が適正であるか 

ｃ 

品質管理体制が確保されてい

るか 

照査予定技術者への適正な報酬の支払いが 

確保されているか  

照査予定技術者の人工は適正であるか 

d 再委託先への支払いは適正か 再委託業務内容を再委託先が確認しているか 

 

⑤評価方法 

審査項目毎に審査（○×評価）した上で、５段階（Ａ～Ｅ）で総合的に評価し、履行確

実性に関する度合い（履行確実性度）を技術提案評価点に乗じることにより評価する。 

 

「履行確実性度」 ＝  

 

○と審査した 

項目数 
評価 履行確実性度 

４ Ａ １ 

３ Ｂ ０．７５ 

２ Ｃ ０．５ 

１ Ｄ ０．２５ 

０ Ｅ ０ 

 

（「○」と審査した項目数） 

４（全項目数） 



３ 土木関係建設コンサルタント業務等における審査・評価   

３－４ 【指名競争】総合評価落札方式における具体的な審査・評価について 

3-65 

⑥技術点の算出 

技術点＝（配置予定技術者の経験及び能力）＋ 

（履行確実性評価前の技術提案評価点）×α（履行確実性度） 

ただし、「簡易型（実施能力評価型）」の評価にあたっては、以下のとおりとする。 

技術点＝（企業の経験及び能力の評価点）＋（配置予定技術者の経験及び能力

の評価点）＋（履行確実性評価前の技術提案評価点）×α（履行確実

性度）ｐ 

  ※履行確実性度が「０．０」の場合、技術提案評価点の項が「０点」となる。 

 

 

●総合評価落札方式【標準型】(価格評価点：技術評価点＝１：３)
技術提案評価点以外の

評価点  ※１
配置予定技術者の

経験及び能力

配置予定技術者の
経験及び能力

実施方針×α  ※６

価格評価点

●総合評価落札方式【標準型（技術者評価重視型）】（価格評価点：技術評価点＝１：3）
●総合評価落札方式【簡易型】（価格評価点：技術評価点＝１：１）

実施方針×α ※６

価格評価点

技術提案評価点 ※２

実施方針 ※３

評価テーマ×α ※６

評価テーマ ※４

技術提案評価点 ※２
技術提案評価点以外の

評価点  ※１
配置予定技術者の

経験及び能力

技術点 ※７

実施方針 ※３

配置予定技術者の
経験及び能力

評価値 ※９

技術評価点 ※８

技術点 ※７

評価値 ※9

技術評価点 ※８

履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

総合評価

履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

総合評価
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※１ 技術提案評価点以外の評価点 ＝ 配置予定技術者の経験及び能力に係る評価点  

【実施能力評価型のみ】技術提案評価点以外の評価点 ＝ 企業及び配置予定技術者の経験及

び能力に係る評価点  

※２ 技術提案評価点 ＝ 実施方針に係る評価点 ＋ 評価テーマに係る評価点 

※３ 【実施方針】「実施方針」、「実施フロー」、「工程表」、「その他」 

※４ 【評価テーマ】評価テーマに関する技術提案 

※５ 【実施計画書】「工程表」と「精度管理」又は「安全管理」又は「品質を確保するための計画」 

※６ 【α】履行確実性度 

※７ 技術点＝技術提案評価点以外の評価点（※１）＋技術提案評価点（※２）×履行確実性度（※

６） 

※８ 技術評価点＝６０×（技術点（※７）／技術点の満点） 

※９ 評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点（※８） 

 

●総合評価落札方式【簡易型（実施能力評価型）】（価格評価点：技術評価点＝１：１）

企業の経験及び能力

企業の経験及び能力 実施計画書×α ※６

価格評価点 技術評価点 ※８

評価値 ※９

技術点 ※７

実施計画書 ※５
配置予定技術者の

経験及び能力

配置予定技術者の
経験及び能力

技術提案評価点以外の
評価点  ※１

技術提案評価点 ※２
履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

総合評価
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３－５  【指名競争】総合評価落札方式による落札者の決定 

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高いものを

落札者とする。評価値の算出方法としては、加算方式を基本とする。ただし、今回定め

た加算方式以外の方法を用いる場合は、財務大臣協議を行う必要がある。 

また、評価値の算出方法は下記のとおりとする。 

 ①評価値の算出方式 

     評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 

 ②価格評価点の設定の考え方 

技術評価点の満点を 60 点とし、価格評価点の配分点を以下の通りとする。 

・簡易型（１：１）の場合 ： 60 点、 

・標準型（１：３）の場合 ： 20 点とする。 

各入札者の価格評価点は、以下の計算式により算出する。 

     価格評価点 ＝ 〔価格評価点の配分点〕×（1-入札価格／予定価格） 

 

 ③技術評価点の算出方式 

技術評価点は、下記の計算式により算出する。 

 

   技術評価点 ＝ 60 点  ×  

 

※土木コン・測量・地質調査の標準型（１：３）の記載例 

   総合評価に関する事項  

（1）賃上げを実施する企業の評価  

      技術評価点の算出方法  

     予定価格が１００万円を超える業務の場合は、技術提案書の内容に応じ、以下

①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。  

     なお、技術評価点の最高点数は６０点とする。  

① 予定技術者の経験及び能力  

 ② 実施方針など  

      ③ 評価テーマに関する技術提案  

      ④ 技術提案の履行確実性  

      ⑤ 賃上げの実施に関する評価  

     技術評価点＝６０×（技術点※１／技術点の満点）  

     ※１：技術点＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点※２）×（④の評価 

      に基づく 履行確実性度）＋（⑤に係る評価点）  

    ※２：技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）  

     ※３：⑤については、（６）による。  

  なお、本業務における技術点の満点は２１１点とする。【発注方式により、満点は異なる】 

技術点 

技術点満点 
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３－６ 価格競争入札方式における具体的な審査・評価について 

（１）入札説明書において明示すべき事項 

１．手続開始の公示日 

２．契約担当官等 

３．業務の概要 

１） 業務名 

２） 業務の目的 

３） 業務内容 

４） 主たる部分 

５） 再委託の禁止 

６） 成果品 

７） 履行期間 

８） 電子入札 

９） その他 

４．指名されるために必要な要件 

１） 入札参加者に要求される資格 

２） 参加表明書に関する要件 

３） 入札参加者を選定するための基準 

５．参加表明書の提出等 

１） 作成方法 

２） 関連資料 

３） 提出期限、提出場所及び提出方法 

６．非指名理由について 

７．入札説明書の内容についての質問の受付及び回答 

８．入札及び開札の日時及び場所 

９．入札方法等 

１０．入札保証金及び契約保証金 

１１．開札 
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１２．入札の無効 

１３．落札者の決定方法 

１４．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置 

１５．手続きにおける交渉の有無 

１６．契約書作成の要否 

１７．支払条件 

１８．火災保険付保の要否 

１９．関連情報を入手するための照会窓口 

２０．その他の留意事項 

２１．苦情申し立てに関する事項 
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（２）入札参加者を指名するための基準 

■評価項目について 

○評価項目は原則「必須」項目のみとする。 

○但し、「個々の業務内容を勘案」し「選択」項目等も設定可能。 

※表中の「評価の着目点、判断基準」の欄が「◎」は必須項目、「○」は選択項目。 

■評価ウェイト 

○満点は１００点とする。 

○選択項目を追加する場合は、評価項目の重みと満点を変えないように設定する。 

 

評価項目 

 

 

評価の着目点 

 判断基準 

参加表明者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術部門登録 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】 

本業務に関する部門（○○部門）の建設コンサルタント登録がある機関、公益社団法人、公益財団法人、独立行

政法人、学校教育法に基づく大学。 

 

【地質調査業務の場合】 

本業務に関する部門（○○部門）の建設コンサルタント登録がある機関、地質調査業者登録がある機関、公益社

団法人、公益財団法人、独立行政法人、学校教育法に基づく大学。 

 

【測量の場合】 

測量業者登録がある機関。 

業務経験 

 業務実績 【◎】 

 平成 26 年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務実績を評価する。 

○同種業務実績がある。 

○類似業務実績がある。 

地域性 

 地理的条件 【○】 

 【「地質調査業務」及び「測量」のうち現場作業がある場合】 

【「土木関係建設コンサルタント業務」のうち現場作業（現地踏査等は除く）がある場合】 

本店、支店又は営業所の所在地を以下により評価する。 

① ○○○に本店がある。 

② ○○○に支店又は営業所がある。 
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③ 上記以外は指名しない 

 

【「地質調査業務」及び「測量」のうち現場作業がない場合】 

【「土木関係建設コンサルタント業務」のうち現場作業（現地踏査等は除く）がない場合】 

本店、支店又は営業所の所在地を以下により評価する。 

① ○○○に本店がある。 

② ○○○に支店又は営業所がある。 

③ 上記以外 

 

【業務内容により①以外を指名しないとする場合】 

本店の所在地を以下により評価する。 

① ○○○に本店がある。 

上記以外は指名しない 

 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和 4 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）のうち、国交省等発注業

務の平均業務評定点を以下の順位で評価する。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

なお、評価対象業務の業種区分は4．（1）1）に記載したものに限るものとし、上記の実績がない場合は加点しない。 

 

※入札説明書（個別）４．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち当該業

務の業種区分が記載される。 

 

優良表彰 【◎】 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、令和 4

年度以降令和 5 年度末までに完了した業務のうち、優良業務表彰等の表彰を受けた経験がある者を以下の順位で

評価する。 

なお、優良業務表彰における評価対象業務の業種区分は 4．（1）1）に記載したものに限る。 

①関東地方整備局発注業務で、優良業務表彰（局長）を受けた経験がある者。 

②関東地方整備局発注業務で、優良業務表彰（部長、事務所長）を受けた経験がある者。 

③インフラ DX 大賞（工事・業務分野における国土交通大臣賞、優秀賞）を受けた経験がある者。 

④関東インフラ DX 大賞（局長）を受けた経験がある者。 

⑤関東インフラ DX 大賞（事務所長）を受けた経験がある者。 

       

※入札説明書（個別）４．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち当該業

務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 
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管理（主任）技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○博士（工学）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

【地質調査業務の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門：選択科目を「土質及び基礎」、又は「応用理学－地質」） 

・建設部門（選択科目を「土質及び基礎」） 

・応用理学部門（選択科目を「地質」） 

○博士（理学）、博士（学術）又はそれと同等の学位 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で主任技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ（専門技術部門を「地質」又は「土質及び基礎」） 

○土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級：資格分野を「地盤・基礎」） 

 

【測量の場合】 

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○測量士 

 

継続教育取組実績 

 ＣＰＤの取得状況 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有り、かつ建設系ＣＰＤ協議会

の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 

 

【測量の場合】 

ＣＰＤの取得状況について以下の項目で評価する。 

建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等が有

り、かつ建設系ＣＰＤ協議会若しくは測量系ＣＰＤ協議会の各構成団体が推奨する単位を満たしている者。 
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業務経験 

 業務実績 【◎】 

 【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○同種業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

○類似業務に関する業務の成果をマネジメントした実務経験を有する者。 

○「○○」に関する研究実績を有する者。 

【技術者資格に博士を設定した場合に記載、「○○」には求める研究実績を記載する】 

 

【測量の場合】 

同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申請を 

行うことができる。 

 

専門技術力 

 業務成績 【◎】 

 令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した国交

省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の平均技

術者評定点を以下の順位で評価する。この場合、平均技術者評定点はテクリスに登録されている業務成績評定によ

る。 

①８０点以上、②７９点以上８０点未満、③７８点以上７９点未満、④７７点以上７８点未満 

⑤７６点以上７７点未満、⑥６０点以上７６点未満、⑦６０点未満 

なお、上記の実績がない場合は加点しない。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申請を行

うことができる。 

※入札説明書（共通事項）より 

  平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算出する。 

 

令和 5 年度に完了した業務について、担当した国交省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係

コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の技術者評定点に６０点未満がある場合は評価点を減ずる。 

なお、職務上従事した立場は、管理（主任）技術者又は担当技術者とする。 
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※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、その内

容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

 

優良表彰 【◎】 

 国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注業務（農業、漁港、港湾空港関係を除く）で、令和 2

年度以降令和 5 年度末までに完了した業務のうち、優秀技術者表彰又は優良業務表彰等の実績がある者を以下の

順位で評価する。 

なお、評価対象業務の業種区分は 4．（1）1）に限る。 

○関東地方整備局発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰を局長より受けた経験がある者。 

○関東地方整備局発注業務で、優秀技術者表彰又は優良業務表彰の表彰を部長・事務所長より受けた経験が

ある者。 

但し、照査技術者として従事した業務は除く。 

 

※入札説明書（個別）４．（１）１）には「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「測量」等のうち当該業

務の業種区分が記載される。なお、表彰以外は含まれない。 

 

専任性 

 手持ち業務量 【◎】 

 手持ち業務量が、業務説明書（共通事項）による契約金額以上又は契約件数以上となる者は選定しない。 

 

※入札説明書（共通事項）に以下のとおり記載。 

手持ち業務量の制限は、管理（主任）技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」か

ら受注した契約金額５００万円以上の業務（本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けてい

るが未契約のものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が５億円未満かつ契約件数の合計が１０件未満である

ことを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る金額で

落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数の合計を５件に読み替

えるものとする。 

複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務金額を

算出するものとする。 

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とす

る。 

・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担した業務の金額）と

する。 
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照査技術者の経験及び能力 

 資格要件 

 技術者資格 【○】 

 【土木関係建設コンサルタント業務の場合】  

技術者資格を以下の項目で評価する。 

○技術士 

・総合技術監理部門（建設部門関連科目） 

・建設部門 

○国土交通省登録技術者資格【登録資格の対象業務で管理技術者の位置づけがある場合に設定】 

○ＲＣＣＭ、土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

 

業務経験 

 業務実績 【○】 

 同種又は類似業務の実績等を以下の項目で評価する。 

○同種業務の実績を有する者。 

○類似業務の実績を有する者。 

 

※上記期間に長期休業を取得した場合は、休業期間に応じて評価対象期間を１年単位で延長するための申請を 

行うことができる。 

専門技術力 

 業務成績 【○】 

 令和 2 年度以降令和 5 年度末までに完了した業務（設計共同体としての業務を含む。）について、担当した国交

省等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び港湾空港関係を除く）の平均技

術者評定点が６０点未満である場合は選定しない。 

 

※他の評価項目において、長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の延長の申請が行われている場合は、その内

容に基づいて評価対象期間を１年単位で延長する。 

※入札説明書（共通事項）より 

平均業務評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は担当技術者である業務を対象に算出する。 

 

業務実施体制 

 業務実施体制の妥当性 【◎】 

 以下のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 

○主たる部分を再委託する場合。 

○業務の分担構成が、以下の１）から２）などで不明確又は不自然な場合。 

 

１）業務内容と無関係な分担業務 

２）分担業務の内容に対して過大又は過小な人員を配置 
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○管理（主任）技術者について複数名記載した場合。 

○担当技術者について８名を超えて記載した場合。（設計共同体の場合でも全体で８名までの記載とする。構成

員毎に８名ではない。） 

○設計共同体による場合に、業務の分担構成が細分化され過ぎている場合、一の分担業務を複数の構成員が

実施することとしている場合。 
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３－７ その他審査・評価における試行について 

（１）（試行：事業促進 PPP 業務実績を有する技術者を同種類似業務実績として認める試行）

○概要：事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者で、同種・類似業務の指導した実績をマネジメント経験

として認定し、事業促進ＰＰＰ業務以外の業務実績を有さない場合にも、他の設計業務等への参

加が可能 

○対象：プロポーザル方式、総合評価落札方式で発注する業務 

○認定条件：過去１０箇年度＋公示日までに事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者の立場で、同種類

似業務の指導経験がある（事業促進ＰＰＰ業務発注者が指導実績証明を発行）者。 

○評価の内容：技術者の同種・類似業務の実績（マネジメント経験）を有するものとする。 

○指導実績証明書について 

業務完了後、発注者より通知される成績評定通知書と合わせて、「指導実績証明書」を発行され

る証明書。（点数が決まった段階で発行の有無が決まるため、評定通知書と同時に通知）なお、指

導実績証明書については、申請した業務の業務評定点が７８点以上であることが条件となる。 

 

（２）（試行：事業促進ＰＰＰ業務の実績評価） 

○プロポーザル方式において、事業促進ＰＰＰ業務を管理技術者又は主任技術者で従事した実績を

持つ技術者を配置予定の管理（主任）技術者とする場合は、試行的に優秀技術者（事務所長）表

彰と同等に評価を行う。 

○評価期間については、完了年月日が過去４過年度＋公示日までとする。 

○テクリスにおいて、同一の業種区分であり、かつ事業推進ＰＰＰ業務であることが確認出来る場合に

限る。 

○当該試行を含めた、企業及び予定技術者の優良表彰の評価順位は、以下のとおりとする。 

○注意：部長・事務所長表彰を有する場合は、従来の表彰実績で評価する。 
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４ 発注者支援業務等における審査・評価 

 

４－１ 審査・評価に関する基本的な考え方 

 

Ⅰ 発注者支援業務、公物管理補助業務、用地補償総合技術業務 

 

（１）発注方式 

 

○全て一般競争入札（総合評価落札方式：標準型（１：２））とする。 

 

（２）配点の基本的な考え方 

 

○配置予定管理技術者（又は主任担当者）の「資格・実績等」や配置予定担当技術

者の「実績」よりも「実施方針」や「技術提案」の配点割合を高くする。 

○「実施方針」、「技術提案」は技術評価の配点合計の５０％以上とする。 

 

（３）入札段階における配点 

 

○入札段階における配置予定管理技術者（又は主任担当者）の評価の「資格・実績

等」、配置予定担当技術者の評価の「実績」、「実施方針」、「技術提案」及び「賃

上げ評価」に対する評価のウエイトは、以下の通りとする。 

 

評価項目 
管理技術者 担当技術者 技術提案等 

賃上げ評価 
資格 実績等 実績 実施方針 評価テーマ 

評価の 

ウエイト 

23.5％ 70.6％ 5.9％ 

5.9％ 

（5） 

11.7％ 

（10） 

5.9％ 

（5） 

35.3％ 

（30） 

35.3％ 

（30） 

5.9％ 

（5） 

 

（４）設計共同体の活用 

 

○発注者支援業務等において設計共同体による競争参加は、技術力の結集に品質

確保の向上及び企業の積極的な参加による競争性の向上が図られることから、適

切に評価できるよう配慮する。 

○発注者支援業務等において設計共同体として認める業務区分は、以下の通りとす

る。 
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■設計共同体として認める業務区分 

対象業務 分担できる業務の区分 

発

注

者

支

援

業

務 

工事監督支援業務 

業務内容 河川、道路、電気、機械、公園  等 

工   種 維持修繕、改築  等 

区   域 

出張所（監督官）単位 

河川単位 

道路路線単位  等 

積算技術業務 

業務内容 河川、道路、電気、機械  等 

工   種 維持修繕、改築 等 

区   域 

出張所（監督官）単位 

河川単位 

道路路線単位  等 

公

物

管

理

補

助

業

務 

河川巡視支援業務 

業務内容 河川、電気、機械  等 

区   域 
出張所単位 

河川単位  等 

河川許認可審査 

支援業務 

業務内容 

河川、電気、機械  等 

占用申請の審査受付、 

現地での占用状況の確認  等 

区   域 
出張所単位 

河川単位  等 

ダム管理支援業務 

業務内容 
河川、電気、機械  等 

流域放流区間巡回、ダム操作業務  等 

区   域 
出張所単位 

河川単位  等 

堰・排水機場等 

管理支援業務 

業務内容 河川、電気、機械  等 

区   域 

出張所単位 

河川単位 

施設単位  等 

道路許認可審査 

・適正化指導業務 

業務内容 

道路、電気、機械  等 

占用申請の審査受付、現地立会 

特車申請の審査・指導取締り  等 

区   域 
出張所単位 

道路路線単位  等 

用地補償総合技術業務 

業務内容 河川、道路  等 

区   域 
河川単位 

道路路線単位  等 
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Ⅱ 行政事務補助業務① 

（調査設計資料作成業務、用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

 

（１）発注方式 

 

○全て一般競争入札（総合評価落札方式：簡易型（１：１））とする。 

 

（２）配点の基本的な考え方 

 

○配置予定管理技術者（又は主任担当者）の「資格・実績等」や配置予定担当 

技術者の「実績」よりも「実施方針」の配点割合を高くする。 

 

（３）入札段階における配点 

 

○入札段階における配置予定管理技術者（又は、主任担当者）の評価の「資格・

実績等」、配置予定担当技術者の評価の「実績」、「実施方針」及び「賃上げ評

価」に対する評価のウエイトは、以下の通りとする。 

 

■調査設計資料作成業務 

評価項目 
管理技術者 担当技術者 技術提案等 

賃上げ評価 
資格 実績等 実績 実施方針 

評価の 

ウエイト 

35.3％ 58.8％ 5.9％ 

11.8％ 

（10） 

17.6％ 

（15） 

5.9％ 

（5） 

58.8％ 

（50） 

5.9％ 

（5） 

 

■用地調査点検等技術業務       

評価項

目 

主任担当者 技術提案等 
賃上げ評価 

資格 実績等 実施方針 技術提案 

評価の 

ウエイト 

35.3％ 58.8％ 5.9％ 

11.8％ 

（10） 

23.5％ 

（20） 

29.4％ 

（25） 

29.4％ 

（25） 

5.9％ 

（5） 

 

■裁決申請等関係資料作成整理等業務 

災害復旧用地関係資料作成整理等業務     

評価項目 
主任担当者 技術提案等 

賃上げ評価 
資格 実績等 実施方針 

評価の 

ウエイト 

35.3％ 58.8％ 5.9％ 

11.8％ 

（10） 

23.5％ 

（20） 

58.8％ 

（50） 

5.9％ 

（5） 
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（４）設計共同体の活用 

 

○設計共同体による競争参加は認めない。 

 

 

Ⅲ 行政事務補助業務② 

（施工体制調査業務） 

 

   （１）発注方式 

 

○全て一般競争入札（総合評価落札方式：標準型（１：２）） 

 

（２）配点の基本的な考え方 

 

○配置予定管理技術者の「資格・実績等」や配置予定担当技術者の「実績」より 

も「実施方針」や「技術提案」の配点割合を高くする。 

○「実施方針」、「技術提案」は技術評価の配点合計の５０％以上とする。 

 

（３）入札段階における配点 

 

○配置予定管理技術者の評価の「資格・実績等」、配置予定担当技術者の評価の

「実績」、「実施方針」、「技術提案」及び「賃上げ評価」に対する評価のウエイトは、

以下の通りとする。 

 

評価項目 
管理技術者 担当技術者 技術提案等 

賃上げ評価 
資格 実績等 実績 実施方針 評価テーマ 

評価の 

ウエイト 

23.5％ 70.6％ 5.9％ 

5.9％ 

（5） 

11.7％ 

（10） 

5.9％ 

（5） 

35.3％ 

（30） 

35.3％ 

（30） 

5.9％ 

（5） 

 

（４）設計共同体の活用 

 

○設計共同体による競争参加は認めない。
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４－２ 資格要件について 

 

Ⅰ 発注者支援業務、公物管理補助業務、用地補償総合技術業務 

 

（１）競争参加者に対する資格要件 

○基本的要件 

①単体企業 

１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令 165 号）第 70 条（一般競争に参加させるこ

とができない者）及び第 71条（一般競争に参加させないことができる者）の規定に該当

しない者であること。 

２） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和５・６年度○○※１に係る一般

競争（指名競争）参加資格※２の認定を受けていること。 

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める

手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

３） 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コ

ンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又は、これに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（３）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

６） 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納が無いこと。 

７） 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が無いこ

と。 

【用地補償総合技術業務の場合、以下を適用】 

８） 「補償コンサルタント登録規程」（昭和５９年９月２１日建設省告示第１３４１号）（以

下、「登録規程」という。）第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門又は土地調査部

門、土地評価部門、物件部門及び補償関連部門の４部門全ての登録部門において

登録を受けていること。 

なお、登録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門又は土地調査部門、土

地評価部門、物件部門及び補償関連部門の４部門全ての登録部門において登録を

受けていない企業も申請書を提出することができるが、開札の時において、登録規程
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※１ ： ○○には、「土木関係建設コンサルタント業務」、「補償関係コンサルタント業務」のうちい 

ずれかを記載。 

※２ ： ４月１日以前の場合は、申請を行い受理されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門又は土地調査部門、土地評価部門、物

件部門及び補償関連部門の４部門全ての登録部門において登録を受けていなければ

ならない。 

９） ３）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も申請書を提

出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

②設計共同体 

１） 単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担

業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（令和○

年○月○日【公示日】付け関東地方整備局長）に示すところにより、関東地方整備局

長から○○○○業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を当該業

務の開札の時までに受けているものであること。 
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   ○公平性・中立性に関する資格要件 

 

① 入札参加者間に資本関係・人的関係※１がないこと。 

【発注者支援業務及びダム管理支援業務の場合、以下を適用】（注１） 

②業務の履行期間中に工期がある当該事務所（管理所）の発注工事に参加※２している者 

及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面※３で関係がないこと。 

【河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務及びダム管理支援業務の場合、以下

を適用】（注２） 

③業務対象河川内の占用者及びその占用者等と資本面・人事面※３で関係がないこと。 

【道路許可審査・適正化指導業務の場合、以下を適用】 

④業務に関連する特定の企業や団体と資本面・人事面※３における関連の有無に関わら 

ず、業務提携及び技術提携等を行うなど、中立性・公平性に欠けることがないこと。 

【用地補償総合技術業務の場合、以下を適用】 

⑤入札に参加しようとする者は、本業務の履行箇所に係る被補償者との間において、資本 

的・人的関係※４がないこと。 

⑥上記②～⑤の確認資料又は誓約書を提出する。 

（注１） ： 業務内容に監督の支援、積算の支援、技術審査の支援に関する業務が付随されている場

合に適用。 

（注２） ： 業務内容に許認可等の審査、指導の支援に関する業務が付随されている場合に適用。 

※１ ： 「資本関係、人的関係」とは以下のものをいう。 

○資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社を

いう。ｂ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。ｂ）

において同じ）の関係にある場合 

ｂ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

○人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但しａ）については、会社等（会社法施行規

則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存

続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に

規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

ａ）一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執
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行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行す

る社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の

役員を現に兼ねている場合 

ｂ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更

生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を

現に兼ねている場合 

c）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

○その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上

記の資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合。 

※２ ： 「発注工事に参加」とは、当該工事を受注又は当該工事の下請けをしていること。 

※３ ： 「資本面・人事面で関係がある場合」とは以下のものをいう。 

１）一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有 

し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。 

２）一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼 

ねている場合。 

  ※４ ： 「資本的・人的関係がないこと」とは以下のことをいう。 

１）会社法に基づく子会社、親会社の関係にないこと。 

２）入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の役員が被補償者でないこ 

と又は入札参加者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと。 
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 ○業務実施体制、実績等に関する資格要件 

 

（発注者支援業務、公物管理補助業務） 

①競争参加資格確認申請者は、○○※１に業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に

常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

②業務の主たる部分を再委託していないこと。 

業務の分担構成が不明確又は不自然※２でないこと。 

③「国、特殊法人、地方公共団体等」※３から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した発注者支援業務等※４において、１件以上※５の実績を有すること。 

④上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として認めない） 

※１ ： 業務により以下のとおりとする。 

○発注者支援業務、河川許認可審査支援業務、道路許認可・適正化指導業務の場 

合： 「関東地方整備局管内」 

○河川巡視業務、ダム管理支援業務、堰・排水機場等管理支援業務の場合 

 ： 「○○県内」 

※２ ： 設計共同体の場合は、業務の分担構成が必要以上に細分化されないこと。 

※３ ： 「国、特殊法人、地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、 

地方公社（注３）、公益法人（注４）、大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）をいう。 

（注１） ： 「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第一条

に示す以下のものをいう。 

○国際空港(株) ： 新関西、成田 

○高速道路(株) ： 東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神 

○日本中央競馬会 

○中間貯蔵・環境安全事業(株) 

○沖縄科学技術大学院大学学園 

○国立研究開発法人 

宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、 

森林研究・整備機構、日本原子力研究開発機構 

○独立行政法人 

空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、      

国際協力機構、国立科学博物館、国立高等専門学校機構、 

国立女性教育会館、国立青少年教育振興機構、国立美術館、 

国立文化財機構、自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、 
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日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、 

日本スポーツ振興センター、水資源機構、労働者健康安全機構 

（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第２条 

及び第３条に示す独立行政法人を含む） 

○国土交通省所管のその他の独立行政法人 

○地方共同法人日本下水道事業団 

○文部科学省所管の大学共同利用機関法人 

（注２） ： 「地方公共団体」とは、地方自治法第１条の３に規定する以下のものをいう。 

○普通地方公共団体：都道府県、市町村 

○特別地方公共団体：特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団 

（注３） ： 「地方公社」とは、以下のものをいう。 

○地方道路公社法に基づく道路公社 

○公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した｢土地開発公社｣ 

○地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」 

（注４） ： 「公益法人」とは、以下のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立さ 

れた一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の 

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成 

２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていな 

い法人（特例社団法人又は特例財団法人）。 

（注５） ： 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。 

鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、 

電気通信会社 

※４ ： 「発注者支援業務等」とは、以下のものをいう。 

発注者支援業務、公物管理補助業務、行政事務補助業務（公物管理補助業務のみ

対象）、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討･計画策

定業務、管理施設調査･運用・点検業務、測量業務、地質調査業務 

※５ ： 記載する業務件数は、最大２件とする。 
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 （用地補償総合技術業務） 

①競争参加資格確認申請書者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定主任担

当者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

② 業務の主たる部分を再委託していないこと。 

業務の分担構成が不明確又は不自然※１でないこと。 

③「国、特殊法人、地方公共団体等」※２から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した用地補償技術（補助）業務等※３において、１件以上※４の実績を有すること 

④上記の実績業務において、関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領等※５ 

に基づく業務成績がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として

認めない） 

 

※１については、上記（発注者支援業務、公物管理補助業務）と同様。 

※２ ： 「国、特殊法人、地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、 

地方公社（注３）又は土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者をいう。 

    （注１～３については、上記（発注者支援業務、公物管理補助業務）と同様） 

※３ ： 「用地補償技術（補助）業務等」とは、以下のものをいう。 

○「補償コンサルタント登録規程」第２条第１項の別表及び「補償コンサルタント登録規 

程の施行及び運用について」（令和 2 年 12 月 23 日付国不用第 35 号）記１の別 

紙に定めるいずれかの業務。 

         （用地補償技術（補助）業務、用地補償総合技術業務、用地関係資料作成整理等 

業務、用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、災害 

復旧用地関係資料作成整理等業務及び環境省発注業務で中間貯蔵施設整備事 

業に従事し、環境省から業務実績の証明を受けた事業を含む。） 

※４ ： 記載する業務件数は、１件とする。 

※５ ： 「関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領等」とは、以下のものをいう。 

○関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領 

○関東地方整備局用地関係業務成績評定要領 

○地方整備局用地関係業務成績評定要領 

○国土交通省、内閣府沖縄総合事務局開発建設部（いずれも港湾空港関係を除く）が

定める成績評定要領 
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○配置予定（管理技術者・主任担当者）に関する資格要件 

（発注者支援業務※１、公物管理補助業務） 

 

①以下のいずれかの資格等を有するもの 

○技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） 

○一級土木施工管理技士 

○土木学会（特別上級、上級、１級）技術者 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※２ 

○一級造園施工管理技士※３ 

【発注者支援業務の場合、以下を追加】 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ） 

【河川巡視支援業務の場合、以下を追加】 

○国土交通省登録技術者資格（施設分野：堤防・河道－業務：点検・診断） 

【河川巡視支援業務及び河川許認可審査支援業務の場合、以下を追加】 

○河川維持管理技術者 

【河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務及び堰・排水

機場等管理支援の場合、以下を追加】 

○河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者 

【ダム管理支援業務の場合、以下を追加】 

○河川法第５０条第１項の管理主任技術者の経験を５年以上有する者 

【ダム管理支援業務及び堰・排水機場等管理支援の場合、以下を追加】 

○河川法施行規則第２７条の２第１項第１号に基づく登録試験（ダム管理技士試験） 

に合格あるいは第２号の研修を修了した者 

【道路許認可審査・適正化指導業務の場合、以下を追加】 

○道路法第７１条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者 

又はその他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者 

【河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・排水機

場等管理支援及び道路許認可審査・適正化指導業務の場合、以下を追加】 

○河川又は道路関係の技術的行政経験※４を２０年以上有する者 

②「国、特殊法人、地方公共団体等」※５から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した同種又は類似業務※６について、１件以上の実績を有すること。 

③上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として認めない） 
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④本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係がなければなら

ない。 

⑤公示日における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」※７の者であること。 

⑥継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等があり、各団体が推奨す

る単位を満たしている場合に評価する。※８ 

 

※１ ： 「工事監督支援業務」及び「積算技術業務」は、電気設備工事のみの場合は除く。 

※２ ： 「ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり。 

○「ＲＣＣＭ」は、技術士部門と同様の建設部門に限る。 

○「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により 

登録ができない立場にいる者。 

※３ ： 業務内容に造園工事が相当程度含まれる「工事監督支援業務」及び「積算技術業務」 

の場合に適用。 

※４ ： 「技術的行政経験」とは以下のとおり。 

○国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事したことをいう。 

※５ ： 上記「業務実施体制、実績等に関する資格要件」（発注者支援業務、公物管理補助業務）

の（注１）と同様。 

※６ ： 元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行

った業務実績も同種又は類似業務として認める。また、発注者として従事した同種又は類似

業務の経験も実績として認める。ただし、照査技術者として従事した業務は除く。 

※７ ： 手持ち業務量について 

○手持ち業務量の制限は、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額５００万 

円以上の業務を対象とし、５億円未満、１０件未満を標準とする。 

○手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関 

係及び営繕工事に係るものを除く。）において、調査基準価格を下回る金額で落札し 

た業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、件数を 

１０件から５件にするものとする。 

※８ ： 継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価については、「３ 土木関係建設コンサルタント業務等に

おける審査評価」（3-7～3-8 ページを参照） 
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■同種又は類似業務 （●：同種業務  ○：類似業務） 

 

（発注者支援業務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公物管理補助業務） 

 

 

  

業務内容

求める業務実績 積算技術業務 技術審査業務 工事監督支援業務

発注者支援業務 ● ● ●

公物管理補助業務（河川・道路） ● ● ●

ＣＭ業務 ○ ○ ○

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務 ○ ○ ○

土木設計における概略・予備・詳細設計業務（河川・道路） ○ ○ ○

土木工事（監理技術者） ○ ○ ○

発注者支援業務

業務内容

求める業務実績 河川巡視支援業務
河川許認可支援業

務
ダム管理支援業務

堰・排水機場等管
理支援業務

道路許認可審査・
適正化指導業務

発注者支援業務 ● ●○ ●○ ● ●

公物管理補助業務（河川） ● ●○ ●○ ●

公物管理補助業務（道路） ●

ＣＭ業務 ●

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務 ●

調査検討・計画策定業務（河川） ○ ○ ○ ○

管理施設調査・運用・点検業務（河川） ○ ●○ ○ ○

管理施設調査・運用・点検業務（道路） ●

土木設計における概略・予備・詳細設計業務（河川） ○ ○ ○ ○

土木設計における概略・予備・詳細設計業務（道路） ○

土木工事（監理技術者） ○ ○ ○ ○ ○

公物管理補助業務
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（発注者支援業務（電気通信設備工事のみの場合）※１） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの 

○技術士（総合技術監理部門：電気電子部門関連科目又は電気電子部門） 

○一級電気工事施工管理技士 

○一級電気通信工事施工管理技士 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ） 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※２ 

②「国、特殊法人、地方公共団体等」※３から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した同種又は類似業務※４について、１件以上の実績を有すること。 

③上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として認めない） 

③本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係がなければなら

ない。 

④公示日における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」※５の者であること。 

⑤継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等があり、各団体が推奨す

る単位を満たしている場合に評価する。※６ 

 

※１ ： 「工事監督支援業務」及び「積算技術業務」の場合に適用。 

※２ ： 「ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり。 

○「ＲＣＣＭ」は、技術士部門と同様の電気電子部門に限る。 

○「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により 

登録ができない立場にいる者。 

※３ ： 上記（発注者支援業務（電気設備工事のみの場合を除く）、公物管理補助業務）「業務実

施体制、実績等に関する資格要件」の（注１）と同様 

 

※４ ： 上記（発注者支援業務（電気設備工事のみの場合を除く）、公物管理補助業務）「業務実

施体制、実績等に関する資格要件」の※７と同じ 

※５ ： 上記「業務実施体制、実績等に関する資格要件」（発注者支援業務（電気設備工事のみ

の場合を除く）、公物管理補助業務）の※８と同様。 

※６ ： 継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価については、「３ 土木関係建設コンサルタント業務等に

おける審査評価」（3-7～3-8 ページを参照） 
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■同種又は類似業務 （●：同種業務  ○：類似業務） 

 

（発注者支援業務） 

 

 

 

  

業務内容

求める業務実績 積算技術業務 工事監督支援業務

発注者支援業務 ● ●

公物管理補助業務（河川・道路） ● ●

ＣＭ業務 ○ ○

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務 ○ ○

電気通信設備設計における概略・予備・詳細設計業務（河川・道路） ○ ○

電気通信設備工事（監理技術者） ○ ○

発注者支援業務
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（用地補償総合技術業務） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し７年以上の

実務の経験を有する者であって、補償業務に関し５年以上の指導監督的実務の経

験を有する者。 

○補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以上を含む２０年以上の実務の 

経験を有する者。 

○登録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者。 

○一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める補償業務管理士研修及び検定 

試験実施規程（平成３年３月 28 日理事会決定）（以下「実施規程」という。）第３条に

掲げる総合補償部門において実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳

に登録された補償業務管理士。 

○実施規程第３条に掲げる土地調査部門、土地評価部門、物件部門及び補償関連部 

門の４部門全てにおいて実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登

録された補償業務管理士。 

②国、特殊法人、地方公共団体等」※１から受注した、平成２１年度から公示日までの間に

完了した同種又は類似業務※２において１件以上の実績※３を有すること。 

③上記の実績業務において、関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領等※４

に基づく業務成績がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として

認めない） 

④本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係がなければなら 

ない。 

⑤配置予定主任担当者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていない 

こと。 

⑥公示日における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」※５の者であること。 

⑦継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等があり、各団体が推奨する

単位を満たしている場合に評価する。※６ 

 

※１，３，４については、上記「業務実施体制・実績等に関する要件」（用地補償総合技術業務）の

※２，４，５と同様 
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※２ ： 「同種業務又は類似業務」とは、以下のものをいう。 

●同種業務 ： 登録規程第２条第１項の別表及び運用通知記１の別紙で定める補償関連

部門の補償説明業務又は総合補償部門の公共用地交渉業務（用地補償

技術（補助）業務及び用地補償総合技術業務を含む） 

 

○類似業務 ： 登録規程第２条第１項の別表及び運用通知記１の別紙に定めるいずれか

の業務（同種業務を除き、用地関係資料作成整理等業務、裁決申請等関

係資料作成整理等業務、災害復旧用地関係資料作成整理等業務及び用

地調査点検等技術業務を含む。）。 

※５ ： 手持ち業務量について 

○手持ち業務量の制限は、主任担当者又は担当技術者（測量又は地質調査業務におけ 

る主任技術者及び担当技術者、土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者 

及び担当技術者、又は他の業種においてこれらに相当する技術を含む。）となっている 

契約金額５００万円以上の業務を対象とし、５億円未満、１０件未満を標準とする。 

○手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係 

及び営繕工事に係るものを除く。）において、調査基準価格を下回る金額で落札した業 

務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、件数を１０件 

から５件にするものとする。 

※６ ： 継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価については、「５ 補償関係コンサルタント業務におけ

る審査・評価」（5-2～5-3 ページを参照） 
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○配置予定（担当）技術者に関する資格要件等 

 

（発注者支援業務※１、公物管理補助業務） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの※２ 

○技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） 

○技術士補（建設部門） 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※３ 

○土木施工管理技士（一級、二級） 

○土木施工管理技士補（一級） 

○土木学会（特別上級、上級、１級、２級）土木技術者 

○「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験

が１年以上の者※４ 

○河川又は道路関係の技術的行政経験※５を５年以上有する者 

【発注者支援業務の場合、以下を追加】 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）(Ⅱ) 

【河川巡視支援業務の場合、以下を追加】 

○国土交通省登録技術者資格（施設分野：堤防・河道－業務：点検・診断） 

【河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務及び堰・排水機場等管理支援業務

の場合、以下を追加】 

○河川維持管理技術者 

○河川点検士 

【河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、堰・排水機場等管理支援業務及

びダム管理支援業務の場合、以下を追加】 

○河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者 

○その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者 

【ダム管理支援業務の場合、以下を追加】 

○河川法第 50 条第 1 項の管理主任技術者の経験を５年以上有する者 

【ダム管理支援業務及び堰・排水機場等管理支援業務の場合、以下を追加】 

○河川法施行規則第２７条の２第１項第１号に基づく登録試験（ダム管理技士試験に

合格あるいは第２号の研修を修了した者 

【道路許認可審査・適正化指導業務の場合、以下を追加】 

○道路法第７１条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者 

○道路交通行政経験を５年以上有する者 
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②発注者支援業務の業務内容に土木営繕、電気通信設備等の工事が相当程度含まれ

る場合は、以下の資格を加える。 

【発注者支援業務】 

１）土木営繕工事が相当数含まれる場合 

○建築士（一級、二級） 

○建築施工管理技士（一級、二級） 

○建築施工管理技士補（一級） 

２）造園工事が相当数含まれる場合 

○造園施工管理技士（一級、二級） 

○施工管理技士補（一級） 

○都市公園関係の技術的行政経験を５年以上有する者 

【発注者支援業務及びダム管理支援業務】 

３）電気通信設備工事相当程度含まれる場合 

○技術士（総合技術監理部門：電気電子部門関連科目又は電気電子部門） 

○技術士補（電気電子部門） 

○電気工事施工管理技士（一級、二級） 

○電気工事施工管理技士補（一級） 

○電気通信工事施工管理技士（一級、二級） 

○電気通信工事施工管理技士補（一級） 

○電気工事士（第一種、第二種） 

○電気主任技術者（第一種、第二種、第三種） 

○電気通信主任技術者（電送交換主任技術者又は線路主任技術者） 

○第一級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者 

４）機械設備工事が相当数含まれる場合 

○技術士（総合技術監理部門：機械部門関連科目又は機械部門） 

○技術士補（機械部門） 

○建設機械施工管理技士（一級、二級） 

○建設機械施工管理技士補（一級） 

５）管工事が相当数含まれる場合 

○管工事施工管理技士（一級、二級） 

○官工事施工管理技士補（一級） 

※１ ： 「工事監督支援業務」及び「積算技術業務」は、電気設備工事のみの場合は除く。 

※２ ： 担当技術者を複数名配置する場合、以下のとおりとする。 

○積算技術業務、技術審査業務及びダム管理支援業務の場合 

・一つの履行場所において担当技術者を複数配置する場合は、１名のみ資格を有す 
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る必要はない。 

○河川巡視支援業務の場合 

・担当技術者のうち１名以上が、「河川維持管理技術者」または「河川点検士」の資 

格を有する場合は、別の担当技術者１名に限り、資格を有する必要はない。 

○河川許認可審査支援業務の場合 

・一つの履行場所において担当技術者を複数配置する場合は、１名が資格をみたし 

ていれば良い。ただし、資格者の配置割合は１／３（人）を下回らないこと。 

○道路許認可審査・適正化指導業務の場合 

・一つの履行場所において担当技術者を複数配置する場合は、１名が資格を満たし 

ていれば良い。ただし、資格者の配置割合は１／５（人）を下回らないこと。 

（特車業務は、１／３（人）） 

※３ ： 「ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり。 

○「ＲＣＣＭ」は、技術士部門と同様の建設部門に限る。 

○「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により 

登録ができない立場にいる者。 

※４ ： 「実務経験が１年以上の者」とは、複数年契約の業務で完了していない場合においても、1

年以上従事していれば、実務経験を有するものとする。 

※５ ： 「技術的行政経験」とは国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事した

ことをいう。 
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（発注者支援業務（電気通信設備工事のみの場合）※１） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○技術士（総合技術監理部門：電気電子部門関連科目又は電気電子部門） 

○技術士補（電気電子部門） 

○電気工事施工管理技士（一級、二級） 

○電気工事施工管理技士補（一級） 

○電気通信工事施工管理技士（一級、二級） 

○電気通信工事施工管理技士補（一級） 

○電気工事士（第一種、第二種） 

○電気主任技術者（第一種、第二種、第三種） 

○電気通信主任技術者（電送交換主任技術者又は線路主任技術者） 

○第１級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※２ 

○「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が１

年以上の者※３ 

○河川又は道路関係の技術的行政経験※４を５年以上有する者 

 

※１ ： 「工事監督支援業務」及び「積算技術業務」の場合。 

※２～４については、上記「配置予定（管理技術者・主任担当者）に関する資格要件」（発注者支援

業務（電気通信設備工事のみの場合））の※２～４と同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 発注者支援業務等における審査・評価   

４－２ 資格要件について 

4-23 

 

 

 （用地補償総合技術業務） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し５年以上の

実務の経験を有する者であって、補償業務に関し３年以上の指導監督的実務の経

験を有する者。 

○補償業務全般に関する指導監督的実務の経験５年以上を含む１０年以上の実務の 

経験を有する者。 

○登録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者。 

○一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検

定試験実施規程（平成３年３月 28 日理事会決定）（以下「実施規程」という。）第３条

に掲げる総合補償部門において実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台

帳に登録された補償業務管理士。 

○実施規程第３条に掲げる土地調査部門、土地評価部門、物件部門及び補償関連部 

門の４部門全てにおいて実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登

録された補償業務管理士。 

②配置予定担当技術者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていない 

こと。 

 

 

○配置予定業務従事者に関する資格要件等 

 

（用地補償総合技術業務） 

①以下の条件をすべて満たす者であること。ただし、業務従事者を複数名配置する場合、 

  うち１名については、下記①を満たす必要はない。 

○公共用地取得に関する補償業務について、３年以上の実務経験を有する者（行政

機関の職員としての経験、民間コンサルタントの職員としての経験の別を問わない）。 

○配置予定業務従事者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていな 

いこと 
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Ⅱ 行政事務補助業務① 

（調査設計資料作成業務、用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、   

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

 

（１）競争参加者に対する資格要件 

 

○基本的要件 

 

（調査設計資料作成業務） 

①単体企業（設計共同体での参加は認めない） 

１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令 165 号）第 70 条（一般競争に参加させる

ことができない者）及び第 71 条（一般競争に参加させないことができる者）の規定に

該当しない者であること。 

２） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和５・６年度土木関係コンサル

タント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定め

る手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

３） 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設

コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又は、これに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

６） ２）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も申請書を提

出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

７）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納が無いこと。 

８）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が無いこ

と。 
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（用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、 

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

①単体企業（設計共同体での参加は認めない） 

１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令 165 号）第 70 条（一般競争に参加させるこ

とができない者）及び第 71条（一般競争に参加させないことができる者）の規定に該当

しない者であること。 

２） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和５・６年度補償関係コンサル

タント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める

手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

３） 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コ

ンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又は、これに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

７）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納が無いこと。 

８）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が無いこと。 

【用地調査点検等業務の場合、以下を適用】 

９） 「補償コンサルタント登録規程」（昭和 59 年９月 21 日建設省告示第 1341 号）（以

下「登録規程」という。）第２条第１項の別表に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部

門」又は「土地調査部門及び物件部門の両部門」の登録部門において登録を受けて

いること。 

なお、登録規程第２条第１項の別表に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部門」又

は「土地調査部門及び物件部門の両部門」の登録部門において登録を受けていない

企業も申請書を提出することができるが、開札の時において、登録規程第２条第１項

の別表に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部門」又は「土地調査部門及び物件部

門の両部門」の登録部門において登録を受けていなければならない。 
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【裁決申請等関係資料作成整理等業務及び災害復旧用地関係資料作成整理等業

務の場合、以下を適用】 

１０） 登録規程第２条第１項の別表に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部門」、「土

地調査部門」、「物件部門」のうちいずれかの登録部門において登録を受けているこ

と。なお、登録規程第２条第１項の別表に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部門」、 

「土地調査部門」、「物件部門」の登録部門において登録を受けていない企業も申請

書を提出することができるが、開札の時において、登録規程第２条第１項の別表に掲

げる「補償関連部門」、「総合補償部門」、「土地調査部門」、「物件部門」のうちいずれ

かの登録部門において登録を受けていなければならない。 

１１） ２）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も申請書を提

出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 
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○公平性・中立性に関する資格要件 

 

（調査設計資料作成業務） 

①入札に参加しようとする者の間に資本関係・人的関係※１がないこと。 

②業務の履行期間中に履行期間がある当該事務所（管理所）の発注業務に参加している

者※２及びその発注業務に参加している者と資本面・人事面※３で関係がないこと。 

③上記①～②が確認できる資料として誓約書を提出する。 

※１ ： 「資本関係、人的関係」とは以下のものをいう。 

○資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社を

いう。ｂ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。ｂ）

において同じ）の関係にある場合 

ｂ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

○人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但しａ）については、会社等（会社法施行規

則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存

続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に

規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

ａ）一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執

行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行す

る社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の

役員を現に兼ねている場合 

ｂ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更

生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を

現に兼ねている場合 

c）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

○その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上

記の資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合。 

※２ ： 「発注業務に参加」とは、当該業務を受注又は当該業務の下請けをしていること。 
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※３ ： 「資本面・人事面で関係がある場合」とは、以下のものをいう。 

１）一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、

又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。 

２）一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ね

ている場合。 
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（用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、 

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

①入札に参加しようとする者の間に資本関係・人的関係※１がないこと。 

【用地調査点検等技術業務の場合、以下を適用】 

②本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者※２は、

履行期間中、本業務の履行箇所に係る他の用地調査等業務の入札に参加してはなら

ない。 

【用地調査点検等技術業務の場合、以下を適用】 

③本業務の履行期間中に本業務の履行箇所に係る用地調査等業務の履行期間がある

業務を受注している者及びその者と資本面・人事面で関係がある者※２は当該業務を受

注することができない。※３ 

④本業務の履行箇所に係る被補償者との間において、資本的・人的関係がないこと。※４ 

⑤上記②～④の確認資料又は誓約書を提出する。 

※１は、上記（調査設計資料作成業務）の※１と同様。 

※２は、上記（調査設計資料作成業務）の※３と同様。 

※３ ： 他の用地調査等業務及び当該業務の履行期間中に、当該業務の履行箇所に係る用地調

査等業務の履行期間がある業務が、事業認定申請図書等作成業務など、当該業務におけ

る権利者に対する適正な補償の確保に影響を与えない業務である場合にはこの限りではな

い。 

※４ ： 「資本的・人的関係がないこと」とは、以下のことをいう 

    １）会社法に基づく子会社、親会社の関係にないこと。 

    ２）入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の役員が被補償者でないこと

又は入札参加者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと。    
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○業務実施体制、実績等に関する資格要件 

 

（調査設計資料作成業務） 

①競争参加資格確認申請者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術 

者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

②業務の主たる部分を再委託していないこと。 

業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

③「国、特殊法人、地方公共団体等」※１から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した発注者支援業務等※２において、１件以上※３の実績を有すること。 

④上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は欠格） 

※１ ： 「国、特殊法人、地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、 

地方公社（注３）、公益法人（注４）、大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）をいう。 

（注１） ： 「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第一条

に示す以下のものをいう。 

○国際空港(株) ： 新関西、成田 

○高速道路(株) ： 東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神 

○日本中央競馬会 

○中間貯蔵・環境安全事業(株) 

○沖縄科学技術大学院大学学園 

○国立研究開発法人 

宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、 

森林研究・整備機構、日本原子力研究開発機構 

○独立行政法人 

空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、      

国際協力機構、国立科学博物館、国立高等専門学校機構、 

国立女性教育会館、国立青少年教育振興機構、国立美術館、 

国立文化財機構、自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、 

日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、 

日本スポーツ振興センター、水資源機構、労働者健康安全機構 

（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第２条 

及び第３条に示す独立行政法人を含む） 

○国土交通省所管のその他の独立行政法人、 

○地方共同法人日本下水道事業団 

○文部科学省所管の大学共同利用機関法人 
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（注２） ： 「地方公共団体」とは、・地方自治法第１条の３に規定する以下のものをいう。 

○普通地方公共団体：都道府県、市町村 

○特別地方公共団体：特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団 

（注３） ： 「地方公社」とは、以下のものをいう。 

○地方道路公社法に基づく道路公社 

○公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した｢土地開発公社｣ 

○地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」 

（注４） ： 「公益法人」とは、以下のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立さ 

れた一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の 

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成 

２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていな 

い法人（特例社団法人又は特例財団法人）。 

（注５） ： 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。 

鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、 

電気通信会社  

※２ ： 「発注者支援業務等」とは、以下のものをいう。 

発注者支援業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、 

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討･計画策定業務、 

管理施設調査･運用・点検業務、測量業務、地質調査業務 

※３ ： 記載する業務件数は、最大２件とする。 
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（用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、 

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

①競争参加資格確認申請者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定主任担当

者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

②業務の主たる部分を再委託していないこと。 

業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

③「国、特殊法人、地方公共団体等」※１から受注した、平成２１年度から公示日までに完

了した用地補償技術（補助）業務等※２において、１件以上の実績を有すること。 

④上記の実績業務において、関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領等※３ 

に基づく業務成績がある場合、６０点以上４であること。（６０点未満の場合は実績として

認めない） 

⑤令和３年度から令和４年度までに完了した業務のうち、関東地方整備局発注業務（港

湾空港関係を除く）の「補償関係コンサルタント業務」の平均業務成績が６０点以上であ

ること。 

⑥守秘義務の厳守及び違反した場合の適切な罰則などについて、社則などに明記してい

ること。 

⑦用地補償に関する社内研修を定期的に実施している者であること又は用地補償に関す

る他機関主催の研修に参加している者であること。 

※１については、上記（調査設計資料作成業務）の※１と同様。 

※２ ： 「用地補償技術（補助）業務等」とは、以下のものをいう。 

○「補償コンサルタント登録規程」第２条第１項の別表及び「補償コンサルタント登録規 

程の施行及び運用について」（令和 2 年 12 月 23 日付け国不用第 35 号）記１の別紙

に定めるいずれかの業務。 

         （用地補償技術（補助）業務、用地補償総合技術業務、用地関係資料作成整理等業

務、用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、災害復旧

用地関係資料作成整理等業務及び環境省発注業務で中間貯蔵施設整備事業に従

事し、環境省から業務実績の証明を受けた事業を含む。） 

※３ ： 「関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領等」とは、以下のものをいう。 

○関東地整（用地調査等請負業務成績評定要領、用地関係業務成績評定要領） 

○地方整備局用地関係業務成績評定要領 

○国土交通省、内閣府沖縄総合事務局開発建設部（いずれも港湾空港関係を除く）が

定める成績評定要領 
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○配置予定（管理技術者・主任担当者）に関する資格要件 

（調査設計資料作成業務） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） 

○土木施工管理技士（一級） 

○土木学会（特別上級、上級、１級）土木技術者 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）(Ⅱ) 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※１ 

②「国、特殊法人、地方公共団体等」※２から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した同種又は類似業務※３について、１件以上の実績を有すること。 

③上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領等に基づく業務成

績がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として認めない） 

④本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係がなければなら

ない。 

⑤公示日における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」の者※５であること。 

⑥継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等があり、各団体が推奨する

単位を満たしている場合に評価する。※６ 

※１ ： 「ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり。 

○「ＲＣＣＭ」は、技術士部門と同様の建設部門に限る。 

○「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により 

登録ができない立場にいる者。 

※２ ： 上記「業務実施体制、実績等に関する資格要件」（調査設計資料作成業務）の※２と同様。 

※３ ： 「同種又は類似業務」とは、以下のとおり。 

同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等が発注した行政事務補助業務又は発

注者支援業務、公物管理補助業務。 

類似業務：地方公共団体（都道府県及び政令市を除く）、地方公社、公益法人又は大

規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した行政事務補助業務又は発

注者支援業務。 

国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木

工事を行う公益民間企業が発注した公物管理補助業務、ＣＭ業務、ＰＦＩ事業

技術アドバイザリー業務、土木設計における概略・予備・詳細設計業務、土木

工事における監理技術者の業務。 
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       また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受け

て行った業務実績も同種又は類似業務として認める。また、発注者として従事した同種又は

類似業務の経験も実績として認める。ただし、照査技術者として従事した業務は除く。 

 

※５ ： 手持ち業務量について 

○手持ち業務量の制限は、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額５００万円

以上の業務を対象とし、５億円未満、１０件未満を標準とする。 

○手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係

及び営繕工事に係るものを除く。）において、調査基準価格を下回る金額で落札した業

務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、件数を１０件

から５件にするものとする。 

 

※６ ： 継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価については、「３ 土木関係建設コンサルタント業務等に

おける審査評価」（3-7～3-8 ページを参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 発注者支援業務等における審査・評価   

４－２ 資格要件について 

4-35 

 

（用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、 

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○登録規程第２条第１項の別表に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部門」、「土地

調査部門」又は「物件部門」に係る補償業務管理者 

○実施規程第３条に掲げる「補償関連部門」、「総合補償部門」、「土地調査部門」又

は「物件部門」において実施規程第１４条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録

された補償業務管理士 

○登録規程第２条第１項の別表及び運用についての記１の別紙に掲げる「補償関連部

門」、「総合補償部門」、「土地調査部門」又は「物件部門」に係る補償業務に関し７

年以上の実務経験を有する者※１ 

②「国、特殊法人、地方公共団体等」※２から受注した、平成２１年度から公示日までに完

了した同種又は類似業務※３において１件以上の実績を有すること。 

③上記の実績業務において、関東地方整備局用地調査等請負業務成績評定要領等※４

に基づく業務成績がある場合、６０点以上※５であること。（６０点未満の場合は欠格） 

④令和元年度から令和４年度の間に完了した業務※６のうち、関東地方整備局発注業務

（港湾空港関係を除く）の「補償関係コンサルタント業務」の平均業務成績が６０点以上で

あること。 

⑤本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係がなければなら

ない。 

⑥配置予定主任担当者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていない

こと。 

⑦公示日における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」※７の者であること。 

⑧継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等があり、各団体が推奨する

単位を満たしている場合に評価する。※８ 

※１ ： 用地調査点検等技術業務の場合のみ、以下を適用する。 

○「総合補償部門」にあっては、補償業務に関し７年以上の実務経験を有する者であって、

補償業務に関し５年以上の指導監督的実務経験を有する者 

※２ ： 「国、特殊法人、地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社
（注３）又は土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者をいう。 

      （注１～３については、上記「業務実施体制、実績等に関する資格要件（調査設計資料

作成業務）と同様）  
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※３ ： 「同種又は類似業務」とは、以下のとおり。 

●同種業務 ： 登録規程第２条第１項の別表及び運用通知記１の別紙に定める「補償

関連部門」の補償業務（用地関係資料作成整理等業務、用地調査点検

等技術業務、用地補償技術（補助）業務、用地補償総合技術業務、災

害復旧用地関係資料作成整理等業務及び裁決申請等関係資料作成

整理等業務（注）を含む。）。 

○類似業務 ： 登録規程第２条第１項の別表及び運用通知記１の別紙に定めるいずれ

かの業務（同種業務を除く）。 

（注） ： 災害復旧用地関係資料作成整理等業務及び裁決申請等関係資料作成整理

等業務のみ適用。 

※４については、上記「業務実施体制、実績等に関する資格要件」（用地調査点検等技術業務、裁

決申請等関係資料作成整理等業務、災害復旧用地関係資料作成整理等業務）の※３と同様。 

※６ ： 「完了した業務」とは、以下のとおり。 

      ○主任担当者又は担当技術者において従事した業務であること。 

○ただし、関東地方整備局が発注した１００万円を超える業務の受注実績がない場合は、

この限りではない。 

※７ ： 手持ち業務量について 

○手持ち業務量の制限は、主任担当者又は担当技術者（測量又は地質調査業務におけ

る主任技術者及び担当技術者、土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者

又は担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）となって

いる契約金額５００万円以上の業務を対象とし、５億円未満、１０件未満を標準とする。 

○手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関

係及び営繕工事に係るものを除く。）において、調査基準価格を下回る金額で落札した

業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額については５億円から２．５億円に、件

数については１０件から５件にするものとする。 

 

※８ ： 継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価については、「５ 補償関係コンサルタント業務におけ

る審査・評価」（5-2～5-3 ページを参照） 
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○配置予定（担当）技術者に関する資格要件 

 

（調査設計資料作成業務） 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） 

○技術士補（建設部門） 

○土木施工管理技士（一級、二級） 

○土木施工管理技士補（一級） 

○土木学会（特別上級、上級、１級、２級）土木技術者 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）(Ⅱ) 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※１ 

○「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験

が１年以上の者※２ 

○河川又は道路関係の技術的行政経験※３を５年以上有する者 

※１ ： 上記「配置予定（管理技術者・主任担当者）」（調査設計資料作成等業務）の※２と同様 

※２ ： 「実務経験が１年以上の者」とは、複数年契約の業務で完了していない場合においても、1

年以上従事していれば、実務経験を有するものとする。 

※３ ： 「技術的行政経験」とは国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事し

たことをいう。 

 

 

（用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、 

災害復旧用地関係資料作成整理等業務） 

①公共用地取得に関する補償業務について、１年以上の実務経験を有する者。※１ 

②配置予定担当技術者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていない

こと。 

③業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係があること。 

※１ 行政機関の職員としての経験、民間コンサルタントの職員としての経験の別を問わない 
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Ⅲ 行政事務補助業務② 

（施工体制調査業務） 

 

（１）競争参加資格に対する要件 

 

○基本的要件 

①単体企業（設計共同体での参加は認めない） 

１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令 165 号）第 70 条（一般競争に参加させる

ことができない者）及び第 71 条（一般競争に参加させないことができる者）の規定に

該当しない者であること。 

２） 関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和５・６年度土木関係コンサル

タント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定め

る手続きに基づく一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。） 

３） 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設

コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

４） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又は、これに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

６）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納が無いこと。 

７）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が無いこ

と。 

８） ２）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も申請書を提

出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 
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○公平性・中立性に関する資格要件 

①入札に参加しようとする者の間に資本関係・人的関係※１がないこと。 

②業務の履行期間中に工期がある当該事務所（管理所）の発注工事に参加※２している者

及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面※３で関係がないこと。 

③上記①～②が確認できる資料として誓約書を提出する。 

※１ ： 「資本関係、人的関係」とは以下のものをいう。 

○資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社を

いう。ｂ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。ｂ）

において同じ）の関係にある場合 

ｂ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

○人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但しａ）については、会社等（会社法施行規

則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存

続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に

規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

ａ）一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執

行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行す

る社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の

役員を現に兼ねている場合 

ｂ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更

生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を

現に兼ねている場合 

c）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

○その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上

記の資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合。 

※２ ： 「発注工事に参加」とは、当該工事を受注又は当該工事の下請けをしていること。 

※３ ： 「資本面・人事面で関係がある場合」とは、以下のものをいう。 

１）一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、
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又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場合。 

２）一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねて

いる場合。 
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 ○業務実施体制、実績等に関する資格要件 

①競争参加資格確認申請者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術 

者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。 

②業務の主たる部分を再委託していないこと。 

業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

③「国、特殊法人、地方公共団体等」※１から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した発注者支援業務等※２において、１件以上※３の実績を有すること。 

④上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績

がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として認めない） 

※１ ： 「国、特殊法人、地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体（注２）、 

地方公社（注３）、公益法人（注４）、大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）をいう。 

（注１） ： 「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第一条

に示す以下のものをいう。 

○国際空港(株) ： 新関西、成田 

○高速道路(株) ： 東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神 

○日本中央競馬会 

○中間貯蔵・環境安全事業(株) 

○沖縄科学技術大学院大学学園 

○国立研究開発法人 

宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、 

森林研究・整備機構、日本原子力研究開発機構 

○独立行政法人 

空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、      

国際協力機構、国立科学博物館、国立高等専門学校機構、 

国立女性教育会館、国立青少年教育振興機構、国立美術館、 

国立文化財機構、自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、 

日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、 

日本スポーツ振興センター、水資源機構、労働者健康安全機構 

（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第２条 

及び第３条に示す独立行政法人を含む） 

○国土交通省所管のその他の独立行政法人、 

○地方共同法人日本下水道事業団 

○文部科学省所管の大学共同利用機関法人 
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（注２） ： 「地方公共団体」とは、・地方自治法第１条の３に規定する以下のものをいう。 

○普通地方公共団体：都道府県、市町村 

○特別地方公共団体：特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団 

（注３） ： 「地方公社」とは、以下のものをいう。 

○地方道路公社法に基づく道路公社 

○公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した｢土地開発公社｣ 

○地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」 

（注４） ： 「公益法人」とは、以下のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立さ 

れた一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の 

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成 

２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていな 

い法人（特例社団法人又は特例財団法人）。 

（注５） ： 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。 

鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、 

電気通信会社 

※２ ： 「発注者支援業務等」とは、以下のものをいう。 

発注者支援業務、公物管理補助業務、ＣＭ業務、 

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討･計画策定業務、 

管理施設調査･運用・点検業務、測量業務、地質調査業務 

※３ ： 記載する業務件数は、最大２件とする。 
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○配置予定（管理）技術者に関する資格要件 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） 

○土木施工管理技士（一級） 

○土木学会（特別上級、上級、１級、２級）土木技術者 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）(Ⅱ) 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※１ 

③「国、特殊法人、地方公共団体等」※２から受注した、平成２１年度から公示日までの間

に完了した同種又は類似業務※３について、１件以上の実績を有すること。 

④上記の実績業務において、地方整備局等委託業務等成績評定要領等に基づく業務成 

績がある場合、６０点以上であること。（６０点未満の場合は実績として認めない） 

③本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接的雇用関係がなければなら 

ない。 

④公示日における手持ち業務量が「○億円未満かつ○件未満」の者※４であること。 

⑤継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価 

○予定技術者が、下記団体の発行するＣＰＤの登録証明書等があり、各団体が推奨する

単位を満たしている場合に評価する。※５ 

※１ ： 「ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり。 

○「ＲＣＣＭ」は、技術士部門と同様の建設部門に限る。 

○「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により 

登録ができない立場にいる者。 

※２ ： 上記「業務実施体制、実績等に関する資格要件」の※２と同様。 

※３ ： 「同種又は類似業務」とは、以下のとおり。 

●同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等が発注した土木工事に関する発注者支

援業務、公物管理補助業務又は施工体制調査業務。 

○類似業務：地方公共団体（都道府県及び政令市を除く）、地方公社、公益法人又は大

規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者

支援業務又は施工体制調査業務。 

国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木

工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業

務、土木設計における概略・予備・詳細設計業務、土木工事における監理技

術者の業務 
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※４ ： 手持ち業務量について 

○手持ち業務量の制限は、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額５００万 

円以上の業務を対象とし、５億円未満、１０件未満を標準とする。 

○手持ち業務のうち、国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関 

係及び営繕工事に係るものを除く。）において、調査基準価格を下回る金額で落札し 

た業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から２．５億円に、件数を 

１０件から５件にするものとする。 

※５ ： 継続教育取組実績（ＣＰＤ）の評価については、「３ 土木関係建設コンサルタント業務等に

おける審査評価」（3-7～3-8 ページを参照） 

 

○配置予定（担当）技術者に関する資格要件 

①以下のいずれかの資格等を有するもの。 

○技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） 

○技術士補（建設部門） 

○土木施工管理技士（一級、二級） 

○土木施工管理技士補（一級） 

○土木学会（特別上級、上級、１級、２級）土木技術者 

○(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）(Ⅱ) 

○ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者※１ 

○「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が 

１年以上の者※２ 

○河川又は道路関係の技術的行政経験※３を５年以上有する者 

※１ ： 「ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり。 

○「ＲＣＣＭ」は、技術士部門と同様の建設部門に限る。 

○「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により 

登録ができない立場にいる者。 

※２ ： 「実務経験が１年以上の者」とは、複数年契約の業務で完了していない場合においても、1

年以上従事していれば、実務経験を有するものとする。 

※３ ： 「技術的行政経験」とは国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事し

たことをいう。 

 

 



４ 発注者支援業務等における審査・評価   

                            ４－３ 【一般競争】総合評価落札方式における具体的な審査・評価について 

 

4-45 

 

４－３ 【一般競争】総合評価落札方式における具体的な審査・評価について 

 

（１）入札説明書に明示すべき事項 

 

１．公示日 

２．契約担当官等 

３．業務名 

４．業務概要 

１） 業務目的 

２） 業務の内容 

３） 技術提案に関する要件 

４） 履行期間 

５） 主たる部分 

６） 再委託の禁止 

７） 成果品 

８） 総合評価落札方式 

９） 電子入札システム 

10） 契約書（案）、特記仕様書 

11） 担当部局 

５．競争参加資格 

１） 単体企業に関する要件 

２） 設計共同体に関する要件 

３） 入札参加者間の公平性に関する要件 

４） 競争参加資格確認申請者に関する要件 

５） 配置予定管理技術者に関する要件 

６） 配置予定担当技術者に関する要件 

７） 申請書に関する事項 

６．申請書及び資料等の提出等 

７．競争参加資格確認結果の通知及び競争参加資格がないと認めたものに対する理由の説明 

８．入札説明書及び積算基準資料等に対する質問の受付及び回答 

９．総合評価落札方式に関する事項 

１０．入札及び開札の日時及び場所 

１１．入札方法等 

１２．電子くじについて 

１３．入札保証金及び契約保証金 

１４．開札 

１５．入札の無効 

１６．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置 

１７．契約書作成の要否 

１８．支払条件 

１９．火災保険付保の要否 

２０．落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明 

２１．再苦情申立て 

２２．関連情報を入手するための照会窓口 

２３．その他
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（２）技術点を算出するための基準 

○技術提案書の評価項目、判断基準、ならびに評価のウエイトは以下のとおりとする。 

○なお、「実施方針」及び「技術提案」は、原則ヒアリングを通じた評価を実施せず、審査申請書類に記載された内容のみ確認する。 

    

工事監督支援 積算技術 技術審査
総合評価
（標準型）

①・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門）

　・一級土木施工管理技士
　・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学

会一級土木技術者

　・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共

工事品質確保技術者(Ⅱ)

※業務内容に造園工事が相当程度含まれると判断する場合

　・一級造園施工管理技士

①電気通信設備工事の場合

  ・技術士（総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門）

　・一級電気施工管理技士

　・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共

工事品質確保技術者(Ⅱ)

②・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門

に限る。）

①・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門）

　・一級土木施工管理技士
　・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学

会一級土木技術者

　・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共

工事品質確保技術者(Ⅱ)

※業務内容に造園工事が相当程度含まれると判断する場合

　・一級造園施工管理技士

①電気通信設備工事の場合

  ・技術士（総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門）

　・一級電気施工管理技士

　・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共

工事品質確保技術者(Ⅱ)

②・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門

に限る。）

①・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門）

　・一級土木施工管理技士
　・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学

会一級土木技術者

　・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共

工事品質確保技術者(Ⅱ)

②・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門

に限る。） ①4
②2

1

専門技術力 業務執行技術力
①5
②3

情報収集力 地域精通度

①5
②4
③3
④2
⑤0

担当技術者等
の経験

①5
②3
③0

10

20

的確性 20

実現性 10

5

管理技術者

①同種業務の実績がある。
②類似業務の実績がある。

①事務所等管内における同種又は類似業務の実績がある。
②事務所等が所在する都県に隣接する都県（整備局管内）における同種又は類似業務の実績がある。
③整備局管内における同種又は類似業務の実績がある。
④事務所等が所在する都県に隣接する都県（整備局管外）における同種又は類似業務の実績がある。
⑤その他（①～④以外）

実施方針等

予定担当技術者等の
専門技術力

① 同種業務の実績がある。
② 類似業務の実績がある。
③ ①、②以外

評価項目

業務分野別の評価基準

技術者資格等資格要件

継続教育取組実績　ＣＰＤの取得状況

賃上げの実施に関する評価

【大企業】
令和６年４月以降に開始する参加者の最初の事業年度または令和６年（暦年）において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明してい
る場合。
【中小企業】
令和６年４月以降に開始する参加者の最初の事業年度または令和６年（暦年）において、対前年度又は前年比で給与総額を１．５％以上増加させる旨、従業員に表明している場合。

技術提案
本業務におけ

る留意点

業務理解度

実施体制

提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。

必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方法）が網羅されている場合に優位に評価する。

下記の場合に優位に評価する。
・担当技術者（管理技術者は対象外）の人数、代替要員の確保など業務を遂行するうえで体制が確保されている場合。
・担当技術者の技術力の確保及び向上に向けた取り組みが具体的に示されている場合。
・業務発注担当部署からの指示事項等の担当技術者への円滑な伝達と共有のための手法、及び担当技術者へのフォロー方法が具体的に示されている場合。
・業務工程等の変化による業務量の変動に対する業務実施体制が具体的に示されている場合。

業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。

※複数の予定担当技術者が申請された場合は、申請された予定担当技術者の

上位１名の評価値とする。
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河
川

巡
視

支
援

河
川

許
認

可
審

査
支

援
ダ

ム
管

理
支

援
堰

・
排

水
機

場
等

管
理

支
援

①
・
技

術
士

（
総

合
技

術
監

理
部

門
：
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は

建
設

部
門

）

　
・
国

土
交

通
省

登
録

技
術

者
資

格
（
施

設
分

野
：
堤

防
・
河

道
-
業

務
：
点

検
・
診

断
）

　
・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士

　
・
河

川
法

第
7
7
条

1
項

の
河

川
監

理
員

の
経

験
を

１
年

以
上

有
す

る
者

　②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
の

能
力

を
有

す
る

者
（
技

術

士
部

門
と

同
様

の
部

門
に

限
る

。
）

　
・
河

川
又

は
道

路
関

係
の

技
術

的
な

行
政

経
験

を
2
0
年

以
上

有

す
る

者

　
・
そ

の
他

発
注

担
当

部
署

が
認

め
た

公
物

管
理

の
資

格
を

有
す

る

者

①
・
技

術
士

（
総

合
技

術
監

理
部

門
：
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は

建
設

部
門

）

　
・
河

川
維

持
管

理
技

術
者

　
・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士

　
・
河

川
法

第
7
7
条

1
項

の
河

川
監

理
員

の
経

験
を

１
年

以
上

有
す

る
者

　②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
の

能
力

を
有

す
る

者
（
技

術

士
部

門
と

同
様

の
部

門
に

限
る

。
）

　
・
河

川
又

は
道

路
関

係
の

技
術

的
な

行
政

経
験

を
2
0
年

以
上

有

す
る

者

　
・
そ

の
他

発
注

担
当

部
署

が
認

め
た

公
物

管
理

の
資

格
を

有
す

る

者

①
・
技

術
士

（
総

合
技

術
監

理
部

門
：
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は

建
設

部
門

）

　
・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者

　
 ・

河
川

法
施

行
規

則
第

2
7
条

の
2
第

1
項

第
1
号

に
基

づ
く

登
録

試
験

（
ダ

ム
管

理
技

士
試

験
）
に

合
格

あ
る

い
は

第
2
号

の
研

修
を

修
了

し
た

者

　
 ・

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

　
 ・

河
川

法
第

7
7
条

第
1
項

の
河

川
監

理
員

の
経

験
を

1
年

以
上

有

す
る

者

  ・
河

川
法

第
５

０
条

第
１

項
の

管
理

主
任

技
術

者
の

経
験

を
５

年

以
上

有
す

る
者

②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
能

力
を

有
す

る
者

（
技

術
士

部
門

と
同

様
の

部
門

に
限

る
。

）

   ・
河

川
又

は
道

路
関

係
の

技
術

的
な

行
政

経
験

を
2
0
年

以
上

有

す
る

者

　
・
そ

の
他

発
注

担
当

部
署

が
認

め
た

公
物

管
理

の
資

格
を

有
す

る

者

①
・
技

術
士

（
総

合
技

術
監

理
部

門
：
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は

建
設

部
門

）

　
・
河

川
維

持
管

理
技

術
者

　
・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者

　
 ・

河
川

法
施

行
規

則
第

2
7
条

の
2
第

1
項

第
1
号

に
基

づ
く

登
録

試
験

（
ダ

ム
管

理
技

士
試

験
）
に

合
格

あ
る

い
は

第
2
号

の
研

修
を

修
了

し
た

者

　
 ・

１
級

土
木

施
工

管
理

技
士

　
 ・

河
川

法
第

7
7
条

第
1
項

の
河

川
監

理
員

の
経

験
を

1
年

以
上

有

す
る

者

②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
能

力
を

有
す

る
者

（
技

術
士

部
門

と
同

様
の

部
門

に
限

る
。

）

   ・
河

川
又

は
道

路
関

係
の

技
術

的
な

行
政

経
験

を
2
0
年

以
上

有

す
る

者

　
・
そ

の
他

発
注

担
当

部
署

が
認

め
た

公
物

管
理

の
資

格
を

有
す

る

者

専
門

技
術

力
業

務
執

行
技

術
力

情
報

収
集

力
地

域
精

通
度

資
格

要
件

技
術

者
資

格
等

①
・
技

術
士

（
総

合
技

術
管

理
部

門
：
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は

建
設

部
門

）

　
・
国

土
交

通
省

登
録

技
術

者
資

格
（
施

設
分

野
：
堤

防
・
河

道
-
業

務
：
点

検
・
診

断
）

　
・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士

　
・
河

川
法

第
7
7
条

1
項

の
河

川
監

理
員

の
経

験
を

１
年

以
上

有
す

る
者

②
・
技

術
士

補

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士
補

　
・
二

級
土

木
施

工
管

理
技

士

　
・
土

木
学

会
二

級
土

木
技

術
者

　
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
能

力
を

有
す

る
者

（
技

術
士

部

門
と

同
様

の
部

門
に

限
る

。
）

　
・
河

川
又

は
道

路
関

係
の

技
術

的
な

行
政

経
験

を
5
年

以
上

有
す

る
者

　
・
そ

の
他

発
注

担
当

部
署

が
認

め
た

公
物

管
理

の
資

格
を

有
す

る

者

－
－

－
①

2
②

1
－

専
門

技
術

力
業

務
執

行
能

力
等

①
 同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
 類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
 ①

、
②

以
外

－
－

－

①
3

②
2

③
0

－

－
①

 同
種

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
②

 類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
③

 ①
、

②
以

外

①
 同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
 類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
 ①

、
②

以
外

①
 同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
 類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
 ①

、
②

以
外

－
①

5
②

3
③

0

①
5

②
4

③
3

④
2

⑤
0

担
当

技
術

者
等

の
経

験

管
理

技
術

者

①
事

務
所

等
管

内
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
内

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
整

備
局

管
内

に
お

け
る

同
種

又
は

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。

④
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
外

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

⑤
そ

の
他

（
①

～
④

以
外

）

予
定

担
当

技
術

者
の

専
門

技
術

力

技
術

者
資

格
等

評
価

項
目

総
合

評
価

（
標

準
型

）

業
務

分
野

別
の

評
価

基
準

①
4

②
2

①
5

②
3 1

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

資
格

要
件

継
続

教
育

取
組

実
績

　
Ｃ

Ｐ
Ｄ

の
取

得
状

況

※
１

※
１

※
２

※
２

※
２
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お
け

る
具

体
的

な
審

査
・
評

価
に

つ
い

て
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的
確

性

実
現

性
技

術
提

案
本

業
務

に
お

け
る

留
意

点

業
務

の
目

的
、

条
件

、
内

容
の

理
解

度
が

高
い

場
合

に
優

位
に

評
価

す
る

。

必
要

な
キ

ー
ワ

ー
ド

（
着

眼
点

、
問

題
点

、
解

決
方

法
）
が

網
羅

さ
れ

て
い

る
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

下
記

の
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

・
担

当
技

術
者

（
管

理
技

術
者

は
対

象
外

）
の

人
数

、
代

替
要

員
の

確
保

な
ど

業
務

を
遂

行
す

る
う

え
で

体
制

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
担

当
技

術
者

の
技

術
力

の
確

保
及

び
向

上
に

向
け

た
取

り
組

み
が

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
業

務
発

注
担

当
部

署
か

ら
の

指
示

事
項

等
の

担
当

技
術

者
へ

の
円

滑
な

伝
達

と
共

有
の

た
め

の
手

法
、

及
び

担
当

技
術

者
へ

の
フ

ォ
ロ

ー
方

法
が

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
業

務
工

程
等

の
変

化
に

よ
る

業
務

量
の

変
動

に
対

す
る

業
務

実
施

体
制

が
具

体
的

に
示

さ
れ

て
い

る
場

合
。

実
施

体
制

実
施

方
針

等賃
上

げ
の

実
施

に
関

す
る

評
価

【
大

企
業

】
令

和
６

年
４

月
以

降
に

開
始

す
る

参
加

者
の

最
初

の
事

業
年

度
ま

た
は

令
和

６
年

（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

等
受

給
者

一
人

当
た

り
の

平
均

受
給

額
を

３
％

以
上

増
加

さ
せ

る
旨

、
従

業
員

に
表

明
し

て
い

る
場

合
。

【
中

小
企

業
】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
６

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

総
額

を
１

．
５

％
以

上
増

加
さ

せ
る

旨
、

従
業

員
に

表
明

し
て

い
る

場
合

。

5

※
１

　
複

数
の

予
定

担
当

技
術

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
申

請
さ

れ
た

予
定

担
当

技
術

者
の

上
位

１
名

の
評

価
値

と
す

る
。

※
２

　
複

数
の

予
定

担
当

技
術

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
申

請
さ

れ
た

（
「
調

査
職

員
勤

務
時

間
外

及
び

閉
庁

日
に

お
け

る
情

報
連

絡
業

務
」
に

従
事

す
る

予
定

担
当

技
術

者
を

除
く

）
予

定
担

当
技

術
者

の
上

位
１

名
の

評
価

値
と

す
る

。
※

３
　

複
数

の
予

定
担

当
技

術
者

及
び

予
定

業
務

従
事

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
全

て
の

予
定

担
当

技
術

者
及

び
予

定
業

務
従

事
者

の
上

位
１

名
の

評
価

値
と

す
る

。

1
0

2
0

2
0

提
案

内
容

に
説

得
力

が
あ

る
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

1
0

業
務

理
解

度



４
 

発
注

者
支

援
業

務
等

に
お

け
る

審
査

・
評

価
 

 
 

４
－

３
 
【
一

般
競

争
】
総

合
評

価
落

札
方

式
に

お
け

る
具

体
的

な
審

査
・
評

価
に

つ
い

て
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道
路

許
認

可
審

査
・
適

正
化

指
導

用
地

補
償

総
合

技
術

①
・
技

術
士

（
総

合
技

術
監

理
部

門
：
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は
建

設
部

門
）

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士
　

・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
能

力
を

有
す

る
者

（
技

術
士

部
門

と
同

様
の

部
門

に
限

る
。

）
   ・

道
路

法
7
1
条

第
4
項

の
道

路
監

理
員

の
経

験
を

1
年

以
上

有
す

る
者

   ・
道

路
又

は
河

川
関

係
の

技
術

的
行

政
経

験
を

2
0
年

以
上

有
す

る
者

   ・
そ

の
他

発
注

担
当

部
署

が
認

め
た

公
物

管
理

の
資

格
を

有
す

る
者

①
・
公

共
用

地
交

渉
業

務
及

び
こ

れ
に

関
連

す
る

業
務

を
総

合
的

に
行

う
業

務
に

関
し

７
年

以
上

の
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

補
償

業
務

に
関

し
５

年
以

上
の

指
導

監
督

的
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
・
補

償
業

務
全

般
に

関
す

る
指

導
監

督
的

実
務

の
経

験
７

年
以

上
を

含
む

２
０

年
以

上
の

実
務

の
経

験
を

有
す

る
者

・
補

償
業

務
管

理
者

（
総

合
補

償
部

門
）

・
補

償
業

務
管

理
士

（
総

合
補

償
部

門
）

・
補

償
業

務
管

理
士

（
総

合
補

償
部

門
を

除
く

７
部

門
）

②
補

償
業

務
管

理
士

（
土

地
調

査
、

土
地

評
価

、
物

件
、

補
償

関
連

を
含

む
４

部
門

以
上

）

専
門

技
術

力
業

務
執

行
技

術
力

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

①
・
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

・
土

地
調

査
、

土
地

評
価

、
物

件
及

び
補

償
関

連
の

４
部

門
す

べ
て

の
業

務
に

つ
い

て
実

績
が

あ
る

。

②
 類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

情
報

収
集

力
地

域
精

通
度

資
格

要
件

技
術

者
資

格
等

－
－

専
門

技
術

力
業

務
執

行
能

力
等

－
－

①
 同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
 類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
 ①

、
②

以
外

①
過

去
１

５
年

間
に

お
い

て
、

本
業

務
の

補
償

対
象

と
同

種
の

補
償

に
つ

い
て

調
査

又
は

補
償

金
算

定
に

関
す

る
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
①

以
外

下
記

の
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

・
担

当
技

術
者

（
管

理
技

術
者

は
対

象
外

）
の

人
数

、
代

替
要

員
の

確
保

な
ど

業
務

を
遂

行
す

る
う

え
で

体
制

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
担

当
技

術
者

の
技

術
力

の
確

保
及

び
向

上
に

向
け

た
取

り
組

み
が

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
業

務
発

注
担

当
部

署
か

ら
の

指
示

事
項

等
の

担
当

技
術

者
へ

の
円

滑
な

伝
達

と
共

有
の

た
め

の
手

法
、

及
び

担
当

技
術

者
へ

の
フ

ォ
ロ

ー
方

法
が

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
業

務
工

程
等

の
変

化
に

よ
る

業
務

量
の

変
動

に
対

す
る

業
務

実
施

体
制

が
具

体
的

に
示

さ
れ

て
い

る
場

合
。

下
記

の
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

・
担

当
技

術
者

・
業

務
従

事
者

（
主

任
担

当
者

は
対

象
外

）
の

人
数

、
代

替
要

員
の

確
保

な
ど

業
務

を
遂

行
す

る
う

え
で

体
制

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
担

当
技

術
者

・
業

務
従

事
者

の
技

術
力

の
確

保
及

び
向

上
に

向
け

た
取

組
が

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

場
合

。
・
業

務
発

注
担

当
部

署
か

ら
の

指
示

事
項

等
の

担
当

技
術

者
・
業

務
従

事
者

へ
の

円
滑

な
伝

達
と

共
有

の
た

め
の

手
法

、
及

び
担

当
技

術
者

・
業

務
従

事
者

へ
の

フ
ォ

ロ
ー

方
法

が
具

体
的

に
示

さ
れ

て
い

る
場

合
。

評
価

項
目

業
務

分
野

別
の

評
価

基
準

総
合

評
価

（
標

準
型

）

管
理

技
術

者

主
任

担
当

者
（
用

地
補

償
）

①
4

②
2

①
5

②
3

①
事

務
所

等
管

内
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
内

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
整

備
局

管
内

に
お

け
る

同
種

又
は

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
④

事
務

所
等

が
所

在
す

る
都

県
に

隣
接

す
る

都
県

（
整

備
局

管
外

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

⑤
そ

の
他

（
①

～
④

以
外

）

①
5

②
4

③
3

④
2

⑤
0

技
術

者
資

格
等

資
格

要
件

－－①
5

②
3

③
0

担
当

技
術

者
等

の
経

験

予
定

担
当

技
術

者
の

専
門

技
術

力

業
務

の
目

的
、

条
件

、
内

容
の

理
解

度
が

高
い

場
合

に
優

位
に

評
価

す
る

。

実
施

方
針

等

業
務

理
解

度

継
続

教
育

取
組

実
績

　
Ｃ

Ｐ
Ｄ

の
取

得
状

況
1

実
施

体
制

20 10

※
３

※
１



４
 

発
注

者
支

援
業

務
等

に
お

け
る

審
査

・
評

価
 

 
 

４
－

３
 
【
一

般
競

争
】
総

合
評

価
落

札
方

式
に

お
け

る
具

体
的

な
審

査
・
評

価
に

つ
い

て
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的
確

性

実
現

性

※
１

　
複

数
の

予
定

担
当

技
術

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
申

請
さ

れ
た

予
定

担
当

技
術

者
の

上
位

１
名

の
評

価
値

と
す

る
。

※
２

　
複

数
の

予
定

担
当

技
術

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
申

請
さ

れ
た

（
「
調

査
職

員
勤

務
時

間
外

及
び

閉
庁

日
に

お
け

る
情

報
連

絡
業

務
」
に

従
事

す
る

予
定

担
当

技
術

者
を

除
く

）
予

定
担

当
技

術
者

の
上

位
１

名
の

評
価

値
と

す
る

。
※

３
　

複
数

の
予

定
担

当
技

術
者

及
び

予
定

業
務

従
事

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
全

て
の

予
定

担
当

技
術

者
及

び
予

定
業

務
従

事
者

の
上

位
１

名
の

評
価

値
と

す
る

。

技
術

提
案

本
業

務
に

お
け

る
留

意
点

必
要

な
キ

ー
ワ

ー
ド

（
着

眼
点

、
問

題
点

、
解

決
方

法
）
が

網
羅

さ
れ

て
い

る
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

2
0

提
案

内
容

に
説

得
力

が
あ

る
場

合
に

優
位

に
評

価
す

る
。

1
0

賃
上

げ
の

実
施

に
関

す
る

評
価

【
大

企
業

】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
６

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

等
受

給
者

一
人

当
た

り
の

平
均

受
給

額
を

３
％

以
上

増
加

さ
せ

る
旨

、
従

業
員

に
表

明
し

て
い

る
場

合
。

【
中

小
企

業
】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
６

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

総
額

を
１

．
５

％
以

上
増

加
さ

せ
る

旨
、

従
業

員
に

表
明

し
て

い
る

場
合

。

5



４
 

発
注

者
支

援
業

務
等

に
お

け
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審
査

・
評

価
 

 
 

４
－

３
 
【
一

般
競

争
】
総

合
評

価
落

札
方

式
に

お
け

る
具

体
的

な
審

査
・
評

価
に

つ
い

て
 

 

4
-
5
1
 

 

 

調
査

設
計

資
料

作
成

業
務

総
合

評
価

（
簡

易
型

）
用

地
調

査
点

検
等

技
術

業
務

総
合

評
価

（
簡

易
型

）
裁

決
申

請
等

関
係

資
料

作
成

整
理

等
業

務
及

び
災

害
復

旧
用

地
関

係
資

料
作

成
整

理
等

業
務

総
合

評
価

（
簡

易
型

）
施

工
体

制
調

査
業

務
総

合
評

価
（
標

準
型

）

①
・
技

術
士

（
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は
建

設
部

門
）

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士
　

・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者
　

・
(社

)全
日

本
建

設
技

術
協

会
に

よ
る

公
共

工
事

品
質

確
保

技
術

者
(Ⅰ

)
又

は
公

共
工

事
品

質
確

保
技

術
者

(Ⅱ
)

②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
能

力
を

有
す

る
者

（
技

術
士

部
門

と
同

様
の

部
門

に
限

る
。

）

①
9

②
5

①
補

償
業

務
管

理
者

又
は

補
償

業
務

管
理

士
（
補

償
関

連
部

門
、

総
合

補
償

部
門

、
土

地
調

査
部

門
又

は
物

件
部

門
）

②
補

償
関

連
部

門
、

総
合

補
償

部
門

、
土

地
調

査
部

門
又

は
物

件
部

門
に

係
わ

る
補

償
業

務
に

関
し

７
年

以
上

の
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
（
た

だ
し

、
総

合
補

償
部

門
に

あ
っ

て
は

、
補

償
業

務
に

関
し

７
年

以
上

の
実

務
経

験
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

、
５

年
以

上
の

指
導

監
督

的
実

務
経

験
を

有
す

る
者

）

①
9

②
5

①
補

償
業

務
管

理
者

又
は

補
償

業
務

管
理

士
（
補

償
関

連
部

門
、

総
合

補
償

部
門

、
土

地
調

査
部

門
又

は
物

件
部

門
）

②
補

償
関

連
部

門
、

総
合

補
償

部
門

、
土

地
調

査
部

門
又

は
物

件
部

門
に

係
る

補
償

業
務

に
関

し
７

年
以

上
の

実
務

の
経

験
を

有
す

る
者

①
9

②
5

①
・
技

術
士

（
建

設
部

門
関

連
科

目
又

は
建

設
部

門
）

　
・
一

級
土

木
施

工
管

理
技

士
　

・
土

木
学

会
特

別
上

級
土

木
技

術
者

、
土

木
学

会
上

級
土

木
技

術
者

又
は

土
木

学
会

一
級

土
木

技
術

者
　

・
(社

)全
日

本
建

設
技

術
協

会
に

よ
る

公
共

工
事

品
質

確
保

技
術

者
(Ⅰ

)
又

は
公

共
工

事
品

質
確

保
技

術
者

(Ⅱ
)

②
・
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
又

は
Ｒ

Ｃ
Ｃ

Ｍ
と

同
等

の
能

力
を

有
す

る
者

（
技

術
士

部
門

と
同

様
の

部
門

に
限

る
。

）

①
4

②
2

継
続

教
育

取
組

実
績

　
Ｃ

Ｐ
Ｄ

の
取

得
状

況
1

継
続

教
育

取
組

実
績

　
Ｃ

Ｐ
Ｄ

の
取

得
状

況
1

継
続

教
育

取
組

実
績

　
Ｃ

Ｐ
Ｄ

の
取

得
状

況
1

継
続

教
育

取
組

実
績

　
Ｃ

Ｐ
Ｄ

の
取

得
状

況
1

専
門

技
術

力
実

績
①

同
種

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
②

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
①

1
0

②
6

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

①
1
0

②
6

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

①
1
0

②
6

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

①
5

②
3

業
務

成
績

－
－

令
和

４
年

度
に

完
了

し
た

業
務

に
つ

い
て

担
当

し
た

関
東

地
方

整
備

局
発

注
（
港

湾
空

港
関

係
を

除
く
。

）
の

補
償

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
の

技
術

者
評

点
に

6
0
点

未
満

が
あ

る
場

合
は

、
評

価
点

を
減

ず
る

。
た

だ
し

、
照

査
技

術
者

と
し

て
従

事
し

た
業

務
は

除
く
。

-
5

令
和

４
年

度
に

完
了

し
た

業
務

に
つ

い
て

担
当

し
た

関
東

地
方

整
備

局
発

注
（
港

湾
空

港
関

係
を

除
く
。

）
の

補
償

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務
の

技
術

者
評

点
に

6
0
点

未
満

が
あ

る
場

合
は

、
評

価
点

を
減

ず
る

。
た

だ
し

、
照

査
技

術
者

と
し

て
従

事
し

た
業

務
は

除
く

。

-
5

－
－

優
良

表
彰

－
－

関
東

地
方

整
備

局
発

注
業

務
（
港

湾
空

港
関

係
を

除
く

。
）
で

、
令

和
元

年
度

か
ら

令
和

４
年

度
ま

で
に

完
了

し
た

業
務

①
優

秀
技

術
者

表
彰

又
は

優
良

業
務

　
　

表
彰

の
経

験
が

あ
る

者
。

②
上

記
以

外
。

①
5

②
0

関
東

地
方

整
備

局
発

注
業

務
（
港

湾
空

港
関

係
を

除
く
。

）
で

、
令

和
元

年
度

か
ら

令
和

４
年

度
ま

で
に

完
了

し
た

業
務

①
優

秀
技

術
者

表
彰

又
は

優
良

業
務

　
　

表
彰

の
経

験
が

あ
る

者
。

②
上

記
以

外
。

①
5

②
0

－
－

情
報

収
集

力
地

域
精

通
度

①
事

務
所

等
管

内
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
内

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
整

備
局

管
内

に
お

け
る

同
種

又
は

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
④

事
務

所
等

が
所

在
す

る
都

県
に

隣
接

す
る

都
県

（
整

備
局

管
外

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

⑤
そ

の
他

（
①

～
④

以
外

）

①
5

②
4

③
3

④
2

⑤
0

①
事

務
所

等
管

内
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
内

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
整

備
局

管
内

に
お

け
る

同
種

又
は

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
④

事
務

所
等

が
所

在
す

る
都

県
に

隣
接

す
る

都
県

（
整

備
局

管
外

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

⑤
そ

の
他

（
①

～
④

以
外

）

①
5

②
4

③
3

④
2

⑤
0

①
事

務
所

等
管

内
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
内

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
整

備
局

管
内

に
お

け
る

同
種

又
は

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
④

事
務

所
等

が
所

在
す

る
都

県
に

隣
接

す
る

都
県

（
整

備
局

管
外

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

⑤
そ

の
他

（
①

～
④

以
外

）

①
5

②
4

③
3

④
2

⑤
0

①
事

務
所

等
管

内
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
事

務
所

等
が

所
在

す
る

都
県

に
隣

接
す

る
都

県
（
整

備
局

管
内

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
整

備
局

管
内

に
お

け
る

同
種

又
は

類
似

業
務

の
実

績
が

あ
る

。
④

事
務

所
等

が
所

在
す

る
都

県
に

隣
接

す
る

都
県

（
整

備
局

管
外

）
に

お
け

る
同

種
又

は
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

⑤
そ

の
他

（
①

～
④

以
外

）

①
5

②
4

③
3

④
2

⑤
0

予
定

担
当

技
術

者
等

の
経

験

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
そ

の
他

※
複

数
の

予
定

担
当

技
術

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
申

請
さ

れ
た

予
定

担
当

技
術

者
の

上
位

１
名

の
評

価
値

と
す

る
。

①
5

②
3

③
0

－
－

－
－

①
同

種
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

②
類

似
業

務
の

実
績

が
あ

る
。

③
そ

の
他

※
複

数
の

予
定

担
当

技
術

者
が

申
請

さ
れ

た
場

合
は

、
申

請
さ

れ
た

予
定

担
当

技
術

者
の

上
位

１
名

の
評

価
値

と
す

る
。

①
5

②
3

③
0

2
0

1
0

2
0

1
0

3
0

1
5

3
0

2
0

的
確

性
－

－
1
5

－
－

2
0

実
現

性
－

－
1
0

－
－

1
0

【
大

企
業

】
令

和
６

年
４

月
以

降
に

開
始

す
る

参
加

者
の

最
初

の
事

業
年

度
ま

た
は

令
和

６
年

（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

等
受

給
者

一
人

当
た

り
の

平
均

受
給

額
を

３
％

以
上

増
加

さ
せ

る
旨

、
従

業
員

に
表

明
し

て
い

る
場

合
。

【
中

小
企

業
】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
６

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

総
額

を
１

．
５

％
以

上
増

加
さ

せ
る

旨
、

従
業

員
に

表
明

し
て

い
る

場
合

。

5

【
大

企
業

】
令

和
６

年
４

月
以

降
に

開
始

す
る

参
加

者
の

最
初

の
事

業
年

度
ま

た
は

令
和

５
年

（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

等
受

給
者

一
人

当
た

り
の

平
均

受
給

額
を

３
％

以
上

増
加

さ
せ

る
旨

、
従

業
員

に
表

明
し

て
い

る
場

合
。

【
中

小
企

業
】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
５

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

総
額

を
１

．
５

％
以

上
増

加
さ

せ
る

旨
、

従
業

員
に

表
明

し
て

い
る

場
合

。

5

【
大

企
業

】
令

和
６

年
４

月
以

降
に

開
始

す
る

参
加

者
の

最
初

の
事

業
年

度
ま

た
は

令
和

５
年

（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

等
受

給
者

一
人

当
た

り
の

平
均

受
給

額
を

３
％

以
上

増
加

さ
せ

る
旨

、
従

業
員

に
表

明
し

て
い

る
場

合
。

【
中

小
企

業
】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
５

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

総
額

を
１

．
５

％
以

上
増

加
さ

せ
る

旨
、

従
業

員
に

表
明

し
て

い
る

場
合

。

5

【
大

企
業

】
令

和
６

年
４

月
以

降
に

開
始

す
る

参
加

者
の

最
初

の
事

業
年

度
ま

た
は

令
和

５
年

（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

等
受

給
者

一
人

当
た

り
の

平
均

受
給

額
を

３
％

以
上

増
加

さ
せ

る
旨

、
従

業
員

に
表

明
し

て
い

る
場

合
。

【
中

小
企

業
】

令
和

６
年

４
月

以
降

に
開

始
す

る
参

加
者

の
最

初
の

事
業

年
度

ま
た

は
令

和
５

年
（
暦

年
）
に

お
い

て
、

対
前

年
度

又
は

前
年

比
で

給
与

総
額

を
１

．
５

％
以

上
増

加
さ

せ
る

旨
、

従
業

員
に

表
明

し
て

い
る

場
合

。

5
賃

上
げ

の
実

施
に

関
す

る
評

価

技
術

提
案

本
業

務
に

お
け

る
留

意
点

評
価

項
目

業
務

分
野

別
の

評
価

基
準

予
定

管
理

技
術

者

予
定

主
任

担
当

者
（
用

地
調

査
の

み
）

予
定

担
当

技
術

者
等

の
専

門
技

術
力

実
施

方
針

等

業
務

理
解

度

実
施

体
制

資
格

資
格

要
件
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（３）履行確実性評価 

 

○予定価格が、1,000 万円を超える業務について、履行確実性評価を実施する。 

○実施方法は、「３ 土木関係建設コンサルタント業務等」３－４（４）に準ずる。 

 

４－４  【一般競争】総合評価落札方式による落札者の決定 

 

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高いものを落札者とす

る。評価値の算出方法としては、加算方式を基本とする。ただし、今回定めた加算方式以外の

方法を用いる場合は、財務大臣協議を行う必要がある。 

また、評価値の算出方法は下記のとおりとする。 

 

 ① 評価値の算出方式 

 

    評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点 

 

 ② 価格評価点の設定の考え方 

 

技術評価点の満点を 60 点とし、価格評価点の配分点を以下のとおりとする。 

      ・簡易型（１：１）の場合 ： 60 点 

      ・標準型（１：２）の場合 ： 30 点 

 

価格評価点 ＝ 〔価格評価点の配分点〕×（1-入札価格／予定価格） 

 

③ 技術評価点の算出方式 

 

技術評価点は、下記の計算式により算出する。 

 

       技術評価点 ＝ 60 点 Ĭ  

 

    

技術点 

技術点満点 
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